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委員長 事務局長 

分類 保存期間 文書番号   

１種 永年 １６０ 

総 務 常 任 委 員 会 記 録 

日 

時 
令和 ４年 ９月２０日（火） 

開会 

閉会 

午前 ９時００分 

午後 ５時４１分 

会 

場 

総合保健福祉セ

ンター３階研修

室 

出 

席 

者 

 委 員 長 海地 雅弘    副委員長 髙橋 祐平 

 委  員 豊島美代子    委  員 大﨑 宏明 

 委  員 佐々木 學    委  員 松田  健 

 委  員 髙橋 立一 

市 

側 

出 

席 

者 

 副 市 長（ 平井 和久 ）  会計管理者兼会計課長（ 西森 茂幸 ） 

 総 務 課 長（ 梅原健一郎 ）  企画情報課長 （ 宮本 良二 ） 

 プロジェクト推進室長（ 國澤  豊 ）  元気創造課長 （ 松浦 すが ） 

 文化スポーツ・観光課長（ 堅田 典寿 ）  人権交流センター所長（ 井上 幸一 ） 

 防 災 課 長（ 久万 敏幸 ）  税務課長兼固定資産評価員（ 森光 和明 ） 

 地域安全対策推進監（ 八木 俊之 ）  福祉事務所長（ 嶋崎 貴寿 ） 

 長寿介護課長（ 吉本加津代 ）  健康推進課長（ 中山  明  ） 

 市 民 課 長（ 大﨑 弘美 ）  環境保全課長（ 森光  澄夫 ） 

農業委員会局長（ 濱口 義徳 ）  農林水産課長（ 岡田 進一 ） 

 建 設 課 長（ 楠瀬  晃  ）  住宅・建築課長（ 小野修一郎 ） 

 子ども・子育て支援課長（ 久保  美千 ）  学校教育課長（ 中西  司 ） 

 生涯学習課長（ 岡本 憲仁 ） 

 

 

【事務局】局長：松浦 永治 次長 梅原 靖博 

欠 

席 

者 

 委  員 柿谷  悟 

記 

録 

者 

梅原 靖博 

議    題 

（１）市議案について 

 市議案第６０号 令和３年度須崎市一般会計歳入歳出決算の認定につ 

         いて                  認  定 

 市議案第６１号 令和３年度須崎市巡航船事業特別会計歳入歳出決算 

         の認定について             認  定 

 市議案第６２号 令和３年度須崎市バス事業特別会計歳入歳出決算の 

         認定について              認  定 

 市議案第７２号 須崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正す 
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         る条例について             原案可決 

 市議案第７３号 須崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正 

         する条例について            原案可決 

 市議案第７４号 専決処分の承認について（Ｒ４一般補正第４号） 

         《分 割》               承  認 

 市議案第７６号 令和４年度須崎市一般会計補正予算（第５号）につ 

         いて《分 割》             原案可決 

 市議案第８２号 財産の取得について           原案可決 

 

（２）請願・陳情について 

 陳 情第３３号 消費税インボイス制度の実施延期を求める意見書採 

         択のお願い               採  択 

 陳 情第３５号 「安倍元首相の国葬に反対する意見書」提出を求め 

         る陳情書                不 採 択 
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総務常任委員会記録《令和 ４年 ９月２０日》 

 

○午前 ９時００分 開議 

＊～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～＊ 

○海地委員長＝皆さん、おはようございます。 

 ただいまより総務委員会を開議いたします。 

 柿谷委員より病気通院のため欠席の届けが出ておりますので、御報告いたします。 

 まずはじめに、日程について御報告いたします。 

 今議会総務委員会に付託されました議案８件のうち、市議案第６０号令和３年度

須崎市一般会計歳入歳出決算の認定についてを除く議案７件及び陳情２件を審査い

たしまして、終了後、市議案第６０号令和３年度須崎市一般会計歳入歳出決算の認

定についてを審査いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、議事に入る前に、議事の進行に当たりましては、挙手により委員長の許可

を得てから発言を行うようお願いいたします。また、反対の意見があるときは、必

ず反対の意思表明と理由を述べるようにお願いをいたします。 

 これより議事に入ります。 

 今議会総務委員会に付託されました議案の審査を行います。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第６１号 令和３年度須崎市巡航船事業特別会計歳入歳出決算 

の認定について 

 

○海地委員長＝まず、市議案第６１号令和３年度須崎市巡航船事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝おはようございます。 

 市議案第６１号令和３年度須崎市巡航船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て御説明を申し上げます。議案書２ページでございます。 

 本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、令和３年度須崎

市巡航船事業特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意見を付して認定をお願

いするものでございます。 

 別冊、歳入歳出決算書１６５ページをお願いいたします。 

 歳入決算額、歳出決算額ともに同額の２，７５２万３，０６３円であり、差引き

残額、翌年度への繰越額等はいずれもゼロ円となっております。 

 それでは、主要施策の実績報告書２５ページをお願いいたします。１款巡航船事
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業費１項巡航船事業費１目運航費２，０５０万７，０００円では、職員２名分の人

件費に１，６４５万３，０００円、運航に要する経費として４０５万４，０００円

となっており、主なものは燃料費に１５１万１，０００円、船舶保険料６５万９，

０００円、工事請負費１２４万７，０００円などとなっております。事務費６８１

万４，０００円では、職員１名分の人件費に６６７万９，０００円、事務費１３万

５，０００円は、消耗品や旅客船協会等の負担金等となっております。２款公債費

１項公債費１目元金２０万２，０００円、２目利子１，０００円となっております。 

 また、事業収入の状況は、旅客運賃収入が、定期利用１，８００人で１５万１，

０００円、一般利用９９３．５人で５０万円、手荷物運賃収入が２件で１，０００

円、貸切り運賃収入が５件で５万円の合計７０万２，０００円となっており、コロ

ナウイルス感染症の影響は引き続いてあるものの、全体的に昨年度よりは若干回復

してきている状況となっております。 

 次に、事業収入以外の歳入といたしまして、決算書の１６６ページでございます。

２款国庫支出金として６９９万６，８９０円、３款県支出金１，０３７万４，０３

６円、４款繰入金９４２万８１８円、５款諸収入では地球温暖化対策税の還付金２

万９，５５９円となっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。佐々木さん。 

○佐々木委員＝私の一般質問で公共交通の関係も質問させていただきましたが、この

巡航船事業で、収入に対して、いわゆる繰り入れ、県支出、国庫支出、こういった

現状を、その中で特に須崎市として出してる部分、この辺がある程度しようもない

だろうという形で進んでいってるわけですが、巡航船自体の必要性なんかも十分認

識した上で、これは、ある特殊事情の中で運航しているわけですので、こういった

ところ、課長として現実のところ、どのように認識されているのか、ちょっとその

辺のところ。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝巡航船の赤字といいますか、補てん、県、国、市の補助でなっ

ているということについては、もう何年も前からずっと同じような状況でございま

すので、住民の方からもそこについては問題というか、問題提起も受けているのが

現実でございます。もちろんバスの運行等についても検討はしているんですけれど

も、委員も御存じのように、浦ノ内南岸が非常に特殊でありまして、バス走らすと

なると、時間と、経費は特に問題にしなくても、尾根から大分下にそれぞれの谷が

下りてますので、かなりの時間を要するということで、利便性の分がちょっと失わ

れるのかなというのが現状でありまして、ただ、巡航船を常時利用してる住民の方

というのが、もう高齢化もあり、また、通学している子供についても人数が減って

いる一方でございますので、改めて考えなければいけない状況はどんどん続いてい
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る状況です。そういった中で、地域の活性化協議会等も含めて、県も含めた中で、

在り方といいますか、バスで代替も含めて、今検討しているところであります。直

ちに止めるとか、そういったことはありませんけれども、このままずっと永続的に

続けるということではなくて、もちろん広い意味では廃止も含めて、バスやタクシ

ーとかの代替網を検討し、住民の方が一番納得できるような形でいけるように、１

年とか２年ではなくて、もう少し長い時間かけて、一番いい方法に持っていきたい

というふうには考えております。それは県も一緒に入っての検討をしているところ

でございます。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝現状認識はしっかり危機的状況を認識した上で、せっかく公共交通計

画、関係者の協議がはじまっているところからそういうところへ県も入って進めて

いるということは認識できました。 

 ほんで、ちょっと一般質問的な観点になりますが、例えば南岸ですね、特にね。

利用者、例えば巡航船の運転する方が、この人はもう次、高齢になれば、次の方は

もうちょっと無理やないかみたいな、実際の運用上の課題もあるわけですが、例え

ば南岸をバスが走らす場合、内海のところね、内海を、スカイライン上がったり下

りたりする、このロスが非常にバスを走らす上で厳しいと。だから、何とか内海の

下のところを何とか市道的なものを通したら、かなりロスが軽減されて、非常に利

便性が高まるというような意見もございます。こういったところをより具体的に前

へ進めるためのことも、地元の意見も聞きながら、その公共交通計画という一つの

大きな枠組みができましたので、こういったところをやはりしっかり担当課長とし

て、そういった中でも反映をしていってもらいたいと思いますので、よろしくお願

いしたいんですが、その辺ちょっとコメント。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝先ほど申しました南岸の各それぞれの谷の下の海岸線に沿って

道といいますか、整備するというような話は、恐らく１０年ぐらい前だったと思い

ますが、一部出てたと思うんですけど、金額が数億円かかるというような、たしか

そのとき物すごい金額がかかるというふうに聞いたことがあったんです。現実的に

それを整備するのがいいのかどうかというのはあるんですけれども、今回、最近、

そういうその下道とか、そういった議論はなかったわけでありますので、そういっ

たことも含めて、検討はしていきたいというふうに思っております。 

○海地委員長＝佐々木さん、決算の認定なんで。 

○佐々木委員＝分かりました。１点だけ。もうああいう数億円というそんなオーダー

ではないと思いますよ。もうそれだけ言うときます。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝今回、すみません、決算の認定なんで、今後まだ、６０号も後ろ
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へ回しましたけど、やはり我々は、監査の経験の議員もおりますし、議会の出した、

認定した、送り出した議員選出の監査委員もおり、そして、議会で承認された監査

委員の方がやった監査についての認定ですので、費用効果とか、いろいろこれから

今日一日説明があろうかと思いますが、あくまでも数字の掲出についての不明な点、

そしてあと、自分が見た、説明を受けた上で分からん数字とか、分からん項目があ

れば、そういった質問に対してはやっていくべきと思いますけども、もちろん佐々

木さんの質問は十分私も理解できますが、やはり質問の観点をちょっと整理してや

っていくべきだと思いますけど。よろしくお願いします。 

○海地委員長＝はい。豊島さん。 

○豊島委員＝その意見についてちょっと疑義があるんですが、数字はむしろ問題ない

というふうに私は思ってるがですね、数字はそれこそ合っていると思うんです。た

だ、その事業、やってきた事業が、１年間かけて、どういう効果があったか、どう

いう問題点があったか、そういうことを決算審査委員会で、今の会議ですよね、総

務委員会でやるということで、須崎市、なってるんで、そこで議論をして、そうい

った問題点を来年度の予算に生かすと、反映させてもらいたいがゆえに、議論する

というふうなことじゃないかなというふうに私は思っているのですけれども、だと

したら、今の佐々木さんのような議論というのは、むしろ私は重要であるというふ

うに思っているところですけど。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝私も十分それは理解できます。それは、もちろん南岸地域の交通

の不便なのも分かって、佐々木さんの質問も的を得ておりますが、それについては

やっぱり豊島さん、僕自身はもうちょっと別の観点でやったほうがいいのではない

かというふうに私は思いましたので、言わせてもらいました。すみません。 

○海地委員長＝一応決算認定についてなんで、数字、また、それに対してこうやった

らどうかというところまではいいとしても、あまり一般質問的な、佐々木さん、ち

ょっと発言する前に言われましたけど、あまりいくと、どこまでいくか分からんな

るんで、やはり決算とそれに改善点とか等々を議論していただくようにしたいと思

います。その辺りはよろしくお願いします。ほかにございませんか。よろしいです

か。 

  〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、採決いたします。本案は、認定することに御異議

ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 
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  市議案第６２号 令和３年度須崎市バス事業特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

 

○海地委員長＝続きまして、市議案第６２号令和３年度須崎市バス事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝市議案第６２号令和３年度須崎市バス事業特別会計歳入歳出決

算の認定について御説明を申し上げます。議案書３ページでございます。 

 本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、令和３年度須崎

市バス事業特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意見を付して認定をお願い

するものでございます。 

 別冊、歳入歳出決算書１８１ページでございます。歳入決算額、歳出決算額とも

に同額の１，７３８万３，３７３円であり、差引き残額、翌年度への繰越額等はい

ずれもゼロ円となっております。 

 それでは、主要施策の実績報告書の２５ページをお願いいたします。１款バス事

業費１項バス事業費１目運行費１，６９２万２，０００円では、市営バスの運行委

託料等に１，５１８万５，０００円、バスの修繕料５８万７，０００円、保険料に

２１万３，０００円、バス停ベンチ購入費に２３万７，０００円、その他の経費と

して７０万円となっております。２目事務費４，０００円は、消耗品費や郵便料等

となっております。２款公債費１項公債費１目元金４４万７，０００円、２目利子

１万円となっております。 

 次に、決算書１８２ページをお願いいたします。１款事業収入では、運賃収入４

５１万４，６１０円、２款国庫支出金５７４万４，０００円、３款県支出金１３万

８，０００円、４款繰入金６７９万７，３８３円、５款諸収入、雑入では広告料３

万６，０００円、７款財産収入、物品売払い収入では、旧のバス車両の売却により

１５万３，３８０円となっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。豊島さん。 

○豊島委員＝このバス停のベンチ購入費ということで２３万７，０００円が支出をさ

れていますが、これはどこなのか、それと、今後、どんなふうにバス停の整備され

る予定なのかをお聞きしたいです。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝新たに購入したベンチについては、極楽橋という名前、青木町

ですかね、あのローソンのところのバス停のベンチを購入しております。高いとは



令和 ４年度 ９月定例会 総務委員会 

 

8 

私も思いましたけれども、きちっと設置して、そこの１か所だけでかちっとしたベ

ンチでこのようになっているところでございます。 

○豊島委員＝今後。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝今のところ、ベンチを新たに追加するというところはないんで

すけれども、ただ、要望がございます。例えば市役所の坂下りて、ローソンのとこ

ろのバス停にもベンチをという要望がございまして、検討し、店舗のほうにも、道

路になりますので、歩道にはちょっと置けないので、店舗のほうにお願いもしたん

ですけれども、どうしても店舗側の許可といいますか、許可が下りずに、駄目です

ということでした。要望があれば、極力ベンチを可能な形で設置はできればしてい

きたいというふうに、予算の関係もございますけれども、必要かどうかというのを

十分検討した上で、検討し、必要であれば、地権者の方等に御相談しながら、設置

は必要であればしていきたいというふうには考えております。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかに。松田さん。 

○松田委員＝このバス事業は、運転手の委託は１社へ委託していたと思うんですが、

すみません、市民からの声として、バスの運転手さんの服装、あるいは、運転手さ

んなのかどうかがはっきりしないというような声が、スクールバスなのか、ちょっ

とこの公共バスなのかが確認が未確認、できてないんですが、そういった指導も含

めて、先ほどの意見じゃないんですけれども、お金だけではなくて、市役所として

の管理体制を、例えばバスの運行を任しちゅきというて、バスの整備の点検であっ

たりとか、あるいはバスジャックとまで言いませんけれど、やっぱりお年寄りの利

用者が多いので、ちょっとした気配りの点であったりとか、そういったこと、外注

しちゅうところにどういう対応しているのか、担当課長としてどういう認識なのか、

お伺いをいたします。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝委託はずっと同じところで１社ということでしております。こ

れは入札といいますか、指名競争入札するんですが、１社しか手を挙げてくれない

というのが現状でございまして、そこにやってもらっているというような形がずっ

と今のところ続いているというような状況でございます。服装については、今、は

じめて委員さんのほうからお伺いはしたんですけれども、気配りという意味では、

ところどころでお客さんを見逃しているというような状況も、これまでも何件かご

ざいまして、そういう苦情も受けておりますので、そういった場合、その都度、会

社のほうにきちっと対応するように、うちのほうから指導しておりまして、以前か

ら比べれば、そういった気配りとか、お客さんの側に立った対応というのは、かち

っとしていただいているというふうに考えてはおりますが、なおそういうことがあ

れば、私どものほうに言っていただければ、きちっと委託業者のほうには指導も、
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これまでもしておりますけれども、なお厳しい指導は行っていきたいというふうに

は考えております。 

 あと、車両の点検とか整備につきましても、運行前の状況等も必ずするように、

そこまでの指導はしておりますので、問題はないというふうに私どもも考えており

ますが、これまで、整備で整備がぬかって、点検がぬかって車両がおかしくなった

というようなこともございませんので、問題があれば、すぐ対応したいと思います

が、整備については問題はないというふうに認識しております。 

○海地委員長＝よろしいですか。松田さん。 

○松田委員＝分かりました。ちょっとスクールバスとの認識も、僕らもどっちかとい

うとそっちのウエートが高いような気もいたしますので、失礼な質問になったかも

しれませんが、１点、別件で、このバス事業の委託、これ、総務課長になるかと思

うんですが、適切な価格、今大変ドライバーがいない中で、適切なというのが、た

だ低いところにだけ発注するという考え方でやってしまうと、ドライバーさんの確

保が今大変難しい、当然タクシー会社も含めてなんですが、２種の免許を持って、

こういった公共のバスを運行する会社が数少なくなってきてる中では、公共バスと

いう運行を維持していくことも配慮した上で入札等の適切な価格をやっぱり提示し

ていく、積算していくということもぜひ検討していったらどうかと、総務課長、思

いますが、その視点、いかがですか。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝以前からバスの運行につきましては、先ほど松田委員御指摘のとお

り、もう受けてくれる会社が市内になくなってきているというのが実情でございま

して、基本的には見積りを基に予定価格を設定しておりますので、これについては、

事業者にそれほど負担がかかるであるとか、事業者の努力をすごく求めているとか

いうものではないというふうには思います。ただ、その適切な価格の設定、ここに

つきましては、ちょっと我々のほうで算出する、まだこれまで経験がございません

ので、その辺りはまた改めて勉強、研究もしながらということになるかと思います

が、基本的にはもうお見積りで一定判断させていただきたいということですので、

そこの辺りは事業者のほうでしっかりやっていただくことの現実的かなというふう

には思っております。 

○海地委員長＝よろしいですか。 

○松田委員＝ありがとうございます。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝先ほどの質問と同じ、大﨑委員から御指摘もありましたので、一般質

問的なあれを極力排したいと思いますが、まさに国、県からの支出も踏まえながら、

須崎市の真水を投入しているわけですが、この辺の金額をいかに減少させて、少な

くして、お客様の利用者を増やしていくかということは非常に命題やと思いますが、
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かなりいろんな取り組みをされてきて、今、松田委員がおっしゃったような、本当

に基本的な取り組みと合わせて、また、このベンチですね、こういった取り組みな

んかも非常に、投資を落として利用者を増やしていくか、この辺のところ、どんな

認識、今後、この市負担の部分を減少させていこうとされているか、その辺のとこ

ろちょっと。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝運賃収入を上げるというのはもちろんこれから十分、これまで

もそうなんですけれども、これからより考えていかなければならないというふうに

考えておりまして、まだ利用できる方、こういうバスがあれば利用したいと言われ

る方まで浸透してない部分も、これまでもＰＲはしてきたんですけれども、現在、

大谷から須崎駅まで走らせておりますけれども、大谷の方だけではなくて、須崎の

町なかの移動間でも使えますし、多ノ郷－須崎間の利用でももちろん使えますので、

そういった部分のＰＲといいますか、利便性といいますか、そういった部分をもう

少し追求といいますか、考えていかなければならないというのは常に思っていると

ころであります。あと、公共交通の観点からして、今、高齢者の方の交通の便の不

自由な部分もございますので、そういった部分も市バスでカバーできるところは何

とかカバーできないかなというような検討もはじめていますので、事業収入につい

ては、もう少し上げれるような努力はしていきたいというふうに考えてます。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝よう分かりました。そういう意識を持って取り組んでくださっている

ということはよう分かります。 

 あと、この事業収入を上げるということもありますが、やっぱり投資ですよね。

やっぱりそのものいかにというより、もうちょっと広い視野に立って、どうやった

ら利便性を確保できるか、この辺のところは思い切った投資をした上で、例えば一

時的に市負担が大きくなったとしても、市民の方がもっと使おうという気持ちにい

かになっていただくか。この辺のところは、もう市民の方から、変わらんと逆に言

われるがですよ。そのことも、思い余ってちょっと決算のあれに、そう思われる部

分もありますけど、ぜひひとつ取り組みを鋭意進めてもらいたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝すみません、ちょっと繰り入れに関しまして若干、巡航船にも戻っ

てしまいますが、巡航船につきましては、基本的に職員の人件費が２，２００万円

以上いっているという中で、国、県の補助があってはじめて持ち出しが９００万台

でいっているということでございますので、ここについては国、県の補助がないと

やはり船長２人と陸上事務員の給料を全部一般会計から賄うという形になってしま

いますので、この辺りは、非常にありがたい、国、県の今補助金がありがたい状況
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ですので、９００万の繰り入れについては致し方ないというふうな考え方を持って

います。それと、バス会計につきましては、これは以前は、これ全部真水でした。

８年ぐらい前にフィーダーといいまして、ちょっと路線の長さを変えたり、須崎駅

にちょっと、多ノ郷駅のロータリーに寄ったりすることで補助金がもらえるような

形で国の補助を取ってきた経過もございますので、できるだけ繰り入れが要らない

形で、そうした新しい補助金でありますとか、補助メニューが拡充するときには、

担当課のほうでしっかりとその辺りの補助金を取りにいくと、そういうことででき

るだけ繰り入れは少ない形でやっていきたいというふうに思います。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝行政側の汗をかいてる状況というのはより明確に認識できました。そ

の上で、なお市民の方からは利便性についての話が出てきていますので、その努力

を踏まえて、もう一歩さらに市民生活にどう落とし込んでいくか、ぜひその辺のと

ころ、総務課長、副市長も含めて、今本当にそういう過渡期になってきてますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝実は担当課からは、ですかの導入なんかも提案はあってございまし

た。その辺りについては、費用対効果の部分もございますが、まさに言われた投資

に関する部分でございますので、ここもまたしっかり、どういうものを導入してい

くかという原課の内容をしっかり精査して、今後も予算に反映させていきたいとい

うふうに思います。 

○海地委員長＝よろしいですか。 

○佐々木委員＝はい。 

○海地委員長＝ほかにありませんか。豊島さん。 

○豊島委員＝今後は、本当にこれが、ベンチが２３万７，０００円というのは、１か

所で高いというふうに私も思うわけですけど、課長もそのように思われたとしたら、

やっぱりもう少し安価な方法がないのかどうかというのは研究をしていただきたい

なというふうに、今後増やしていくというふうなこと、予定があるんでしたら、そ

んなふうに要望しておきたいというふうに思います。 

 それと、毎年いっつも言ってますけど、本当に市民の方に今ある須崎市の公共交

通を利用していただくというふうなことについては、半年なら半年、全部を無料で

走らすぐらいなことをやらないと、なかなか今、市民の方がその存在を日々の暮ら

しの中に取り入れてやっていくということにはなかなかなってもらえんじゃないか

と。そうやけれども、いろいろ要望はいつも上がってくるというふうに思いますけ

ど、ぜひ考えてほしいですよね。一定期間無料で走らすという。 

○海地委員長＝質問ですか。副市長。 

○平井副市長＝委員おっしゃられるとおりでして、公共交通ですので、やっぱり使っ
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ていただくというのがまず第一ですし、それをどこまで公共交通でカバーするかと

いうところとの兼ね合いになろうかと思います。今、総務課長から申し上げたとお

り、財源だけでいくと、いろんな補助も使いながら、工夫もしながら来てるという

ところですけども、ちょっと一説によると、諸外国によると、やっぱり公共交通と

いうのはなかなか採算が取れない、取れるというのは都市部というのが採算取れる

のが一つという考え方もありますので、少し郡部にいきますと、利用者の方、それ

から利用料の関係からいきますと、あまり高過ぎてもなかなか今度は使えなくなっ

てしまうというのもありますので、その辺の兼ね合いも考えながら、松田委員おっ

しゃられたように、接遇からはじめて、それから路線の在り方、それから多分停留

所の在り方とか、そういったところも含めて、公共交通全体で考えて、佐々木委員

のおっしゃるとおり、採算のところとちょっと兼ね合いをつけながら、公共交通全

体を考えたいと思います。こちらのほうは、本当に考え続けないといけないという

ことですので、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、認定することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第７２号 須崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正す 

る条例について 

 

○海地委員長＝続きまして、市議案第７２号須崎市職員の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。総務課長。 

○梅原総務課長＝市議案第７２号須崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例についてにつきまして御説明いたします。議案書は１５ページ、１６ページ

でございます。 

 はじめに、第２条第２項の改正は、フルタイムの非常勤職員の退職手当の支給に

関する要件緩和を図るもので、第２項中「含む。」の次に「第１０条第２項におい

て「勤務日数」という。」を、「１８日」の次に「（１月間の日数（須崎市の休日

を定める条例（平成元年須崎市条例第２号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、

算入しない。）が２０日に満たない日数の場合にあっては、１８日から２０日と当
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該日数との差に相当する日数を減じた日数。第１０条第２項において「職員みなし

日数」という。）」を加えるものでございます。 

 次に、第１０条第２項の改正は、第２条第２項の改正に合わせまして、「職員に

ついて定められている勤務時間以上勤務した日（法令又は条例若しくはこれに基づ

く規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）」

を「勤務日数」に、「１８日」を「職員みなし日数」に改めるとともに、第１０条

第１１項第５号の改正については、職業安定法の一部改正に伴い、所要の改正を行

うもので、同法第７条第７項が新設となり、条文において引用する条項にずれが生

じたことから、第５号中「第４条第８項」を「第４条第９項」に改めるものでござ

います。 

 なお、附則といたしまして、第１項では、この条例は、令和４年１０月１日から

施行することとし、第２項では、改正後の条例第２条第２項及び第１０条第２項の

規定の適用について定めております。以上、よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第７３号 須崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正 

する条例について 

 

○海地委員長＝続きまして、市議案第７３号須崎市職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。総務課長。 

○梅原総務課長＝市議案第７３号須崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例について説明申し上げます。議案書１７ページから２０ページとなってお

ります。 

 本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正によりまして、育児

休業の取得回数制限の緩和等、及び非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業

の取得要件緩和、並びに非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化の措

置を講じることについて、所要の改正を行うものです。 
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 それでは、１８ページからの改正内容でございますが、第２条第４号の改正は、

育児休業することができる職員の規定のうち、非常勤職員について、出生後８週間

以内の育児休業の取得要件緩和等に関して、同号ア、イに関して必要な整理を行う

ことといたしております。第２条第４号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」

を「非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア（ア）中

「第２条の４」を「当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業

をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する日、第２条の４」

に、「、２歳」を「当該子が２歳」に改め、同号イを記載のとおり改め、第２条第

４号ウを削除することといたしております。 

 第２条の３第３号は、非常勤職員の事情に応じ、子が１歳から１歳６か月に達す

る日までの間で条例で定める日まで育児休業ができるとする規定となっておりまし

て、今回非常勤の職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化の措置を講じるた

め、第３号ア、イを改め、１８ページ下から１２行目から１９ページの中段まで、

記載にあるとおり、第３号ア、イ、ウ、エと改め、整理を行うことといたしており

ます。 

 次に、１９ページ中段、第２条の４の規定は、非常勤職員の事情を考慮して、特

に必要と認められる場合は、子が２歳に達する日まで育児休業できるとする規定と

なっておりまして、同じく、今回非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔

軟化の措置を講じるため、新たに第１号として「当該非常勤職員が当該子の１歳６

か月到達時の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに

相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休

業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休

業をしようとする場合」を新設し、これまでの第１号、第２号をそれぞれ第２号、

第３号に繰り下げ、さらに第４号として「当該子について、当該非常勤職員が当該

子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業したこと

がない場合」を追加するものでございます。 

 次に、２０ページ、第２条の５は、出生後８週間における育児休業の取得に係る

規定の規定となっておりますが、削除するとともに、第３条に同じ条項を追加し、

第３条の２として整理するものです。 

 次に、第３条では、育児休業の取得回数制限緩和等に関する改正となっておりま

して、第５号を削除し、項ずれを修正するとともに、それに応じて字句等の整理を

行っております。 

 また、第１１条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改

めることといたしております。 

 なお、附則といたしまして、第１項でこの条例を令和４年１０月１日から施行す

ることとしており、第２項では、第３条第５号及び第１１条第６号に係る経過措置
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について定めております。以上、よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。佐々木さん。 

○佐々木委員＝これ、非常勤職員という定義というか、これは、例えば須崎市ではど

のような範囲の職員で、対象となるのは大体何人ぐらいいらっしゃって、このこと

で、利用、これ例えば正規職員であれば、かなりこの育児休業というのは利用され

てるのかどうか、また、非常勤職員が現在こういう条例ができて、どういうふうに

利用されて、これはもう子供さん、いかに父親も一緒になって育てるか、根本的な

課題ですので、こういった問題意識の下で、すみません、ちょっと。ちょっといろ

いろ言いましたけど。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝まずはじめに、該当する職員につきましては、須崎市では会計年度

任用職員がこれに当たります。全員ではございませんが、該当するとなると１１０

名ですか、今、会計年度任用職員はいらっしゃいます。それと、取得につきまして

は、無給となりますので、そこの辺り、職員でありますと、共済から一部支払いも

ございますが、どの辺りまで、生活との兼ね合いで、取得しやすくなるかというこ

とについては、やっぱりその辺りの家計との事情なんかも、会計年度任用職員には、

特に出てくるのかなというふうにも思います。あと、このことによりまして、これ

まで、例えば出生後５７日までに、これ、男性が基本的になるんですけども、女性

は普通、産後に入りますので、そのまま産前産後があって、育児に入っていくんで

すけども、男性がその８週間後までに育児休業を取得するときには、その８週間内

に２回、それから５７日を超えてから、また次は正規職員ですと３歳になるまでに

２回というふうに回数が緩和されたので、そこがすごく配偶者の方等の働き方に合

わせて、働き方というか、育児の仕方に合わせてうまく取っていけたら、あるいは、

佐々木委員おっしゃるような、育児に対しては、一定配慮できた形になったんじゃ

ないかなというふうには。非常勤職員の方につきましては、実はもう基本１歳まで

なんですけど、いわゆる１歳から１歳６か月に延びることもありますし、特別な事

情ということで、最長２歳までということになりますので、その間に、この今回の

改正に合わせてできるだけ取得をして、育児されてはいかがなというふうには思っ

ております。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝分かりましたというか、十分な理解はしてないかもしれんけど。 

 これ、すみません、これ、育児休業等計画書を育児短時間勤務計画書に改めると

いうので、これはどういう、何か意味があるのですか。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝この育児休業等計画書というのは、条例の削除によりましてなくな
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りましたので、別の形に言い換えたということと、それと、短時間勤務計画書に名

前を変えて、提出期限をすごく緩和させたということになってます。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかに。豊島さん。 

○豊島委員＝さっき佐々木委員も言われたけれども、今現在、会計年度任用職員の方

で育児休業を取っている方はいらっしゃいますか。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝現状ではいらっしゃいません。ついこの間まで１名いらっしゃいま

した。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝それで、結局こういうふうにして、会計年度任用職員に限っての話なん

ですけれども、休んでも無給であるとかして、結局どういうことですかね、これが

できたことによって、復帰したときに、その部分の年数が何かに、賃金に反映され

るというふうなこと、昇給の差とか、そういうことになってくるんでしょうか。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝通常職員でしたら、正規職員は、休暇中も基本的に最終的に復帰し

たときには給料も復帰をさせるということで、一定の昇給が与えられます。会計年

度任用職員につきましては、１級、９号が最高で、３号ずつ３回上がることになっ

てるんですけど、これ以上になることがございませんので、言うたら１級、９号ま

でいってる職員が取得されても昇給はございません、もうそれ以上は。それが非常

勤職員もずっと同じように給料が上がっていくのであれば、そこの運用が出てくる

とは思いますけど。その言うたら上限があるということで。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかに。よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第７４号 専決処分の承認について（Ｒ４一般補正第４号）《 

分割》 

 

○海地委員長＝続きまして、市議案第７４号専決処分の承認について、令和４年一般

補正についてでございます。当委員会付託分を議題といたします。 
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 執行部の説明を求めます。総務課長。 

○梅原総務課長＝市議案第７４号専決処分の承認についてにつきまして御説明いたし

ます。 

 本議案は、令和４年度須崎市一般会計補正予算（第４号）につきまして、地方自

治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第３項の

規定により御報告申し上げますとともに、承認をお願いするものでございます。 

 それでは、総務課所管分を御説明いたします。 

 別冊補正予算書の８ページをお願いします。第２款総務費第１項総務管理費第５

目財産管理費、市有財産管理費更正につきましては、７月豪雨により土砂取り除き

に要する経費で２２万円の補正となっております。 

 続きまして、４ページにお戻りいただきまして、第２表地方債補正でございます。

災害復旧事業を２億２００万円増の２億４，０５０万円、過疎対策事業２，３１０

万円増の１０億４，０２０万円に、緊急しゅんせつ推進事業を３，５００万円増の

４，２２０万円とし、起債限度額を１５億７，１５０万円に変更しようとするもの

でございます。以上でございます。 

○海地委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。いいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝それでは、ないようでございますので、採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認すべきもの

と決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第７６号 令和４年度須崎市一般会計補正予算（第５号）につ 

いて《分割》 

 

○海地委員長＝続きまして、市議案第７６号令和４年度須崎市一般会計補正予算（第

５号）についてのうち、当委員会付託分を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。総務課長。 

○梅原総務課長＝議案書２３ページ、市議案第７６号令和４年度須崎市一般会計補正

予算（第５号）につきまして、総務課所管分を御説明いたします。 

 別冊補正予算書の１２ページをお願いいたします。第２款総務費第１項総務管理

費第５目財産管理費、市有財産管理費更正７４８万１，０００円につきましては、
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電気料増額に伴う需用費及び支障木伐採や草刈り等の手数料、保健センター非常用

照明バッテリーの交換更新のための工事請負となっております。 

 次に、１３ページ、第９目諸費、国庫返還金更正２，０９５万４，０００円は、

令和３年度の国庫補助、または交付金事業の精査に伴う返還金となっております。 

 次に、５ページにお戻りいただきまして、第４表地方債補正でございます。緊急

防災・減災事業を２１０万円増額し、限度額を３，８６０万円、過疎対策事業を１

億５，２１０万円増額し、限度額を１１億９，２３０万円、緊急自然災害防止対策

事業を１，６９０万円増額し、限度額を５，３７０万円、起債総額で１億７，１１

０万円増の１７億４，２６０万円の限度額に変更しようとするものでございます。 

 以上でございます。 

○海地委員長＝防災課長。 

○久万防災課長＝防災課所管分です。 

 別冊補正予算書１３ページからをお開きください。中段になります。２款総務費

１項総務管理費１２目防災対策費４９０万円増額補正について御説明いたします。

まず、防災対策費更正２万８，０００円、令和４年度高知県消防防災ヘリコプター

運航連絡協議会市町村負担金補正に伴う増額であります。防災行政無線維持管理費

更正６７万２，０００円、需用費、電気料補正に伴う増額であります。自主防災組

織活動支援事業費更正４２０万円、各地区自主防災組織の資機材及び避難路整備に

対する上限１０万円の補助金でございまして、自主防組織申請増によるものでござ

います。 

 次に、１９ページ、下段からを御覧ください。２０ページまでです。９款消防費

１項消防費１目常備消防費、高幡消防組合負担金更正２５万４，０００円の増額で

ありますが、こちらにつきましては、高幡消防署ネットワーク回線切替え工事に係

る負担金増でございます。以上、よろしくお願いします。 

○海地委員長＝税務課長。 

○森光税務課長＝おはようございます。税務課所管分について御説明いたします。 

 別冊予算書１３ページ、２款総務費２項徴税費２目賦課徴収費２００万円を更正

しようとするものでございます。これにつきましては、令和５年１月から運用開始

予定の地方税共同機構が進める軽自動車税関係手続の電子化に伴い、軽自動車ワン

ストップサービスと軽自動車税納付確認システムへの対応のための税システムの改

修委託料でございます。以上です。 

○海地委員長＝文化スポーツ・観光課長。 

○堅田文化スポーツ・観光課長＝続きまして、文化スポーツ・観光課所管分につきま

して御説明をさせていただきます。 

 別冊補正予算書の１２ページをお願いいたします。第２款総務費第１項総務管理

費第６目企画費でございます。説明欄を御覧ください。下から２つ目の地方創生臨
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時交付金事業費（合宿誘致関連事業）２００万円につきましては、コロナウイルス

の影響により収益が減少している宿泊事業者の支援、活性化等を目的といたしまし

て、私どもが取り組んでおります県外の高校、大学等のカヌー合宿を須崎市に呼び

込んで、地域経済の活性化を図ろうとするものでございます。事業の内容につきま

しては、１団体２５万円を上限といたしまして、合宿に要した交通費や宿泊費、雑

費等の合計額の２分の１を助成しようとするものであります。 

 続きまして、１８ページをお願いいたします。第７款商工費第１項商工費第３目

観光費でございます。説明欄を御覧ください。観光費更正２６１万２，０００円に

つきましては、須崎市観光協会への補助金の更正などによるものとなっております。 

 続きまして、２２ページをお願いいたします。まず、第１０款教育費第４項社会

教育費第５目文化会館運営費でございます。同じく説明欄を御覧ください。文化会

館運営費更正１，０９５万１，０００円につきましては、文化会館の２階ホワイエ

のエアコンファンコイルユニットが故障し、漏水が発生しましたことにより、緊急

対策として修繕工事を実施いたしましたので、その工事費用の更正６３万８，００

０円によるものと、同じく大ホール裏の楽屋やステージ付近の屋上及び大会議室Ａ

窓側付近の屋上の雨漏りの修繕１，０３０万円などを行うための補正を行うもので

あります。 

 次に、同じく第１０款教育費第５項保健体育費第１目保健体育総務費でございま

す。これも同じく説明欄を御覧ください。保健体育費、保健体育総務費更正１００

万円につきましては、すさきオープンウオータースイミング実行委員会の補助金の

更正によるものとなっておりまして、例年、日本食研ホールディングス株式会社か

ら特別協賛といたしまして１００万円の協賛をいただいておりましたが、本年は同

社からの物品による支援のみとなったことから、大会開催に係る補助金について補

正を行うものとなっております。以上となります。よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝元気創造課長。 

○松浦元気創造課長＝市議案第７６号、令和４年９月補正のうち元気創造課所管分に

ついて御説明いたします。 

 別冊補正予算書の１２ページをお願いします。第２款総務費第１項総務管理費第

６目企画費の説明欄のうち、移住促進等集落維持再生事業費１４万２，０００円の

補正につきましては、東京や大阪で開催される移住促進フェアなどで使用するタペ

ストリーやのぼりが古くなっているため、新調するための費用でございます。 

 次に、マスコットキャラクター事業費８０万５，０００円に関しましては、須崎

市のマスコットキャラクターであるしんじょう君の活動の場を海外でさらに広げて

いくため、中国における商標登録を追加することといたしました。その商標出願に

関し、中国での手続事務を中国の商社に委託する費用として４２万円を計上いたし

ております。また、商社との契約が中国語となるため、契約内容の確認や商社との
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協議の仲介をお願いするため、顧問弁護料として３８万５，０００円を計上いたし

ております。 

 続きまして、すさきまちなか学舎運営費２１万１，０００円の増額に関しまして

は、すさきまちなか学舎の２階のトイレの洋式化の工事請負費となっております。 

 次に、地方創生臨時交付金事業費、すさきがすきさ地域振興券事業９，２１７万

９，０００円でございます。長引くコロナ禍や物価高騰の影響を受けた事業者や市

民の方々に対する支援を目的に、地域のお店でのお買物やタクシー料金などに使っ

ていただける振興券を配付することといたしました。詳細といたしましては、令和

４年９月１日を基準日とし、須崎市に住民記録がある全ての方に対し、お一人４，

０００円の振興券を郵送いたします。利用期間につきましては、令和４年１１月か

ら令和５年１月末までといたしております。予算の内訳といたしまして、会計年度

任用職員１名の雇用経費１１９万３，０００円、振興券印刷費など需用費１３８万

６，０００円、郵便料など役務費５６０万９，０００円、委託料２２１万１，００

０円、振興券換金費用８，１７８万円となっております。現在須崎商工会議所に御

協力いただきまして、事業所の募集、登録の作業を進めていただいており、早急に

必要な予算に関しましては、すさきがすきさ応援事業費の既決予算で対応させてい

ただいております。 

 次に、１８ページです。第７款商工費第１項商工費第２目商工振興費、商工振興

費９７万６，０００円の増額に関しましては、ＳＡＴ情報館ぐるーめすさきの駐車

場で許可なしの花火やバーベキュー、ごみを放置するなど、迷惑行為が見受けられ、

禁止事項を記載した看板を設置する工事請負費１７万６，０００円と、本年１０月

に須崎市で開催される日本商工会議所青年部第３９回四国ブロック大会の費用に関

し、８０万円を須崎商工会議所青年部に補助しようとするものでございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝市議案第７６号令和４年度須崎市一般会計補正予算、企画情報

課所管分について御説明を申し上げます。 

 別冊補正予算書１２ページをお願いします。２款総務費１項総務管理費６目企画

費の３項目め、交通対策事業費更正３９７万５，０００円につきましては、吾桑地

区における移動手段を確保するための車両購入経費でございます。 

 続きまして、１３ページ、７目情報管理費、情報管理費更正委託料８３３万６，

０００円は、自治体オンライン手続システム構築委託料及び既設の市内の情報通信

網等の維持管理委託料となっております。また、自治体オンライン手続システム構

築委託料に対応する歳入といたしましては、７ページ、歳入、１５款国庫支出金２

項国庫補助金１目総務費国庫補助金のデジタル基盤改革支援補助金６３９万８，０

００円を計上いたしております。以上になります。 
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○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝それでは、プロジェクト推進室所管分について御説明

を申し上げます。 

 別冊補正予算書１２ページです。２款総務費１項総務管理費６目企画費、海のま

ちプロジェクト推進事業費更正５，０００万円です。海のまちプロジェクト推進協

議会への補助金となっております。本年は、旧市街地の縁日商店街エリアの整備を

中心に行っておりますが、今回、協議会のほうで改めて事業内容を整理し、主に大

漁堂の施設整備に対する補助金の増額要望とともに、高知信用金庫からその財源と

して同額の５，０００万円の寄附の申出もいただきましたので、補正予算をお願い

するものであります。以上です。 

○海地委員長＝それでは、１０分間休憩いたします。 

 

午前１０時００分 休憩 

午前１０時１０分 再開 

 

○海地委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 説明は終わりました。これより質疑に入ります。大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝堅田課長、その地方創生臨時交付金の中のカヌー合宿、各団体２

５万円と言うがね、宿泊が少ないきってさっき説明があったけどよね、それはもち

ろん、その２５万というのは、誘致をして、須崎市内での民宿とかを利用してもら

うための、その２５万というのは、その道中の支援のお金なのか、もう一回確認、

すみませんけど。 

○海地委員長＝文化スポーツ・観光課長。 

○堅田文化スポーツ・観光課長＝移動費の交通費と、あと、宿泊に対する費用と、あ

と、合宿に対する雑費になります。ただ、食費の分は対象となっておりませんので、

主には移動費と宿泊費になるということでございます。 

○大﨑（宏）委員＝移動費と宿泊費。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝それ、ほんなら、結局、地元でやりゆう、宿泊関係やりゆう業者

には宣伝はしゆうがですよね。 

○海地委員長＝文化スポーツ・観光課長。 

○堅田文化スポーツ・観光課長＝そうですね、特に宣伝というのはしてないんですけ

ど、大体声をかけさせていただいて、全部の宿泊事業者の方にはお話なんかはさせ

ていただいております。ただ、どうしても食事が欲しいとかというニーズがあって、

食事がなかったり、結構いっぱいやったり、あと、年末でしたら、もう早めにもう

営業を終えるとかという事業者なんかもあって、という状況があってます。 
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○海地委員長＝ほかにありませんか。佐々木さん。 

○佐々木委員＝総務課長、ページ１２の財産管理費の中で、役務費、工事請負費と、

ここをちょっと例えば草刈りとかいうようなことで、内容を簡単に説明してもらえ

ませんですか。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝中身ですかね。 

○佐々木委員＝はい、そういうことですね。 

○梅原総務課長＝まず、需用費５００万円ですが、これ、かまいませんか。     。 

○佐々木委員＝いや、簡単に中身。 

○梅原総務課長＝これにつきましては、基本的に、まず電気代の高騰分になります。

それで、本庁と須崎市保健福祉センター分、ここから支出しておりますので、その

分の電気代が主なものになってます。 

○佐々木委員＝それは、それで。 

○梅原総務課長＝はい。それから、役務費につきましては、雑木、それから草刈り等

の部分が増えたものでございます。それから、ちょっと工事請負費の関係です。工

事請負費につきましては、総合保健福祉センターの非常用照明バッテリーの交換に

なっております。 

○佐々木委員＝それが主なものやね。 

○梅原総務課長＝はい。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝この役務費、特に雑木、草刈り等は、市有財産管理、例えば城山なん

かも、接している家の方たちが、立ち木が伸びて家にかかってきて困るというて、

だから、年に１回ぐらい、要望を聞いて、総務にお願いするわけです。もう一つ、

例えばシンボルロードなんかの並木ですよね、並木が伸び過ぎて、あっ、あれは公

園管理になるわけですか。 

○佐々木委員＝分かりました。ちょっと勘違いをしてました。 

○海地委員長＝よろしいですか。 

○佐々木委員＝以上でございます。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝この海のまちプロジェクト推進事業費の５，０００万円について、もう

少し詳しくお聞きをしたいのですが、８月の１日でしたか、２３日ですかね。この

縁日商店街エリア整備計画を議員は議員協議会で説明をしていただきましたが、結

局、歳入のところで、地域みらい財団申請予定については高知信用金庫がこういっ

た財団をつくっているということで、この補助金を頂けるだろうというふうに思う

んですが、この上の５，０００万円の須崎市補助金ということで、今ここに予算計

上されていますよね。これの財源というのはここに書かれてますかね、この予算書



令和 ４年度 ９月定例会 総務委員会 

 

23 

に書かれていますかね。５，０００万円の、これが高知信用金庫からの補助金、寄

附金ということでしょうか。これどこに書かれていますでしょうか。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝豊島委員、その資料、議員協議会にお出しさせていた

だいた資料ですね、海のまちプロジェクト推進協議会の予算を示しておりますので、

ここに載ってる須崎市補助金プラス５，０００万円というのは須崎市から海のまち 

プロジェクト推進協議会がもらう補助金。これの財源というのは高知信用金庫から５，

０００万円を須崎市に寄附でもらう。その５，０００万円を協議会に補助金として

出す、支出すると、そういう構造になっております。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝そしたら、この整備計画の中では、ほぼ須崎市が身銭を切るという部分

については、ほぼないというふうに見てよろしいんでしょうかね。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝現在のこの整備計画のお出しした中では想定はしてお

りませんが、今後、その改修等、整備を進める中で市の負担するべきものが出てき

た場合には、市のほうからお出しすることになろうかと思います。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝例えば駐車場は整備してくださるようなことですけれども、その後の維

持管理とか、大漁堂とか、それからおさかな本舗の後々の運営につきましては、指

定管理料として支払うようになるのかどうかとか、およその金額がどうなっている

か、そういったものについても高知信用金庫からある程度また支援をいただけるよ

うな話になっているのかというのをお聞きしたいですけど。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝整備自体は高知信用金庫の多大な御協力をいただいて

進めておりますが、運営については、指定管理等は目指しているわけですけれども、

まだ飲食等のノウハウを持った公共的な団体と協議をしておりますけれど、なかな

か課題もあって進んでいないのが状況ですので、またその受皿となる団体を新たに

立ち上げることも今並行して検討はしておりますが、例えば観光情報とか、観光と

か、情報発信の収益的な事業にならない部分については、市のＰＲ費用といいます

か、広告宣伝費的なもので市が一定負担するべきものであるとは考えておりますの

で、そこについては指定管理料の中で補てんをしていくような考えを持っておりま

す。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝すごく議員が困ることは、この議案について審議するときに、全体像が

分からないというのが非常に私自身困っています。例えばこんなふうな形で寄附を

していただいて、新たな試みをするというふうなことについて、それはそれで、そ



令和 ４年度 ９月定例会 総務委員会 

 

24 

れを否定するものではありません。ありがたいと思います。しかし、その後々の維

持管理について、ここから先、どれだけの財政負担があるかというふうなことが分

からないということが、例えば金額的におよそ年間に５００万円ぐらい要るんじゃ

ないかみたいな、何かそんなまあまあな金額でも分かれば、すごく審議しやすいの

ですけれども、そういう点が非常に困るということ。もう一つは、これから先もま

だ、例えば錦湯の問題とか、今回のこの縁日エリアの中には入っていないけれども、

錦湯をどうするかというふうな問題と、それから、ずっと空き家調査をして、そう

いった空き家も１件ではないかも分からない形で活用したいというふうなことも、

市長も質問の答弁、誰かの答弁で述べられたような気がするのですが、それで終わ

るかどうか、一応それで全体がもう終わるのかどうか、その辺、分かっている範囲

でお示しいただきたいですけど。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝海のまちプロジェクトの取り組みについては、高知信

用金庫の１００周年ということで、地域貢献ということで御協力いただいておりま

すが、本来須崎市が、旧の市街地ですけれど、古い町並みとか、海のまち須崎とし

て栄えてきたことを新たに地域資源を生かすということで取り組みを進めておりま

す。分からないということがありますけれど、海のまちプロジェクト推進協議会の

高知信用金庫を中心に専門チームを組んで進めておりますので、ちょっと走りなが

ら考えている部分もあって、かっちりした内容をお示しすることもできてないわけ

ですが、その中で、錦湯とか、今、６月の補正で調査費用をかけて成果もいただい

ておりますが、今後その活用については、まちかどギャラリーとかも連携しながら、

アートの取り組みも継続していきたい考えです。空き家のほうについては、空き家

の調査は詳細が分かり次第、検討はしていくことになろうかと思いますけれど、現

段階でその次に予定している事業はありません。 

○海地委員長＝よろしいですか。豊島さん。 

○豊島委員＝物すごく難しい問題ですね。このトゥクトゥクの２台ということは、日

頃どういうふうに活用するのか。そして、この縁日商店街ゲート周辺工事５，５０

０万円、これはもう少し金額を細めたらいいんじゃないかなというふうにも思うと

ころなんですけれども、これはどんなふうな経過からこれだけのお金をかけてやら

んといかんというふうなことになったんでしょうか。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝まず、トゥクトゥクのほうは、本市では、キャラまつ

りはじめ、県内外から多くの方が訪れていただくイベントがあるわけですが、その

中で、会場間とか、会場と周辺施設とかを少人数の移動手段として活用が想定され

るケースも多くあることから、海のまちプロジェクト推進協議会の導入を進めてお

るわけですが、これは、市のほうで所有とかではなくて、例えばですけれども、観
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光協会等への委託であったりとか、購入に対する補助金でありますとか、そういっ

たことを検討をしているところです。 

 それから、ゲートについては、まず、耐震性能を満たすものは当然ですけれど、

架設する位置とか、道路幅、それから風等の設置の環境から、もうおのずと使用部

材、構造に高い水準が求められますので、整備費用がかさむことになりますけれど、

安全を第一に考えたことでありますので、御理解をいただきたいと思っております。 

○海地委員長＝豊島さん、いいですか。 

○豊島委員＝今はいいです。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝國澤課長、トゥクトゥクの運用なんですけれども、当然料金を頂くとな

ったら、営業、二種が必要になってくるので、我々、理想としているのが、やっぱ

り市民目線の利活用が一番重要だと思っているので、無料で例えば道の駅から須崎

の駅を１時間に１往復するようなトゥクトゥクの運用が例えば９時から４時、５時

まで動いているような市民が使えるフリー乗降できるトゥクトゥク、そういった利

用目線を提案したり、活用していただくなら、議会でも非常に納得がいく。ただイ

ベントのときに使いますなんて、２台買って５００万かけて、運用するのに料金も

らうなんていうたら、またどっかの業者に頼まないかん。当然、津野町で利用しゆ

うトゥクトゥクも現状もそんなに壊れるもんじゃない。当然、消耗品は消耗します。

だから、もう少し須崎をアピールするとかという目線より、日常でもっと     

不便な課題があるとこたくさんあると思います。そんなことを課題解決することを

委員会なんかで議論したのも議会に報告してもらったら予算って分かりやすい。 

 あと、次々とちょっと質問があるので、この補正予算の件に関して、海のまちプ

ロジェクトに関しては、スケジュールは厳しいのはようよう分かるんですが、もう

少し一つ一つが詰まらんずつに予算を審議しないといかんというのは非常に答弁に

困るというか、我々も判断したものを市民からどうしてそんながに予算がついちゅ

うや、私らこんなに困っちゅうにという声に返せるものというのは、やっぱり執行

部のほうも用意をした中で、今回の海のまちプロジェクトを実施していただきたい

というのが、海のまちと言うけど、全然地の海に面してない。よそから目線の海の

まちであって、じゃあ、漁師らが主役になるようなプロジェクトなのかといったら、

定置網の定置のそういった昔ながらの、あるいは江戸時代、明治時代、漁師がどん

なに須崎のまちで海でやってきたのかとかという歴史館みたいなものがあって、そ

こにストーリーがあるなら、すごくこの須崎のまちの漁師たちも主役になってやっ

ていけると思うんですが、何か上っ面的なものでは、単年度でこのプロジェクト終

わってしまう。 

 その１００周年事業としてやって、単年度で１年間、来年度ぱあっと花開いたも

のが持続的にずっとできるというビジョンが少し見えてきてないので、もっと地元
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の漁師らに主役になってもらうようなプロジェクトを提案していただかんと、金額

は見事なきれいな箱物はできゆうけれども、漁師のりょも出てこん。魚出てきたち、

だって、魚以上に漁師の主役をどういう考えちゅうのか、國澤課長、ちょっとその

辺の点について、トゥクトゥクとあわせてお聞かせ願いたい。２点目は副市長にお

答えいただいたほうがいいのかと思いますが。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝まず、そのトゥクトゥクですが、移動手段といいます

か、目的地まで運んだことに対する対価であれば旅客運送法に適用するわけですが、

そういった運んだことに対する対価をもらうという考え方じゃなくて、例えばまち

歩きをするために、その中の一つでトゥクトゥクに乗ってもらうというような考え

方ですので、そこ、その二種が必要な営業の仕方というのは現段階では想定はして

いないところです。あくまでもイベント等における会場間、会場から周辺施設とい

ったまち歩きの中の一つの移動手段として考えておるところです。また、海のまち

プロジェクト推進協議会にも、そういう市民の利活用の可能となる意見があったと

いうことで海のまちプロジェクト推進協議会へは報告をしておきます。 

○海地委員長＝副市長。 

○平井副市長＝トゥクトゥクの件、松田委員おっしゃるとおりでして、私もちょっと

議員協議会のときも答えましたけども、やっぱりふだん遣い、このトゥクトゥクに

限らず、そういうところをどうするかという議論、どうしてもあると思います。ま

だ海のまちプロジェクト推進協議会のほうでちょっと議論をさせていただきたいと

思いますので、先ほどいただいた御意見のほうはしっかり我々も伝えたいと思いま

すし、提案もしていきたいと思っておりますので、それでお願いしたいと思います。 

 それと、あと、海のまちプロジェクト全体でございます。委員おっしゃるとおり、

海のまちのエリア全体というのがもともとのコンセプトでやっておりまして、もう

これは、すみません、私が説明するまでもないんですけれども、全体的にエリアを

どう考えるかというところで、海のまち全体をずっと考えていこうじゃないかとい

うのがプロジェクトの考え方でございますので、当然ながら、いろんな方、漁師だ

けに限らず、あのエリアに住んでいる方、それから、そこを核にしてまた交流も深

めていただきたいということで、まず、エリア一帯をどう開発していくかというこ

とで取り組んでおるというところで進めております。当然ながら、５つで進めてお

りますので、ゾーニングでいくと、今できております駅周辺、それから、今回御提

案させていただいておりますこの縁日商店街のところ、それから、海のところへい

くと、やっぱり市場のほうへはやらせていただいております。それから、当然なが

ら、東西につなぐシンボルロード、それは４つ目でございまして、最後は、また次

の委員会でも説明しますけれども、図書館ということで、全体で進めておりますの

で、我々としましては、やっぱりエリアを一つ考えながら、交流、それから住んで
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いただく、そういったところ、全体の方にどういう寄与あるかということで、エリ

ア全体で考えたときのプロジェクトで進めさせていただいているということですの

で、やはり全員の方にどういった効能があるかという視点で進めさせていただきた

いと、そのようには考えているところでございます。 

○海地委員長＝よろしいですか。豊島さん。 

○豊島委員＝トゥクトゥクは使わないときは、どこに駐車をするということになるん

でしょうね。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝まだ決まっておりませんけれど、トゥクトゥク自体が

雨風にさらされるような状況のところで保管ができませんので、屋根つきの、例え

ば空き商店の一画をお借りするというようなことを想定をしております。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝そしたら、本当にこのトゥクトゥクが１年間に何回も動いてないような

状況があったとしたら、市民の方、本当に怒ると思うんですよね。観光客がまち歩

きするときに、あるいはイベントがあるときに、やっぱり外部の人ですよね、主に。

そういった人たちのためにちょこっと使うだけで、後々、車庫を借りて、空き店舗

かも分からないけれども、それのまた保管のための借り賃が要る、賃借料が要ると

いうようなことが発生するだろうかとか、そんなことでもちっとも分からない今の

状況ですが、そういう状況がもしあったとしたら、結果的に賃借料も払うというふ

うなことになったとしたら、本当市民の方から私たちも叱られますよね。本当にこ

のゲートのことなんかについても、何でこんなに高いもん造らんといかんのという

ふうなことで、厳しい意見も聞いているわけですよ。 

 そして、もう一つ、そのゲートは今の南北道路の入り口のところに全部つながる

という形でやるということになるんでしょうか。そしたら、高さ、何かがあったと

きの高さ、車両が何かそのことによって、もちろん高さ規制というものが、移動の

場合にはいろいろと、運搬する場合はあるから、それだけの高さを確保するから問

題がないとは思うけれども、いろんな災害なんか、もしも大きな災害があったとき

なんかで、そのゲートが邪魔になるような、そんなことがあるんじゃないかなとい

うふうなことも心配するんですけど、どんな形のものなんですかね。そのさっき、

主な２つの点をお答えいただきたいんですけど。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝まず、そのトゥクトゥクについては、例えばまち歩き

の収益的な部分での活用等であれば、維持管理に対する費用に充てていただくこと

もできるでしょうし、車庫の保管費用とかもそこの収益の収支計画を立てたものは

ございませんけれど、そこの委託先で努力をしていただくなどになるのかなとは思

います。ゲートについては、高さは案では４ｍ、７０、８０cmあったと思いますけ
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れど、道路を通行する際に、規制が４．１メーター、許可が下りて４．３メーター

であったと思いますので、それ以上の高さのものが通るいうことは想定は現在のと

ころしていないです。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝すみません、これ、課長、大概同じこと聞くけど、ゲートよね、

僕もぶっちゃけ、ちょっと恥ずかしい話ですけど、議員協議会の説明会によう来て

なかったけど、まあちょっと今日、資料見させてもうたけど、僕も思うけど、正直

高い、あれは、悪いけど。なおかつ、設置場所、皆さん、南北道路、よう考えてく

ださい。なぜできたかって、南北道路が。あれ、あくまでも来るべき南海地震、東

南海地震に向けての避難道路、市の職員がすごい難儀をして移転してもうて広げた

道路ですよね。基本的に、あれは僕は基本的にあれ、防災のための道やと思うてま

すので、それへまたわざわざ倒壊して倒れて避難の妨げになるものを造るというこ

とはいかがなもんかというように私は思いますので、その辺を、耐震の説明もあり

ましたけど、もう少しちょっと冷静に、南北道路がどうやってできたかということ

を、そういうことまで遡って考えんとよね、何でもかんでも来たけえいうて、これ、

ぽんぽんぽんぽんやっていってもいかがなもんかなと僕は思いますので、予算に関

しては、これから今後、反対するわけじゃないけど、もちろん寄附もいただいて、

すばらしい企画を練ってくれゆうけど、やはり情報が少な過ぎるということありま

すので、その辺はまた十分気をつけてほしいことと、とにかくこのゲートについて

は金額が高い。そして、その設置場所の問題。南北道路はやっぱりその原点に返っ

て考えてほしいと思いますけど、それに関して、お考えありますか。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝費用については、御説明もしましたけれど、またそう

いった御意見があるということを海のまちプロジェクト推進協議会のほうに伝えま

す。場所についても、南北道路の設置目的を改めて勘案する中、費用面もあわせて、

海のまちプロジェクト推進協議会のほうに報告して、改善できる部分があれば、改

善につなげていきたいと考えております。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝副市長、こうやって、皆さん、本当にもう、豊島委員、意見もあ

ったし、松田委員、意見もあったけど、本当に不透明なことが多いがですよね。だ

から、ちょっと僕もすみません、８月の議員協議会、よう来てなかったですけど、

情報が入り次第、随時我々に情報提供と、そして、やはり誰がどこでどうやるかと

いう、設備ができても全然方向性ができてないんですよね、誰がどこでどういうふ

うにやるのかという。そういうふうなやっぱり不透明のことが多過ぎて、市民から、

そんなええもんできるけど、どうなっていくかという説明は正直言って求められま

す。誰も、だから、説明ができんというような状態で、そんなことであんたら予算
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承認しゆうがかねというふうに言われるわけよね、やっぱり。そういうのは、ちょ

っと情報が入り次第随時ということで、やっぱりそのゲートの件も高過ぎるという、

建物も高いし、設置場所もあるし、金額も高いし、全部が３高よね。その辺はやっ

ぱり常時情報をいただきたいということをちょっと口添えして、予算に対して反対

はせんけど、言い方悪いけども、渋々よね、こっちもね。本当にもう不透明なこと

あるけど、やっぱり出してきた以上はそうやって、ビジョンは一応示してもうちゅ

うきよね。やはり不透明なとこあるき、その辺はちょっと考えてもっと考慮しても

らう、ちょっとそれに対して御意見は。 

○海地委員長＝副市長。 

○平井副市長＝委員おっしゃるとおり、ちょっとまだなかなか決め切れていないとこ

ろ、本来決めて御提案すべきところも多々あろうかと思います。先ほどちょっと室

長申し上げましたけど、走りながら考えているというのも正直あるというところで

ございます。ちょっと細かいとこでいくと、ゲートですけども、先ほどおっしゃる

とおり、いろんな制約が当然あるのも我々も知っております。実はこれも、工事費

も含めて全体ですので、ゲートだけではなくて、ゲートを製作して、次に、設置を

どうするか、当然ながら、基礎の分どうするかってありますが、その工事費も含め

ていくと、今の段階でこれですので、しっかり見直しもしながらいきたいと思いま

す。 

 あと、この予算全体ですけども、６月にもおっしゃられたとおりでございまして、

説明のほう、しっかり我々もしないといけないということで、何とか準備をしてい

るところですけど、ちょっとやっぱりなかなか皆様に十分に腹へ入っていただく内

容になってないというところもあろうかと思います。ただ、我々とすると、やっぱ

りこういった方向で検討もしながら、決まり次第、御説明もしながらと思っており

ますので、また引き続きこちらの予算のほうはお願いしたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝今月のこの補正なんですけれども、７月５日の豪雨災害の費用も含めて

を多分この雨水が強かった昨日の台風のこともまた１２月には補正が出てくるかと

思うがですけど、１個、概念的なところで、建設課であったり、総務課という所管

ではなくて、今現在、市の所有する河川、あるいは道路、トンネル、橋、そういっ

たところの維持管理をしていく上で、今材料支給という手法が長年ずっと須崎市に

はあって、地元の方が作業する分については、リースで機械器具は建設課のほうで

見ましょうという制度があります。これを副市長、総務課長、ちょっと見直してほ

しいなと思うのが、もう現実に、この前も堆積しちゅう水路を土砂をのけてくれと

いう案件が非常に多くて、ただ、建設会社がやるほどではない案件が非常に多いで

す。 
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 特に今回、浦ノ内、安和、押岡、神田地区であった現場を見ていって感じるのが、

ユンボと２トントラックがあったら解決する。でも、今回の台風でどうぞ災害が起

きんとってくれって思う現場が物すごいあったんですね。というのが、通常の１メ

ーター角ぐらいの水路に半分ぐらい堆積してる。だから、水のキャパがもう半分に

なっちゅう。これを超えると、家のほう、民家へ入ってくるようなケースが非常に

多い。当然農地なんで。それをのけていただける仕組みを須崎市つくっていただき

たいなというのが１点目です。というのが、今現在あるリース、そして、そのこと

に関してのプラスアルファ、やっていただける人に対して、きっちり労災であった

りとか、そういったことの対応はある中で、せめて１日２万円とか、３万円とか、

そういった労務費が加算されるような仕組みで、誰かに業務委託ができるような仕

組みを、建設会社ではなくってやれる形があれば、非常に地域の資産管理、あるい

は安心・安全が守られる制度をつくってもらいたいのが、この７月の災害と今回の

台風で感じるところですので、１２月の議会までにはぜひそういったものを提案し

てもらいたいなというのが１点目です。 

 それと、デジタル化がどんどん進みゆうと言われるけど、今回、ケーブルテレビ

もしかり、それから、防災もしかり、停電が結構起きました。どこで停電が起きて

るのかって、確かにホームページを須崎市見たら、桑田山乙、吾井郷乙とかって出

ますが、どこのエリアなのかというのが分からない。あれは四国電力の中で配信し

てくれちゅう送電の関係のエリアで出てくるんですが、災害対策本部をつくってい

る須崎市として、そういった細かな通信配信なんていうのが、今後必要なことに対

して、この件だけではないんですが、どういう体制を、もっと市民の安心をやるた

めには必要なのかをもう少し何かサービスを上げることってできないのかなという

のを感じた災害だったので、２点ちょっと御質問させてもらいたい、副市長に。総

務課長でももちろん。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝建設会社がやるほどでもないところの部分ということで、これ、ま

さに実は一般質問で髙橋祐平議員からオペレーターの登録制度について建設課長に

質問があった部分でもあります。こういった御意見が出てくるということにつきま

しては、やはりそれだけ需要が高いんだろうというふうに思いますので、今日出た

意見につきましては、建設課長のほうにお伝えして、そうしたことの検討が一定さ

れるような形で、当然財政的な部分につきましては総務課のほうで所管するわけで

すけども、仕組みがしっかりしていれば、そこについては投資する分、十分な費用

対効果があればということになりますので、そこを検討していただいた上で、当初

予算なり、例えば災害が起こったときの専決なりで対応できるように、まずは仕組

みをつくるというところをお伝えして、建設課のほうと協議して取り組んでいきた

いと思います。 
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○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝実はそのオペレーター制度なるものをもう６年くらい前から、岡村課長

のときから議論をさせていただいた経過もあって、全く半歩も前に行っていません。

これは、もうどこに何が原因があるのかということだと思いますが、人的に、今ま

で災害でも少なかったというのはある、ここ２年続けて水害を受けてきて、ことだ

と思います。須崎市、恵まれちょって、建設センターであったり、機械器具を借る、

松田鉱産であったり、ポンプアップをしたり、電源装置であったり、リース会社が

あるので、各自で借りに行ったりしてやっています。ただ、１トンもある発電機を

運ぶにはユニック車が必要です。ユニックで積んでもらって、例えば１トン車で行

って、ポンプアップをするようなことが、トラックへ載せたままでもできる。だっ

たら、水害が防げたところって多々あったんですね。この７月５日もそう。ただ、

２台しかない。大きな発電機は２台、小さな中台が２台ぐらい、６台ぐらい、建設

センターにあるんですが、それも台風時期になったら、もう貸し出されていてない

状況なので、須崎市でやっぱりそれぐらい、１０台ぐらい発電機とかを組む、今回、

海のまちプロジェクトとか、いろんな予算組まれてる中で、本当に災害対策になっ

ているような予算組みが出てきたら、こんなもの、すごく理解がしやすいんですが、

総務課長も、その予算を採決する側、担当課から上がってきたときに重要視しても

らいたいのはそういうところですので、例えば７月５日、ポンプアップが１０か所

で、河川改修工事をやるときに、上流から下流へ流したりする、３０センチぐらい

のポンプ、８メガぐらいのやつを流すと、かなりの水量が出るので、今まで下の、

浦ノ内はそういったことを対策してきたんですが、やっぱり上流の人が下流向いて     

で流すというのはリスクがあって、自分さえよかったらになるので、地域全体で解

決していくような問題だと思うので、そういった設備をぜひ導入できる補助、ある

いは役所でも持っているよとかいうようなことの体制を、充実した、市民が安心・

安全という部分で、やっぱり行政、財産と生命を守る役所の一番の一丁目をやって

いただけるようなことで予算を上げてきてもらいたいというのが大きな命題ですの

で、副市長、そこは何とか。 

○海地委員長＝副市長。 

○平井副市長＝おっしゃるとおりで、今もどっちかというと、災害復旧の、そのまま

の復旧のちょっと事業はやらせていただいておりますので、やっぱり将来に向かっ

て、体制的にどう取って災害が防げるかというところは、また当初予算等も含めて、

しっかり議論して御提出したいと思いますので、しっかり検討してまいりたいと思

います。 

○松田委員＝お願いします。 

○海地委員長＝よろしいですか。防災課長。 

○久万防災課長＝停電の対応についての御質問についてですが、実際、一昨日からの
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対応の中で、四国電力、もう県下全域で２万件超の大規模停電発生をしておったと

いうことで、我々のほうも、また四国電力の代表だけではなくて、直接の電話のほ

うでずっと情報収集しておったんですけれども、そこまでやれる人がおらんとか、

協力に出ておったりとか、現場に出ておるようなことで、ちょっと情報が不明確な

状態でして、防災無線のほうでも一時、停電状態と御迷惑をおかけしますというよ

うな形で放送は行ったんですけれども、なかなか周知が遅れたいうのは確かに確認

いたしておりますので、今後の対応につきましては、そういった形のホットライン

を確保しておくとか、そういったところで進行状況についても随時放送ないし周知

を行っていくとか、そういう対応は取ってまいりたいと考えております。 

○海地委員長＝いいですか。松田さん。 

○松田委員＝ぜひそういった対応を細かく、ケーブルテレビで例えば画面にずっと何

かの情報が流れてたりしたら理解できたりすると思うので。 

○海地委員長＝ほかに。豊島さん。 

○豊島委員＝この商店街エリアのところですけど、駐車場を、目的のところで、商店

街に観光客が駐車できる環境整備って書いてあるんですけど、この駐車場というの

は日頃市民の皆さん方が無料で使えるという駐車場になるんでしょうか。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝駐車場については、高知信用金庫の所有の土地に高知

信用金庫において整備をしていただけるということで進めておりますが、駐車場の

利用については、例えば無料にした場合に、日々の管理とかいう中では、一定のお

金を、料金を頂くという方向の部分で検討を進めております。その料金設定につい

ては、周辺の月ぎめ駐車場に影響がないような形での料金設定になってこようかと

は思います。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝それぐらい無料で、あれだけの広い駐車場ですから、それぐらいは市民

がちょこっと別のお店へ行くときとか、そのお店へ行くときとからに、無料で使え

るようにしていいんじゃないかなというふうに思うんですけど、もしかしたらコイ

ンパーキングみたいな形で何かを置いてやるんでしょうかね。その月ぎめ、そうい

う毎日毎日、近所の人が借りるがじゃないがですよ。市民が普通にちょこっと、そ

こらかいわいへ来て、ちょっと車を置いて、ここと関係ないお店へ行くときとかに

も、そこへ置いたらいいよねという、あの辺一帯がですよ、新町からずっとあの辺

が行きやすい地域になったよねというふうなことになるような形になるんじゃない

ですかね。本当に有料ですか。 

○海地委員長＝プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝無料にすると、例えば放置車両の問題ですとか、いろ

いろ日々の管理が必要になってきますので、そういったことからも、有料の方向で
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検討を進めておりますが、例えば加盟のお店でお買いもんしていただくと、それは

還元する、そういった仕組みは改めてちょっと検討させていただきたいと思います。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝この交通対策事業費のことですが、吾桑地区にまたやっと、切実な地域

の皆さん方の願いがあって、一歩前進したと思いますけど、ちょっと具体的な運行

について詳細をお願いします。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝今回、吾桑地区の地域自主組織と市の長寿介護課を含めた協議

の中で、交通の不便な方の移動手段ということで、何回か話合いを進めていきまし

て、住民の方の意向で、地域自主組織のほうで車両の運行をしたいという意向もあ

りましたので、交通不便な地域の方をカバーできるような運行をしていただけると

いう話でありましたので、ほかにもタクシーチケットの追加というような、幾つか

の選択肢もあるわけですが、その中で車両を購入してという形を吾桑地区の方々と

協議して、方向性をそういうふうに決めて車両購入ということに至ったものです。

まだ、そこから先はまだどのように運行してとかというのはこれから先の話にはな

ろうかと思いますので、今回、そういう方向でやりたいということで、私どものほ

うも予算化をつけていただいて、ここからが始まりというような形です。 

○海地委員長＝暫時の間、休憩いたします。 

 

午前１０時５６分 休憩 

午前１０時５６分 再開 

 

○海地委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝吾桑地区において、アンケートも住民の方対象に、業者を入れ

た形のきちっとしたアンケートも行いまして、利用状況等も含めて、住民の方の意

見を聞きながら、もちろんこれからも聞きながら進めていきたいいう形は取るよう

にはしております。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにありませんか。佐々木さん。 

○佐々木委員＝１点だけ。１３ページの防災対策、これ、久万課長、もう端的に、安

和で、昼間のサイレンが鳴らなくなったいうことで、一応問い合わせしたら、対応

をはじめていただいているということで聞いてますが、ここのこの予算の内容の中

にはそれは盛り込まれてるんですが、その点。 

○海地委員長＝防災課長。 

○久万防災課長＝安和のモーターサイレンの修理の件につきましては、これはちょっ

と見積りのほうが間に合いませんでしたので、補正予算というか、内部の予算の流

用の決裁をいただきまして、そちらのほうで当面対応するということにいたしてお
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ります。補正案としては、１２月議会で上げさせていただきたいと考えております。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝工事自体がもう早期にやっていくという形なんですかね。 

○海地委員長＝防災課長。 

○久万防災課長＝もう発注はお願いいたしておりまして、ただ、その配電盤がなかな

か納期までが時間がかかるというようなことで、それ待ちでございます。 

○佐々木委員＝分かりました。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにありませんか。ないようですので、採決をい

たします。 

○豊島委員＝ちょっと待ってください。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝私は、この海のまちプロジェクト推進事業費更正５，０００万円の予算

を計上することについて、非常に悩んでいます。でも、財源が、全額が寄附をいた

だくというふうなことで、ほかにいっぱいやっぱり結果的には須崎市が負担をする

であろうというふうなことが発生するだろうというふうなことで、非常に心配もし

ていますけれども、ぜひ、副市長に、ちょっとこれ、今までいろんな方からいろん

な意見が出ましたね、この事業に関して。本当にトゥクトゥクなんかもですよね、

そんな形の、今言われたような形であれば、市民、怒ると思うんですよね。めった

に使わんみたいなことで、あるいは、主に観光客向け、市民の方が本当に移動手段

なんかにも困っていて、そんなところでも役立てないかなみたいな、運用ができな

いかなというふうなのも思うところでありますけれども、いっぱいいろんな意見が

出たのについて、ぜひ計画の見直し、この計画の見直しについて、副市長、全力で

取り組んでいただきたい。その思いをお聞きをして、本当は予算に賛成したいとい

う思いはあるんですけれども、ちょっとそこにお聞きしたいがです。 

 それと、日本共産党はというか、その時点では、豊島はと言ったほうがいいんで

すけど、６月議会にはこの１億円の部分について、あまりにも詳細が不明過ぎると

いうふうなことで、予算には反対をしたわけですけれども、基本的には、要するに

寄附をたくさんいただいて、新しいまち、須崎のまちを刷新図ろうというふうなと

ころになっている、そのことについては全く否定をするものじゃないがですけれど

も、だけど、一旦６月は反対したけれども、まあまあ、予算の内訳も違っていまし

たし、１億円の中の、１億円全部が高知信用金庫から寄附をいただいたわけではな

かった、約半分だったので、それはそれで今回とはちょっと違ってくるわけですけ

ど、今回は５，０００万円に対して５，０００万円の寄附をいただくというふうな

ことにはなっていますけれども、そこを、ここから先の維持管理もありますし、市

民の方への説明もやっぱりあると思うんですよ。幾ら寄附をいただいたということ

であっても、須崎市が結果的に須崎市のまちづくりの中で事業を、全体の事業を進
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めていく。いっぱいエリアもあって、いろんなエリアもあってやっていくわけです

から、やっぱり須崎市側の意見も海のまちプロジェクト推進協議会に対して反映し

ていただくというようなこと、非常に重要じゃないかなというふうに思いますけれ

ども、その辺、副市長からお答えをいただきたいんですけど。 

○海地委員長＝副市長。 

○平井副市長＝先ほど大﨑委員の話もありましたけれども、ちょっと説明がなかなか

準備がし切れていない部分も多々あろうかと思います。ただ、大きくは、考え方と

しましたら、やっぱり海のまちの全体、まず、エリアを指定しまして、集中的に投

資もしてというところで、住んでる方もそうですし、当然来ていただく皆様にもよ

いというところでの効果を上げたいというところです。言われるとおり、寄附があ

るからという、寄附があるのは非常にありがたいことですし、我々も寄附していた

だいた方には感謝をしておるところでございますが、委員言われるとおり、市の予

算として出しますので、我々としたらやっぱり市としてまちづくりですね、そちら

のほうにどう貢献するかというところを当然ながら第一の視点で取り組んでまいり

たいと考えております。 

 今、幾つか、皆様お気づきのところもいただきましたけども、やはり我々、大き

なところは運営を今後どうしていくかというところもあります。その主体の話もあ

りますし、先ほど言われたとおり、じゃあ、どういったお金がかかってくるかとい

う、今後のランニングのコストの計算もしていかないといけないというところが、

多分、委員のお話の御趣旨だったと思います。当然ながら、それ、ランニングコス

ト詰めていく中では、いろんな、先ほどの大漁堂であり、おさかな本舗であり、そ

れから、トゥクトゥクの運営とかも含めて進めていくというところもありますので、

そういったところ、全体的なところをしっかり市としても我々のまちづくりの観点

を持って話合いの中には入っていきますし、そういった意味で今までもしてきてる

つもりですし、そういったところで意見も言いながらやってきているというところ

でございます。 

 なかなか形にしてお示しするのがちょっと十分でないところがありますので、お

っしゃるとおり、なかなかこれではというところもあろうかと思いますけれども、

我々としますと、ずっとこれまで取りかかってきて、一歩も引くというつもりもご

ざいませんので、ちゃんと我々も参画もしっかりして、それぞれの部署が入って、

横断的なプロジェクトで当然ながらこれも進めておりますので、いろんな市の部署

の職員が入った形で、いろんな意見を言いながら、それから、海のまちプロジェク

ト推進協議会とも意見交換しながら進めておりますので、我々としますと、やはり

市、須崎市のまちづくりに貢献するという方向で進めたいと考えております。当然

ながら、方向が決まりましたら、暫時といいますか、もう当然ながら説明もしなが

らやらせていただきたいと思っておりますので、何とぞ御理解を賜りたいと思って
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いるところでございます。 

○海地委員長＝よろしいですか。豊島さん。 

○豊島委員＝今の副市長の答弁もお聞きをいたしましたし、そういう今の出た意見が、

総務委員会で出た意見が計画の見直しに一定反映されるであろうというふうな思い

から、予算には賛成するということです。 

○海地委員長＝ほかにありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、採決をいたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 それでは、暫時の間、休憩をいたして、１０分間休憩をいたします。 

 

午前１１時０５分 休憩 

午前１１時１６分 再開 

 

○海地委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第８２号 財産の取得について 

 

○海地委員長＝続きまして、市議案第８２号財産の取得についてを議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

 防災課長。 

○久万防災課長＝市議案第８２号財産の取得について御説明いたします。議案書３０

ページをお開きください。 

 令和４年度須崎消防団消防ポンプ自動車購入事業につきましては、去る８月３日

に指名競争入札を実施いたしました。入札結果は、高知市介良甲９８５番５号、有

限会社テクノ防災センターが２，６９４万４，９８２円で落札をいたしました。こ

れに消費税を加えた２，９６３万９，４８０円で契約を締結することにつきまして、

議会の議決すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき

議決をお願いするものでございます。 

 概要につきましては、消防ポンプ自動車ＣＤ－Ｉ型、Ｉ型用消防専用シャシーに

消防活動に必要な装備、附属品の収納装置、工具収納箱等を授けたもので、須崎消
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防団消防車両更新計画に基づきまして、多ノ郷分団に配備予定でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。松田さん。 

○松田委員＝今回の入札の案件に特に防災のほうの不備とかいう指摘ではないんです

が、年々家電も進んできた、火災も少なくなってきて、消防署の役割が、火を消す、

火災を消すという、生命を守ったりする活動に対する費用対効果を考えると、自衛

隊の例を出すわけではないんですが、自分の国を守る自衛隊が災害時には非常に活

躍してくれる体制になっています。消防団も含めてになるかもしれませんが、これ

から消防のこういった予算の整理に対して、もう少し幅広く捉まえた中で消防活動、

あるいはこういったポンプ車を購入するのも幅広い活動をもう少し高幡消防組合と

話しした上で購入を検討していただくプロセスをもっと大事にしていただけたら、

こういった今回の災害が非常に多くなってきたときに、例えば各消防団にいろんな

水中ポンプ施設があったりとか、発電機があったりして、対応ができるような、そ

んなことを、こういった高い機械類もあるので、ぜひ検討していって、入札のポン

プ車とか、今までの消防施設ばっかりを整備するんではなくて、新たなものもどん

どん導入していただけるような予算を防災課のほうで提案していっていただけるこ

とをしていただきたいので、そのことに関してどんなお考えなのか、お伺いしたい。 

○海地委員長＝防災課長。 

○久万防災課長＝委員御指摘のとおり、ポンプ車両、かなり高額の更新車両でござい

ます。今回、多ノ郷分団のほうに入る予定は、前車両が平成７年で、約２７年間経

過しておるということで、更新の目安といいますか、基準といたしましては、消防

署の車両につきましては１５年から２０年、消防団については２５年経過した車両

については更新を進めるという消防庁の指針に基づいて、これまでポンプ車両の更

新を行ってきました。今回のポンプ車両配備に伴いまして、各消防団の２５年以上

経過するポンプ車両については、おおむね更新が完了できたというように考えてお

ります。来年度の計画としては、今後、小型ポンプカー、ポンプ車、積載車ですね、

そういったのも来年度は多ノ郷分団の久通分署で更新を行うという計画になってお

りますが、今後もその計画に基づいてもあるんですけれども、御指摘のとおり、消

火活動、けど、どうしてもやっぱり各分団にそういった消火に対応できるポンプ車

両の配備というのは当然必要やと思いますし、今後、消防団の在り方、今回の一般

質問でもございましたけれども、そういったことも含めまして、実際に必要である、

即応できる装備の更新というものは、これからも協議をしながら進めていきたいと

考えております。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝市民の方は消火栓へホースつないだら、高圧の水量が出ると思うちゅう

方が僕は８割、９割じゃないかなと思います。そこに圧力かけれるものがなかった



令和 ４年度 ９月定例会 総務委員会 

 

38 

ら、決して１０メートル、２０メートル飛ぶような水圧がかかっちゅうようなとこ

ろないと思うので、そんな認識、皆、ないと思うので、そういった設備を導入する、

あるいはそこに台車へ載ったまま、そういったポンプが、発動機が動かせれるよう

なことをぜひ今後の予算に計上していっていただきたいと思います。 

○海地委員長＝ほかにありませんか。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  陳情第３３号 消費税インボイス制度の実施延期を求める意見書採択 

のお願い 

 

○海地委員長＝続きまして、今回受理いたしました陳情の審査に入ります。 

 既に陳情文書表をお配りしておりますので、陳情書の朗読は省略いたします。 

 陳情第３３号消費税インボイス制度の実施延期を求める意見書採択のお願いを議

題といたします。 

 委員の皆さんの御意見をお伺いいたします。 

 大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝この陳情は、内容を見せてもらいましたけど、採択すべきという 

ふうに私は思います。 

○海地委員長＝ほかに。よろしいですか。佐々木さん。 

○佐々木委員＝これは、私が不採択の観点からちょっと言うてみるんですが、その前

に、この中に、制度内容について様々な不安が出ていますという項目で、何点か、

それはもう様々な方からこういった不安な声をお聞きしてます。行政の立場で、今、

国が決めてるこの取り組みについて、こういった御意見について、どういう認識が

あるか、ちょっと行政のほうの御意見お聞きできたらと思うんですが。 

○海地委員長＝副市長。 

○平井副市長＝こちらの認識でございますが、一般質問でも市長のほうの答弁もしま

したとおり、一般に税制、これ、消費税の仕入れ控除に係るもんだろうかと思いま

す。税制の法、通っておりますので、我々市のほうでこれに対する是非というのは、

今からどうのというところはないというところでございますが、基本的には法に従
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ってしっかりと業務を進めてまいるところで支障がないようにしてまいりたいと思

っております。特に市のほうに相談がありましたら、また当然ながら税務署なり、

それから、県の税務セクションを含めて、相談のほうにはしっかり、事業者の方に

対応したいと、そのように考えております。あわせまして、一応我々、地方公共団

体のほうもこのこちらの対象になりますので、その準備もしっかり進めていくとい

うところをやっていくというところでございます。 

 簡単に、以上でございます。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝構いませんか。 

○海地委員長＝はい、佐々木さん。 

○佐々木委員＝不採択の方向で、一応様々な課題があるにせよ、延期して、そしたら、

こういった課題がそしたら解決できるのかどうかというのはちょっと疑問でござい

ますので、より国に丁寧な説明を求めていくということであれば納得もできますが、

延期をして、こういった御不安が解消できるというふうにはなかなか難しいのでは

ないか。やはり実施していく中で、より丁寧な説明を求めながら、解消していける、

これが妥当ではないか、そういった論点で不採択との意見とさせていただきます。 

○海地委員長＝ほかに。松田さん。 

○松田委員＝私も反対の立場から、この陳情書は消費税に対して反対者の意見ではな

いかという解釈をしますので、私も反対です。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝私は、これは採択をすべきという立場です。それで、これ、一般質問で

も触れましたけれども、結果的に、自治体としては、例えばシルバー人材センター

なんかの場合には、このシルバー人材センターの会員が実質の手取りが下がるよう

なことはあってはならんというふうに私は思うのですが、そういうことにもなりか

ねん。だとしたら、行政がその分を支援をせんといかんというふうなことにもなっ

てくるんじゃないかなというふうに思いますけれども、そういうふうな問題が出て

くるとか、それから、事務量が行政側も相当増えるんじゃないかなというふうに思

いますが、今の段階ではそれに対するシステム改修費なんかについても国は補助金

を出すということにはなっていないと思いますが、どんな問題が生じてくるという

ふうに思っておいでますか。今粛々と進めようとした場合に、さっき言った問題が

出てくると思うんですよ、このままいくと。私はそういう問題があるから、この制

度について異議があるわけなんですけど、行政はどんなふうに受け止めておられま

すか。 

○海地委員長＝副市長。 

○平井副市長＝ちょっとあれかもしれませんけれども、そちらの収入減の対応なんで

すけども、言うとおり、益税の考え方のところのところは、大分考え方変わってく



令和 ４年度 ９月定例会 総務委員会 

 

40 

るので、そこのところは別の考え方をしていかないといけないので、インボイス制

度とあわせるというよりは、事業者の方の支援を別途している考え方のよさもあり

ますので、そういったところどうするかを今後検討していくという話になろうかと

思います。それと、あと、２点目のシステム改修につきましては、やはりいろんな

ことも考えられますけれども、ちょっとこれも繰り返しになりますが、基本的に全

国的に法も改正されて、導入されるものでございますので、我々、公務職場としま

しても、しっかりそれに準拠をしていくというところになろうかと思います。 

○海地委員長＝いいですか、御意見いいですか。豊島さん。 

○豊島委員＝私は、いろんな問題点があるということで、これは本当に事業者にとっ

ても大変なことで、終わりのほうに、この意見書案のところなんかを見たときに、

最後のほうに、新型コロナ感染の収束が見通せない中というようなところもあって、

こういった状況に今経済状況があると思うんですよね。これに対して、こういう状

況の中で、本当に中小零細事業者の皆さん方が結果的に納税を、消費税納税をしな

いといけないような時代になってくるというような制度だと思っていますので、非

常にこれが予定どおりに進むことを心配をいたしております。 

○豊島委員＝だから、私は反対です。 

○海地委員長＝採択でしょ、採択。 

○豊島委員＝採択ですよ、この陳情を採択することですね。 

○海地委員長＝暫時の間、休憩いたします。 

 

午前１１時２９分 休憩 

午前１１時３０分 再開 

 

○海地委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに、この陳情に対して何かございませんか。よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝それでは、採択、不採択、２つの意見がございますので、陳情第３３

号を挙手により採決いたします。 

 本陳情を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○海地委員長＝挙手多数であります。よって、本陳情は採択すべきものと決しました。 

 なお、この意見書議案の提出については、委員長が提出者、委員が賛成者となっ

て提出すること及び意見書案は委員長に一任させていただくことに御異議ありませ

んか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、そのようにさせていただきます。 
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――――――――――――――――――――――――― 

 

  陳情第３５号 「安倍元首相の国葬に反対する意見書」提出を求める 

陳情書 

 

○海地委員長＝続きまして、陳情第３５号「安倍元首相の国葬に反対する意見書」提

出を求める陳情書を議題といたします。 

 委員の皆さんの御意見をお伺いいたします。 

 暫時の間、休憩をいたします。 

 

午前１１時３１分 休憩 

午前１１時３３分 再開 

 

○海地委員長＝それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 委員の皆さんの御意見をお伺いいたします。大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝この案件につきましては、いろいろ世間の意見もいろいろ分かれ

ております。けど、私自身の一個人としては、国葬に対して私は賛成ですので、こ

の意見書、陳情書については、申し訳ありませんが、不採択でという意見でお願い

します。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝私は、この陳情は採択すべきという立場です。今、この意見書案にあり

ますように、これを行う法的根拠もないということと、そして、国民の世論がもう

これは報道等を見ても、もう圧倒的多数が反対やと、国葬を行うということがです

ね。そんなことなんかも勘案をして、この陳情は採択すべきというふうに思います。 

○海地委員長＝ほかにございませんか。ないですか。 

 それでは、陳情第３５号を挙手により採決いたします。本陳情を採択とすること

に賛成の方の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○海地委員長＝挙手少数であります。よって、本陳情は不採択とすべきものと決しま

した。 

 なお、意見書議案の提出については、委員長が提出者、委員が賛成者となって提

出すること及び意見書案は委員長に一任させるということに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝御異議なしと認めます。よって、そのようにさせていただきます。 

 暫時の間、休憩いたします。 
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午前１１時３５分 休憩 

午前１１時３８分 再開 

 

○海地委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

――――――――――――――――――――――――― 

 

  市議案第６０号 令和３年度須崎市一般会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

 

○海地委員長＝それでは、市議案第６０号令和３年度須崎市一般会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

 まず、市長から御挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。 

○楠瀬市長＝どうも失礼します。 

 本日は、令和３年度の決算審査につきまして、よろしくお願いいたします。詳細

につきましては、後ほど各課長等から御説明申し上げます。 

 さて、令和３年度の決算につきましては、歳入では一般会計及び９つの特別会計

の総額で２５７億６，６３３万６，０００円、歳出総額は２４６億４，７８８万円

となっており、実質収支は１０億９，３５２万８，０００円、実質単年度収支では

７億２，３０９万１，０００円の黒字となっております。そのうち一般会計では、

歳入総額１８９億６，３２８万円、歳出総額１７８億２，４６６万６，０００円で、

実質収支は１１億１，３６８万６，０００円、実質単年度収支では６億２，０１２

万７，０００円の黒字となっております。 

 令和３年度の市税につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が

いまだ続いており、市税全体では、前年度比０．４％減で、歳入全体に占める割合

も１４．１％となっており、前年度から０．６ポイントマイナスとなるなど、厳し

い結果となっております。一方で、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費に

関しましては、国庫支出金による措置が継続されていることに加え、地方交付税や

各種交付金の増額、ふるさと納税や高知信用金庫からの寄附金収入などにより、歳

入全体で３．６％増の決算となっており、令和３年度予算編成方針で掲げました目

標はおおむね達成できたものと考えております。 

 しかしながら、いまだ終息の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症や燃油、

物価高騰など、インフレの影響が今後も続くことが予想されることから、地方交付

税の動向にも注視し、一層の自主財源確保のための取り組みを推進していかなけれ

ばならないと考えております。 
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 また、今議会で御報告させていただいております財政健全化法に基づく健全化判

断比率につきましては、４つの指標ともに基準値内で、年々改善傾向にはあります

が、依然として厳しい水準でありますことから、起債発行額の抑制や経費節減にも

努めながら、引き続き規律ある行財政運営により健全化に向けて取り組みを進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝市長はこの後、公務がございますので、ここで退席されます。それで

は、議題の審査に入ります。 

 各課長の説明ごとに質疑応答を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、順次執行部からの説明を求めます。総務課長。 

○梅原総務課長＝それでは、まずはじめに、令和３年度の概要につきまして御説明を

させていただきます。 

 令和３年度の予算編成では、財政規律を遵守した健全で持続可能な財政運営を基

礎とし、防災対策や産業振興、子育て支援や教育環境改善など、喫緊の課題への取

り組みを強化しながら、市民満足度の向上につながる施策に対して優先的に予算配

分し、須崎市総合計画で目指す未来へつなぐ元気創造のまちの実現に向けた取り組

みを進めてきたところでございます。 

 令和３年度一般会計決算におきましては、令和２年度に引き続き、財源不足を調

整する財政調整基金及び減債基金を取り崩すことなく決算できる結果となりました。

普通会計の令和３年度末市債残高は１７５億７，３６１万３，０００円で、令和２

年度末から６億４，５７５万８，０００円の増となりましたが、実質公債費比率に

つきましては３か年平均で１３．６％と、前年度比で１．３ポイント減となり、１

８％未満を維持するとともに順調に改善いたしております。 

 事業実施の主な内容でございますが、過疎地域自立促進計画に基づく事業としま

しては、野外体験施設整備事業や道路メンテナンス事業、地域農業水利ストックマ

ネジメント事業、ごみ固形燃料化施設基幹的設備改良工事に伴う高幡東部清掃組合

負担金など、また、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく事業としましては、

移住促進等集落維持再生事業をはじめ、マスコットキャラクター事業や東京オリン

ピック・パラリンピック合宿誘致関連事業、防災対策といたしましては、木造住宅

耐震化事業をはじめ、避難所運営体制整備加速化事業や防災行政無線デジタル化、

そして、安和漁港海岸高潮対策事業などを実施しております。子供の健全育成に向

けた教育環境整備事業としましては、学校情報通信環境整備事業や特別支援教育支

援員配置事業、外国語教育推進事業、放課後児童クラブ推進事業など、子育て、少

子化対策事業としましては、第２子保育料無料化や中学校までの医療費無料化事業

の継続、保育所等副食費補助事業など、あわせまして、新型コロナウイルス感染症

に係るワクチン接種事業や子育て世帯等臨時特別支援事業、新生児育成応援給付事
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業などの地方創生臨時交付金事業、そして、海のまちプロジェクト推進事業や光フ

ァイバー網整備事業などとなっております。 

 財政健全化法に基づく健全化判断比率につきましても、この間着実に改善いたし

ておりますが、依然として厳しい水準となっておりますことから、今後とも財政収

支の健全化に向け、行政改革等の取り組みを推進していく必要があると認識をいた

しております。 

 次に、主要施策の実績報告書から御説明をいたします。 

 ２ページをお願いいたします。決算収支の状況の一番上、一般会計の合計でござ

います。歳入総額は１８９億６，３２８万円、歳出総額は１７８億２，４６６万６，

０００円で、差引き１１億３，８６１万４，０００円の黒字となっております。こ

れから翌年度へ繰り越すべき財源２，４９２万８，０００円を差し引きますと実質

収支が１１億１，３６８万６，０００円となっておりまして、これから前年度の実

質収支４億９，４０５万４，０００円を引いたものが単年度収支でありまして、６

億１，９６３万２，０００円の黒字になっております。その後、積立金４９万５，

０００円を加え、実質単年度収支といたしましては６億２，０１２万７，０００円

の黒字となっております。 

 次に、３ページ、国の決算統計に基づく普通会計の決算額集計表でございます。 

 まず、歳入につきまして御説明いたします。主なものでございますが、第１款市

税の決算額は２６億７，６０２万８，０００円、構成比で１４．１％、前年度との

比較では０．４％、１，０５４万７，０００円の減となっております。次に、第６

款法人事業税交付金は、前年度比９５．８％増の３，４４５万７，０００円、第７

款地方消費税交付金は、前年度比７．４％、３，７１８万３，０００円増の５億３，

９３２万４，０００円、第１０款地方特例交付金は、前年度比２１１．１％増の３，

２４６万円、第１１款地方交付税につきましては、普通交付税、特別交付税合わせ

まして４７億４，４２４万４，０００円、構成比で２５％、前年度比較では９．２％、

３億９，８４２万２，０００円の増となっております。次に、第１５款国庫支出金

につきましては、前年度比３２．９％、１５億１，１７９万３，０００円減の３０

億８，４８９万３，０００円、１６．３％の構成比となっておりますが、新型コロ

ナウイルス感染症対策に係る補助金、交付金の減額などが主たる要因でございます。

第１６款県支出金につきましては、１６億６，３５６万９，０００円、構成比で８．

８％、前年度比で５４．２％、５億８，４４１万２，０００円の増となっており、

野外体験施設整備事業費補助金や産地パワーアップ事業費補助金、農産物集出荷施

設等整備事業費補助金の増額が主たる要因でございます。第１８款寄付金につきま

しては、２３億１，０６３万円、前年度比１．７％減となっておりますが、ふるさ

と納税は順調に推移いたしております。第１９款繰入金につきましては、前年度比

１０４．９％増となっておりますが、すさきがすきさ応援基金や防災対策加速化基
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金、図書館のある海のまちづくり基金などからの繰り入れの増額によるものでござ

います。第２１款諸収入の増額の主なものは、クリーンセンターの火災に係る保険

金収入によるものでございます。また、第２２款市債につきましては、５９％、９

億７０４万９，０００円増の２４億４，３５２万７，０００円となっております。

主な要因といたしましては、海洋スポーツパーク構想やごみ固形燃料化施設の基幹

改良などが終了する一方で、防災行政無線施設整備や野外体験施設整備、じんかい

処理施設整備など、多額の費用を要したことによるものでございます。 

 以上が歳入決算額の主な内容でございますが、歳入合計といたしましては、前年

度比３．６％増の１８９億４，５０８万２，０００円となっております。 

 次に、４ページの歳出をお願いいたします。款別の内容を掲載しておりますが、

主なものにつきまして御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、第１款議会費でございますが、０．４％減の１億１，６８５万５，０００

円で、前年度並みとなっております。次に、第２款総務費ですが、決算額は５０億

２，２１４万３，０００円で、１６．４％の減となっております。地方創生臨時交

付金による光ファイバー網整備事業や野外体験施設整備事業などで大幅な増額があ

ったものの、特別定額給付金事業、２２億程度でしたが、皆減となったことが主要

因であります。第３款民生費ですが、決算額は４９億４，８５４万円、９．６％増

となっています。新型コロナウイルス感染拡大に伴う子育て世帯を対象とした臨時

特別給付金事業や支援金事業の増額が主な要因となっております。第４款衛生費で

は、ごみ固形燃料化施設の基幹改良に伴う高幡東部清掃組合負担金が減となりまし

たが、感染症対策事業費が増加するとともに、クリーンセンター横浪復旧事業費が

新たに増額となったことなどによりまして４３．３％増の１４億４，６４６万９，

０００円の決算となっております。次に、第５款労働費ですが、須崎市中土佐町シ

ルバー人材センター運営費補助金９５９万７，０００円を支出いたしておりますが、

本集計表におきましては、国の決算統計に基づき民生費に計上しており、労働費は

ゼロ円といたしております。第６款農林水産業費ですが、安和漁港海岸高潮対策事

業費、産地パワーアップ事業費、農業クラスター促進事業費などの増額により、決

算額は前年度比５５．３％増の８億１，１２８万９，０００円となっております。

次に、第７款商工費でございます。決算額は２億１，２９１万７，０００円、率に

して２５．８％の減となっておりますが、昨年度とは逆にプレミアム付商品券発行

事業や事業所緊急支援給付金事業が皆減となったことが主たる要因となっておりま

す。次に、第８款土木費でございます。決算額は前年度比１２．７％減の１１億１，

２３２万円となっております。道路メンテナンス事業費の大幅増など、一部では増

額もありましたが、市単道路整備事業や多ノ郷市営住宅改良事業、社会資本整備交

付金事業の減額の影響によるものでございます。第９款消防費では、前年度比９０．

３％増の１０億９，０５３万４，０００円の決算となっております。主に防災行政
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無線デジタル化移行事業費４億７，８０２万円によるものでございます。第１０款

教育費でございますが、須崎小学校プール整備や海洋スポーツパーク構想推進事業

が皆減となるなど、前年度比２３．１％減の１０億７，１６２万４，０００円の決

算となっております。第１１款災害復旧費は、前年度比３４．６％減の８，２９３

万４，０００円の決算となっております。第１２款公債費は、前年度比３．４％減

の１８億６，６０４万４，０００円の決算となっております。第１３款諸支出金と

しましては、巡航船事業特別会計への繰り出しとなっており、令和２年度に退職者

に係る県からの補助金受入れが終了したことにより、従来の繰出金を要するように

なったことから、大幅増の９４２万１，０００円の決算となっております。そして、

第１４款前年度繰上充用金２億８２１万２，０００円につきましては、令和２年度

住宅新築資金等貸付事業特別会計決算におきまして赤字決算となったことから、令

和３年度に特別会計に前年度繰上充用金として予算措置をしたものでございます。 

 以上、歳出合計が前年度比６１２万６，０００円増の１７９億９，９３０万２，

０００円となっております。 

 続きまして、５ページをお願いします。公債費比率、実質公債費比率の表でござ

います。平成２６年度から令和３年度までの８年間の普通会計の状況を掲載してお

ります。繰上償還金や特定財源、交付税算入額等を除いた元利償還金の標準財政規

模等に占める割合が公債費比率、実質公債費比率となりますが、公債費の状況欄の

下から２行目、実質公債費比率の３か年の平均値は１３．６％と今のところ順調に

下降いたしておりますが、積極的な事業実施により公債費残高が前年度末残高を上

回る結果となっていることから、今後さらに減債対策等の取り組みを推進していく

必要があると考えております。 

 なお、令和３年度末の市債残高は１７５億７，３６１万３，０００円となってお

ります。 

 次に、６ページ、性質別決算額及び経常収支の状況でございます。主なものとい

たしましては、人件費２０億１，５６０万６，０００円、構成比で１１．２％、前

年度比で１．９％の減となっております。感染症対策事業費が増加となる一方で、

退職手当の減額の影響により、全体として前年度比マイナスとなったものです。物

件費は２５億５，９３８万５，０００円、構成比では１４．２％となっております。

ふるさと納税の減少により、すさきがすきさ応援事業費が減額となったことが主な

要因でございます。また、扶助費につきましては、２９億４，３７７万９，０００

円、前年度比１６．５％の増となっておりますが、主に新型コロナウイルス感染症

の影響による負担軽減のための子育て世帯等臨時特別支援事業や臨時特別給付事業

の実施によるものでございます。次に、補助費等につきましては、海のまちプロジ

ェクト推進事業費や産地パワーアップ事業費が増額となる一方で、新型コロナウイ

ルス感染症対策に係る特別定額給付金事業の皆減などにより、前年度比５３．２％
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減の１８億６，２３１万１，０００円となっております。また、公債費は１８億６，

６０４万４，０００円で、前年度比３．４％の減となっております。積立金では、

すさきがすきさ応援基金積立金をはじめ、高知信用金庫からの連年の寄附金を積み

立てたことにより、前年度比１９．１％増の１５億７，０８７万５，０００円、繰

出金は前年度同程度の１６億２，１１６万１，０００円、前年度繰上充用金は２億

８２１万２，０００円となっております。次に、普通建設事業費でございますが、

補助事業では地方創生臨時交付金事業として光ファイバー網整備事業費が皆増とな

るとともに、単独事業費では野外体験施設整備や防災行政無線デジタル化、クリー

ンセンター横浪緊急事業など、大型事業の影響により普通建設事業全体で１３３．

４％増の３１億５，４６７万５，０００円となっております。また、災害復旧事業

費は、前年度比３４．６％減の８，２９３万４，０００円となっております。 

 以上が性質別決算の主なものでございまして、区分欄の小計Ａの右から３つ目、

３列目、経常収支比率で８５．６％、前年度比で９．２ポイント減となっておりま

す。弾力的な財政運営という側面では僅かに改善した状況となっております。 

 続きまして、７ページでございます。地方債の状況につきまして、借入先別の内

訳が掲載してございます。令和３年度末現在ですが、一般会計で１７５億５，７８

２万８，０００円、住宅新築資金等貸付事業会計で５０８万９，０００円、バス会

計で７９５万７，０００円、スクールバス会計で２７４万円、これらを合算いたし

ました普通会計の合計で１７５億７，３６１万４，０００円となっております。 

○海地委員長＝それでは、午後１時まで昼食のため休憩いたします。 

 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

 

○海地委員長＝それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。総務課長。 

○梅原総務課長＝これから一般会計につきまして、総務課から順次説明させていただ

きます。 

 実績報告書の最初のピンクの仕切りをめくっていただきまして、１ページ、第１

款議会費でございます。決算額は１億１，４８３万４，０００円となっております。

主なものといたしましては、人件費１億１，１０８万３，０００円で、議員分８，

６２３万７，０００円、職員分２，４８４万６，０００円となっております。その

他議会だよりレイアウト及び作成業務委託料１０４万９，０００円、会議録等反訳

委託料９３万５，０００円、政務活動費５１万１，０００円などとなっております。 

 続きまして、第２款総務費１項総務管理費１目一般管理費でございます。決算額

で５億５，５０５万３，０００円となっております。総務課所管の主なものといた

しまして、まず人件費ですが、市長、副市長分が３，００３万６，０００円、職員
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分が４億２，０４８万１，０００円で、情報公開審査員をはじめ、各種委員報酬計

２０万円、会計年度任用職員雇用経費が４，５８６万３，０００円で、合計４億９，

６０８万円となっております。次に、職員の人材育成のための職員研修費として３

３６万４，０００円、消耗品費のうち、総務課分は１７８万３，０００円、非常時

備蓄用消耗品費３９万７，０００円、総務管理委託料としてマイナンバー関連経費

を除き、弁護士委託料以下、職員の健康管理関係及び入札参加資格システム、公平

委員会事務委託、公共施設等総合管理計画策定委託など合わせて７３５万９，００

０円となっております。次に、総務管理費、使用料及び賃借料で主なものは、電子

書棚システム利用料に２００万円、人事給与管理システム及び人事評価システムに

２９１万８，０００円などとなっております。 

 次に、２ページ、３段目、例規管理費といたしましては、システムの更新、使用、

追録、改廃情報などに要する経費として３９６万９，０００円となっております。

続きまして、３目の財政管理費５４５万７，０００円でございますが、これは財務

会計システムの保守料及びリース料１７９万７，０００円、地方公会計財務諸表４

表整理のための地方公会計更新業務委託料３２４万５，０００円、事務費となって

おります。１つ飛ばしまして５目の財産管理費でございますが、主に公用車の集中

管理費や建物等損害保険料、その他庁舎電気料、水道料、燃料費、修繕委託料等、

庁舎管理に係る経費でございますが、決算額で２億４，１４８万５，０００円とな

っております。主なものといたしましては、公用車集中管理費５２４万６，０００

円、建物等損害保険料が２７８万８，０００円、庁舎電気料１，６０４万１，００

０円、小修繕及び修繕工事に計２０４万３，０００円、宿直業務委託料に５７５万

円、設備点検委託料に２２８万２，０００円、庁舎清掃業務委託料に５９４万８，

０００円、屋上防水等修繕工事費に３，３５４万２，０００円、電話料３９３万８，

０００円、その他各種委託料及び施設等整備基金積立金として１億５，０１６万３，

０００円などとなっております。 

 次に、３ページ、８目交通安全対策費は５４５万３，０００円の決算額となって

おります。主なものといたしましては、交通安全施設整備費３３３万６，０００円、

交通安全指導員報酬１５４万７，０００円、その他交通安全諸団体への負担金、須

崎市交通安全市民会議活動事業費補助金などとなっております。９目諸費は６，４

６１万４，０００円の決算額になっております。須崎地区地域安全協議会負担金２

３７万３，０００円をはじめ、各種団体への負担金ほか、防犯灯設置補助金に４９

万５，０００円、生活扶助費等国庫負担金をはじめとした国庫、県費の返還金が６，

１２８万１，０００円などとなっております。 

 続きまして、４ページ、１０目財政対策費９，５２３万２，０００円は、今年度

分を前倒しで交付税措置された償還財源の減債基金積立金と財政調整基金の利子収

入の積立金となっております。１３目情報公開費は、決算額ゼロ円となっています。
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なお、令和３年度は３４件の公開請求がございまして、全部公開３０件、一部公開

４件、非公開はゼロ件となっております。 

 次に、５ページの４項選挙費１目選挙管理委員会費につきましては、主に人件費

でございます。決算額は１，４４２万１，０００円となっております。６ページに

参りまして、２目選挙常時啓発費につきましては２万円、３目衆議院議員選挙費に

つきましては１，４５５万８，０００円の決算額となっております。 

 次に、５項統計調査費１目統計調査総務費につきましては、学校基本調査及び経

済センサスの統計調査経費で、１６８万７，０００円の決算額となっております。 

 ６項監査委員費１目監査委員費は、主に人件費で、職員給与と監査委員報酬、会

計年度任用職員雇用経費で、決算額は１，１４０万円となっております。 

 続きまして、２４ページまで飛んでいただきまして、１２款公債費でございます。

１目元金では、定時償還元金が１７億９，２１７万７，０００円、２目利子では定

時償還及び一時借入金利子６，８０８万円となっております。 

 次に、１３款諸支出金でございます。特別会計及び公営企業会計への繰り出しと

なっておりまして、巡航船事業特別会計繰出金が９４２万１，０００円、バス事業

特別会計繰出金が６７９万７，０００円、水道事業会計繰出金が４，６５２万１，

０００円となっております。 

 続きまして、別冊決算審査資料をお願いいたします。 

 ６ページまでは、ほぼ先ほどの資料と同じで重複しますので説明を省略させてい

ただきまして、７ページには未収金の状況について、８ページには主な不用額の状

況を記載しております。 

 ７ページ、総務課所管分の未収金でございますが、１７款財産収入、土地建物貸

付収入の市有地貸付料４１２万４，４３７円は、須崎スーパーストアの滞納額とな

っております。また、２１款諸収入の弁償金、移転補償契約に関する公金支出返還

請求事件に係る損害賠償金が１億６２７万９，７２９円となっております。 

 次に、８ページ、不用額でございますが、２款総務費１項総務管理１目一般管理

の委託料５１２万４，０００円につきましては、職員研修費１２万９，０００円、

出退勤等管理システム導入事業で４９９万５，０００円の不用となっております。

なお、出退勤等管理システム導入事業におきましては、現在、庁内全体で運用して

いるグループウエアに含まれる機能を活用したことから、予定より安価に導入でき

たことが要因でございます。 

 続きまして、また別冊でございますが、決算書をお願いいたします。３５７ペー

ジ以降に財産に関する調書を掲載しておりますので御覧いただきたいと思います。 

 ３５７ページ以降ですが、はじめに、公有財産につきまして、説明につきまして

は３６０ページ、３６１ページ、行政普通財産区分の表で御説明いたします。 

 まず行政財産から御説明いたします。行政財産の学校等の土地２，８５６平方メ
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ートル増につきましては、旧ショッピングセンターゆたか土地取得７，２３４平方

メートルと生涯学習課所管のカヌー場用地移管４，３７８平方メートルによるもの

で、建物、木造６１平方メートル減は工房南の取壊し、非木造８，６８１平方メー

トル増は旧ショッピングセンターゆたかの建屋部分になります。公園の土地８，０

９８平方メートルは、裏の自由公園及び駐車場、その他の施設の建物、木造１５２

平方メートル増は、集落活動センターあわ、非木造２６５平方メートルは鳴無神社

のトイレと野外体験施設となっております。次に、普通財産の土地、建物の土地７

７４平方メートル減につきましては、吾桑シクノ谷の売却によるものでございます。 

 続きまして、３６２ページの山林でございます。面積は昨年度末と同様で９７万

２，４０６平方メートルとなっています。立木の推定蓄積量につきましては、推定

算出のための計算式によりまして、２万８，０２２立方メートルになっていると。

次に、動産の船舶、物件の温泉権、無体財産の著作権、次ページ、有価証券につき

ましては移動がありませんでした。 

 続きまして、３６４ページ、出資による権利につきましても、高知信用基金協会

出資金以下２５項目全てで移動はございませんでした。 

 続きまして、３６５ページからの物品でございます。公用車の移動があるほか、

３６６と３６７ページにあるように、一部減少しているものや、３６９ページは増

加となったシステム端末や食洗機、エアコンのほか、浦ノ内の遊具などの物品につ

きまして記載をいたしております。 

 その他、３、債権、４、基金につきましては、３７０ページから３７３ページに、

基金運用状況につきましては３７５ページ以降に記載しておりますので、御確認を

いただきたいと思います。以上でございます。 

○海地委員長＝説明が終わりました。それでは、質疑に入ります。髙橋さん。 

○髙橋（立一）委員＝財産管理になると思うんですけど、もしかしたら何年も前には

話あったのかもしれませんが、公用車の管理の問題で、洗車について、結構、職員

の人が１年に何回か時間割いて洗車される実態が何回か見られておると思うんです

が、例えば洗車できる時間があるからやりゆうんでしょうけれども、例えばガソリ

ンスタンドと契約するとか、この次は何台洗っていただくとかということを決めて

やれれんもんやろうかというのをずっと考えよったがです。無駄とは言いませんけ

ども、その分仕事もできるし、そんなに経費的に要らないんじゃないかということ

も思いますので、そういった考えはちょっとないのかなというのが、常日頃思って

いるところなんですが、どうでしょうか。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝御指摘のとおり、公用車の管理につきましては、再々、御指摘もい

ただいておりまして、一昨年から職員で集中管理については洗うように、時々、洗

うようにしておりますし、各課管理の車につきましても、目立つものがあれば、各
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課に対しまして洗車するように呼びかけをいたしております。 

 ただ、事業者へ委託するやり方については、実際これまで検討したことはござい

ませんでした。非常に財政状況が厳しかった折から、経費節減のほうばかり、多分

集中してきた関係もあるかとは思いますが、そういう効率的かつ、何ていいますか、

合理的な管理方法があるということであれば、やはりここは検討するに値するのか

なということになると思いますので、そこら辺については少し課題とさせていただ

きたいなというふうに思います。 

○海地委員長＝髙橋さん。 

○髙橋（立一）委員＝ぜひ検討していただきたい。そういう手間とかそういう問題だ

けじゃなくて、車のほら、やっぱり公用車の維持を、ちょっとでも長い間きれいな

状態で保てるという部分も含めて、整備ではないけれども、洗車するだけでもやっ

ぱりちょっと違うと思うので、きちんと、そういう意味でもやる価値はあるかなと

いうふうに考えますので、ぜひ検討をよろしくお願いします。 

○海地委員長＝ほかに。松田さん。 

○松田委員＝本当に外注して、きれいな整備が大事だということで申し上げたいんで

すけれども、基本的なところの考え方が、市民の共有の財産と職員が思われちゅう

かどうか。コケが生えた車に女性の職員らが２人乗っていきゆうシーンを見て、乗

る前に不安になりながら乗っていったと思うんですね。自分の車は自分で管理され

るとはいえ、市の管理しゆう車について責任者、誰か担当者はいるかと思うんです

が、もう少し市民の財産としての財産価値を職員の意識がそこに行ってないことが

僕は問題だと思っていて、洗う洗うって、当たり前のことだと思います。それはも

う外注してくださいよ。今までもう１０年来、コケの生えたまま車乗っていくよう

な職員の考え方であれば、そこにまず職員の考え方を市役所の資質として、中土佐

町、土佐市、佐川町、周辺の役所でそんな車見たことないです。そういったことを

含めて、総務課長、目が合ったんで、質問じゃありません。議論してください。 

○海地委員長＝意見ですね。御意見を言うた、質問じゃないですね。 

○松田委員＝髙橋委員の関連。 

○海地委員長＝ほかに。よろしいですか。佐々木さん。 

○佐々木委員＝これ、ちょっと歳入のところで、もう一回決算の状況説明いただいて、

いわゆる市税、まさに地元での歳入状況とそれと国費なり県なりの歳入合計として

３．６％になってて、一応その比率として市の直接の収入と国からの収入のその比

率はどうなって、それから市税、コロナでこの二、三年かなり厳しい状況でありな

がら、かなりの収入になってるんじゃないかと思うんですが、その辺の結果の総括

的なところ、今出しました３点ぐらいの観点から。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝比率につきましては、この決算、主要施策の実績報告書のほうの３
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ページ。 

○佐々木委員＝２ページから３ページ見ながら話ししてる。 

○梅原総務課長＝３ページでございますが、それは自主財源という意味でいきますと

市税ですが、これが左から５つ目に構成比が出ておりまして、ここで１４．１％、

全体の歳入の中の。下へ行きまして、国費が１６．３％、県支出金が８．８％、以

下、自主財源として主なものとしては寄附金が１２．２％とか繰入金が２．８％、

繰越金が１．１％、諸収入１．１％等々となっています。 

○佐々木委員＝となっていると。それを踏まえて、全体としては歳入は増加している

と、そういうことでしょう。３．６％、歳入合計が、前年から見たら、そういう見

方やないのかな、これ。 

○梅原総務課長＝そうです。 

○佐々木委員＝その３．６％のあれが、自主財源が減って、ある程度県なり国なりの

あれが一応増えて、結果として増えてるという評価ではないわけやろう。その辺の

ところをどう分析するか。 

 ほんで、あとこのことに関して、自主財源の向上に向けて、例えばどういうとこ

ろを努力していこうとされているのかという、そこがちょっとお聞きしたいという

ことです。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝地方交付税につきましては、９．２％の伸びということでございま

すので、ここにつきましてはかなり流動的でありますので、年々非常に注視すると

ころでございますが、こうした自主財源が、市税が一定減って０．４％減った中に

おきましても、この地方交付税が伸びていったりとか、寄附金が伸びていったりと

かいうような、寄附金は今回マイナスですけども、全体で１２．２％を占めるとか、

そういった様々な要因で、何とか今、収入として全体的に伸びている状況にありま

すので、今後も引き続き歳入につきましては、そうした自主財源とか寄附金、いろ

んなことに国・県の数字の試算等に影響されることのない部分をしっかり伸ばして

いくことになるかと思います。 

 そうした中で、実はもうここへ来て、コロナの交付金でかなり財政規模は大きく

なってきておりますが、そこの部分はコロナの部分をのけたとしても、年々右肩上

がりでいけるような財政運営をしていきたいというふうに思いますし、財源の確保

に努めていきたいというふうには思っております。 

 いかに何をどうするかということにつきましては、なかなかこれはもう何かこち

らでコントロールできるものというのは非常に少ないというふうには思っておりま

して、市税につきましては、市民税にしましても法人税にしましても固定資産税に

しましても、これはもう人口減少も相まって、景気も含めてよくならないことには、

どうにもあまり手のうちはないのかなというところもございますので、全体的な状
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況を見ながら、慎重に、予算を組むときにそこの辺りを見極めていく必要があると

いうふうなことしかならないのかなというふうには思ってます。何かうまく説明を

ようしません。そんな感じでございます。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝率直なお話やったと思いますので、それで、ある面、いわゆるコロナ

関連の交付金がかなりのウエートを占めていると。ほんで、市税等はどうしてもマ

イナスになりますので、どうしても寄附、ふるさと納税とそれから、今回のさらに

海のまちプロジェクトや何かの寄附金等があり、さらにそういったプラスアルファ

に働く部分が、今は働いてると思うんですが、そういった中で、今総務課長がおっ

しゃった現状認識を踏まえて、副市長としてはどのような認識を持っておられます

か。 

○海地委員長＝副市長。 

○平井副市長＝佐々木委員おっしゃったとおり、一番大きなのはふるさと納税のとこ

ろで、財源確保してきてるところが一定反映してきてるのかなというところがあろ

うかと思います。そこは本当にシティープロモーション含めて、市長も取り組んで

おりますので、そういったところで財源確保を図っているというところです。 

 それとあわせまして、総務課長申し上げたとおり、コロナの給付金とか、それか

ら、活用できる財源とかいろいろありますので、そこは本当にこちらも工夫しなが

ら取り組んでいくというところにしたいかなと思ってます。 

 また新たに国で、また新たなちょっと物価対策のほうの話も出てきてるようでご

ざいますので、そういったところも積極的に補正等で組み合わせながら、できる事

業をしっかり取り組んでいきたいというふうに考えておるところでございます。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにありませんか。豊島さん。 

○豊島委員＝１ページの中で産業医委託料がありますけれども、今、職員の皆さん方

の健康状態といいましょうか、今はどんな状況になっています。数字からじゃなく

って、おおむねでいい。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝やはり職員の状況ということでいきますと、一般傷病よりはメンタ

ルヘルス、これによる長期離脱が一番懸念される材料にはなっております。 

○海地委員長＝よろしいですか。豊島さん。 

○豊島委員＝それが、その何ていうかな、前よりは職員の数で見るとですよね、もっ

と落ち着いてきたなみたいな、そんな状況でしょうか。それともむしろ、社会の中

でいうとコロナのこともあって深刻さを増しているというところありますよね。そ

ういう流れと同じ傾向でしょうか。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝先ほどちょっとやっぱりメンタルヘルスのほうが懸念されるという
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言い方にさせていただいたんですけども、決して年々改善されている状況にはない

ということでございます。 

○海地委員長＝いいですか。ほかにありませんか。松田さん。 

○松田委員＝財産管理のことなんですけれども、補助事業等を活用して購入したりし

たものでこうやって計上していく中で、以前もよさこいケーブルネットが整備して

いる光ファイバー網、年々多額の投資をしている、その財産管理について、台帳に

は上がってない、ケーブルとの相対で管理をやるゆうというけども、須崎市の財産

として投資をしたものの管理はやっぱり台帳へ上げるなり、明確にしとかんと、う

やむやにずっとケーブルとなっていきゆう関係は一遍整理をする必要がどっかでは

あると思うので、時間区切ってちょっとケーブルとの話合いなり、使用料のことも

含めて管理をしておかんと、災害で全部なくなったときに、あれは市の財産やった

け、もう一回復旧せえよと言われたとき、どうしようもないんじゃないかなと思う

んで。 

○海地委員長＝総務課長。 

○梅原総務課長＝今、企画情報課長もおりますけども、ここの決算ということで私の

ほうで、決算というか、財産の管理の中でということで私のほうで答えさせていた

だきますが、原課のほうでも現状、そういう認識で非常に危機感持っておりまして、

ケーブルテレビとはしっかり芯線１メートル幾らとかいう形の、そういう使用料の

支払いをしっかりしていただいて、管理は須崎市が逆にちゃんとやっていくと、こ

ういうようなことの管理方法に変更できないかということで、今、協議を開始をし

ようというところになっておりますので、委員言われる適正管理に向けて前向きに

取り組んでいきたいというふうに思っております。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。会計課長。 

○西森会計管理者兼会計課長＝それでは、会計課分について御説明申し上げます。 

 主要施策の実績報告書、一般会計の２ページでございますが、第２款総務費第１

項総務管理費第４目会計管理費５３万４，０００円は、会計事務に要した経費でご

ざいまして、その内訳といたしましては、消耗品や印刷代等の需用費が２２万３，

０００円、役務費として郵送料が１，０００円、釣銭用の徴収事務保管金としての

貸付金が３１万円となっております。以上でございます。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないですか。ないようですので、次に移ります。防災課長。 

○久万防災課長＝防災課です。よろしくお願いします。 

 主要施策の実績報告書４ページ、上段からを御覧ください。１２目防災対策費、
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決算額は５億８，９０４万円です。令和２年度の繰越明許費、地域防災施設整備事

業８６３万５，０００円、妙見、安和避難道整備費です。木造住宅耐震診断調査委

託料１４３万９，０００円、４２件分です。木造住宅耐震改修費補助金１，２０５

万、耐震設計改修費の補助金で１０件分であります。都市防災総合推進事業１，７

７８万７，０００円、大間避難道設計委託料１８１万５，０００円、大谷地区避難

道工事費１，５９７万２，０００円です。建築物耐震対策緊急促進事業４２２万７，

０００円、県が指定する緊急輸送道路、県道の建築物の耐震診断、設計に係る補助

金であります。ブロック塀等耐震対策費補助金１０７万２，０００円、６件分です。

老朽住宅等除却事業費３８９万１，０００円、老朽空き家撤去補助金で３件分であ

ります。防災行政無線デジタル化移行事業費４億７，８０２万円、事業完了による

精算額でございます。 

 続きまして、令和３年度分であります。防災用品費３４６万６，０００円、非常

食、災害用簡易組立てトイレ等の備蓄品の購入費です。全国市長会防災・減災費用

保険料１２０万７，０００円、消防防災ヘリ運航連絡協議会負担金１５７万円、防

災行政無線維持管理経費３８７万４，０００円、保守点検や維持管理経費でありま

す。自主防災活動組織支援事業費７８９万７，０００円は、８地区の連絡協議会と

各自主防災会５６団体に補助金を交付いたしております。地域防災体制整備支援事

業費２４８万２，０００円は、避難所常設自家発電機、避難所の備蓄品購入費でご

ざいます。木造住宅耐震診断調査委託料６２万２，０００円、４件分の耐震診断調

査委託料です。備品購入費１８２万２，０００円、災害用簡易組立てトイレ６基の

購入費です。木造住宅耐震改修費補助金３，１２８万円は、耐震設計改修費の補助

金で、２７件分であります。ブロック塀等耐震対策事業費６０万９，０００円、ブ

ロック塀の除去、フェンス等への改修補助金で、こちらも４件分です。避難所運営

体制整備加速化事業費１９７万９，０００円、避難所運営マニュアルが整備された

避難所の資機材購入費などで、この年は浦ノ内小学校への整備を行っております。

老朽住宅等除却事業費１１３万７，０００円、老朽空き家を撤去する補助事業で１

件分であります。災害対応型給油所整備促進事業費１４８万円、ＪＡ土佐くろしお

ひまわり給油所への非常用発電機施設の整備でございます。その他の経費１６１万

６，０００円、これは事務費でございます。 

 次に、１６ページをお開けください。１６ページ、下段のほうからになります。

９款消防費１項消防費１目常備消防費、決算額４億１，５２４万５，０００円、高

幡消防組合負担金などでございます。人件費など記載のとおりであります。なお、

救急業務協定負担金２３０万円は、土佐市消防署の救急車が浦ノ内東部へ出動する

ことに対する協定に基づく負担金であります。２目非常備消防費、決算額７，９２

８万８，０００円、令和２年度繰越消防防災設備整備事業費２，７７７万５，００

０円は、消防ポンプ自動車購入費で、南分団配備車両であります。人件費等は記載
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のとおりであります。消耗品費２２７万５，０００円、消防団車両、タイヤ、バッ

テリー、隊員装備品の購入費等でございます。消防用備品等維持管理費３８５万は

消防団車両点検料、修繕料等でございます。消防防災設備整備事業２，７８３万円

は、消防ポンプ自動車吾桑分団配備車両購入費でございます。３目水防費、決算２

４６万７，０００円は、県から受託しております海岸の門扉管理委託料でございま

す。 

 次に、決算審査資料を御覧ください。８ページでございます。２款総務費１２目

防災対策費１４節工事請負費で、地域防災施設整備事業９８万３，０００円、防災

行政無線デジタル化移行事業費２，６４０万円の不用額、合計２，７３８万３，０

００円となっております。以上でございます。よろしくお願いします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。豊島さん。 

○豊島委員＝この防災備品などが防災倉庫にも備えていただいている部分ありますよ

ね。この間、ちょうど若いお母さんや小さなの子供たちも一緒に避難訓練をしてみ

ようというふうなことで、須崎小学校の裏のところに上がっていったんです。その

ときに、２つ倉庫があって、地域の方と須崎市のがあったわけなんですけども、須

崎市のその倉庫の中に何が入っているか、そういうものを一般の市民が知っておっ

たら、自分たちが持ってくるものが、いっぱい持ってきたらええと思うけど、そこ

に置いとけるちゅうもんは、まあ、後回しでもいいかみたいな準備の具合もありま

すよね。そういうことを市民にＰＲしてもらいたいという意見があったんです。例

えば取りあえずあそこの倉庫に貼るとか、それから、機会があるときに市民にお知

らせをするとか、何かそんなことを検討してもらったら、そういう意見があったん

ですがどうでしょうね。 

○海地委員長＝防災課長。 

○久万防災課長＝確かに逃げて来られた方、また行かれた方が一見して何が入ってい

るか分かるいうのは非常に大事なことでございますので、いただきました御意見反

映したいと思います。 

○海地委員長＝ほかにありませんか。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝市議案第６０号令和３年度須崎市一般会計歳入歳出決算の認定

について、企画情報課所管分について御説明を申し上げます。 

 主要施策の実績報告書、一般会計の２ページでございます。２款総務費１項総務

管理費１目一般管理費の上から４行目になります。個人番号カード交付関連事業費

６９５万１，０００円は、地方公共団体情報システム機構への、個人番号カード関

連業務の事務委任等に係る負担金となっております。次に、２目文書広報費では、

広報関連報償費として、各部落の広報配布に対する報償費が１８７万８，０００円、
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広報「すさき」の広報、編集、印刷委託料が５２０万７，０００円、シルバー人材

センターへの広報配布委託料が９８万４，０００円、県議会県政だより折り込み配

布手数料が６３万６，０００円、消耗品費や郵便料など、その他の経費として１６

万９，０００円となっております。次に、６目企画費でございます。まず、企画費

の６行目、令和２年度の繰越しとなる地方創生臨時交付金事業費の光ファイバー網

整備事業の１億９，３８１万円は、浦ノ内地区のインターネット網を光ファイバー

ケーブルに整備したもので、同様に令和２年度の繰越しとなる地方創生臨時交付金

事業費の移動販売車両購入支援事業は１３９万３，０００円で、サンプラザの移動

販売車両購入に係る負担金でございます。次に、人件費として、行政改革推進委員

会委員報酬５万円、須崎市総合計画審議会委員報酬３万円、続いて、高幡広域市町

村圏事務組合負担金４０７万１，０００円、中土佐町廃止代替バス利用負担金４０

万円、これは中土佐町が運行する中土佐町矢井賀から須崎までの路線バスの利用負

担金で、地域振興総合協議会過疎部会負担金１９万１，０００円、公共交通計画負

担金２６８万円、これは公共交通計画は活性化協議会が作成したことから、策定に

係る経費を負担金として支出したもので、生活バス路線運行維持費補助金は、高陵

交通が運行しております土佐市須崎線及び須崎梼原線を維持するために、路線の各

市町で案分し、補助するもので７４６万６，０００円、公共交通活性化支援事業費

補助金５３１万円については、高陵交通の車両購入経費に係る補助金で、前段の路

線の運行車両の計画的な更新の路線の各市町において、案分して補助するものでご

ざいます。また、予約型乗合タクシー運行事業に１７万４，０００円の補助金とな

っております。 

 次に、３ページ、１３行目、まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業費は、総

合戦略内の産業振興計画に基づく２事業への補助金４９７万１，０００円となって

おります。続きまして、１５行目、すさきがすきさ奨学金返還支援事業費２２４万

４，０００円では、奨学金返還の支援として、１９名に対しての補助金となってお

ります。５行下の私立学校施設整備事業費２，０００万円は、明徳義塾中・高等学

校の寄宿舎新築に対しての補助金でございます。２行下の光ファイバ網整備事業費

２，８６９万５，０００円は、浦ノ内地区のインターネット網を光ケーブル化する

に当たり、当初見込額から追加となった光ファイバーケーブル敷設の際に、支障と

なる樹木の撤去やケーブルを電柱に共架する際の支柱等の設置工事費等でございま

す。その３行下、まち・ひと・しごと創生推進事業基金積立金３億１，０００万円

は、図書館を含む複合施設整備事業等への基金に積み立てるもので、図書館のある

海のまちづくり基金積立金４，８００万円は、立地適正化計画に基づく市街地整備

事業への基金の積立て、３行下のその他の経費２９万円は、桐間温泉のポンプの電

気料や久通のワゴン車の経費等となっております。続きまして、７目情報管理費の

主立ったものについて御説明いたします。回線接続費は、県情報ハイウェイ等の回
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線接続費で１６６万８，０００円、庁内ＬＡＮ保守委託料はネットワークなどのハ

ード、ソフトの保守に係る費用で５６９万５，０００円、電算業務アウトソーシン

グ料は機器の障害時のサポートや技術職員の常駐サポート業務で４３８万４，００

０円、ＣＭＳ運用保守委託料１０６万８，０００円は、ホームページの保守費用で、

県情報セキュリティークラウド移行設定業務委託料に１９８万円、グループウエア

使用料１８９万７，０００円、業務端末使用料２，２６０万５，０００円は、職員

が日常業務で使用しているパソコンのリース料で、自治体中間サーバー利用負担金

４１６万３，０００円、共同型住民情報システム運営事業費５，３１４万５，００

０円は、住民情報システム利用料や大量帳票印刷委託料などで、その他の経費１０

３万５，０００円は消耗品等となっています。 

 以上よろしくお願いします。 

○海地委員長＝説明が終わりました。これより質疑に入ります。松田さん。 

○松田委員＝令和３年度事業のことなので分かる範囲で。移動販売車の車両購入費の

サンプラザへの支援事業１３９万３，０００円というのがあって、これは県の事業

としてやったので、須崎市が一部負担をしたという解釈でよろしいですか。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝そのとおりでございます。県と１５市町と事業者それぞれが３

分の１というような形となっております。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝例年出てくるんですが、須崎市のホームページの維持管理の費用として、

当然、毎年こういったＩＴ系に関する事業費がぼんぼんぼんぼん、年々増えるいう

ことは、もう理解をしますが、ホームページのコンテンツの内容に対して、須崎市、

もう１０年来、あまり変わることなく、県らから来た情報をそのままＰＤＦでただ

アップしているだけのものが非常に多く見受けられます。更新のことに関しては、

随時コロナであったりとか、いろんなことに対しては瞬時出されるんですが、維持

管理費、もう少し見直しをして、ちゃんと市民も今スマートフォン化もどんどん進

んでいく中で、令和５年度に向けて、もう少しホームページの更新も含めて維持管

理を見直していくような考え方はないですか。議論が進みよったらいいんですけれ

ど、どういう、ホームページに関する考え方を少し。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝須崎市のホームページが他市町に比べて少々見にくいというの

は、以前から企画のほうに御指摘もございますので、より見やすく分かりやすいホ

ームページにするようにということで、考えながら行っているところですが、根本

的な、全体的ながらっと変えるというのは長期契約といいますか、何年契約になっ

ておりますので、今、来年から変えるというのは非常に難しいかもしれませんけれ

ども、それぞれの更新については担当課に今お任せしておりますが、最終企画のほ
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うで確認もするようにしておりますので、見やすいような改修について、さらに努

めていきたいとは思っています。 

 ただ、それと使いにくいところの修繕については、気がつけば対応を順次してい

くようにはしておりまして、例えば昨年度ですとホームページを更新をかけたとき

から、更新が反映されるまでの間は画面が出にくかったというような状況があった

んですけれども、そういったところについては随時直したり、お金をかけて直した

りもしておりますので、改善といいますか、指摘のあったところは極力対応して直

すようにもしておりますし、見やすいホームページに努めることが一番と思って、

今やっておりますけれども、また気がついたことがあれば御指摘いただいて、チェ

ックしていきたいというふうに思います。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝もうまさに情報管理費については、中身が我々も専門ではないので、本

当にどういう金額が何に使われるかという、物すごく理解がしづらい。もう出てき

た金額が、ああ、もう決算だなとしか理解が非常に難しいので、もうそこは担当課

長らがしっかりと精査した中で業務やられるということで、ただ、見えるところだ

けはしっかりと市民向けのサービスの向上に向けてぜひお願いしたいと思います。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝予約型乗合タクシーの補助金というのは、１７万４，０００円、比較的

金額は小さいかなというふうに思うんですけど、これであればもう１か所ぐらい、

例えば吾桑は別の形で具体化しようとしているけれども、例えば上分だとかですよ

ね、そういう要望のあるところに対して、何か一日でも早く事業化できないかなと

いうふうに私は思うんですけど、これの形を広げていく、今、この形が非常に満足

しているというようなことではないかもしれないけれども、いろいろ模索しないと

いけないと思うんですよね、この市民の移動する権利を保障するというふうなこと

は。あれやってみてもいかん、これやってみてもいかんけど、とにかくやってみな

がら改善して、しかし、住んでいる人もちょっと替わるわけなので、非常に流動的

な運用というか運行しかできないと思うのですけど、これぐらいの金額であれば、

もう少しいけるんじゃないかなと思うけど、どんなふうにお考えですか。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝地域によって求める移動手段の方法が違っておりましたので、

今回、吾桑地区では例えば俗に言う久通方式といいますか、車両を構えてというほ

うがいいということでありましたので、そのようにいたしました。 

 多ノ郷の今こちらに出ております予約型乗合タクシーのほうのやり方も、もちろ

んこのやり方がいいということであれば検討はいたしますけれども、上分のほうで

も、今後、協議を続ける予定はもちろんしておりますが、予約型とは違う形のほう

がという声を多く聞いておりますので、そこで、地域の方の声をできるだけ反映す
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るようにしていきたいと思います。 

 こちらで言う１７万４，０００円は、ちなみに実際にかかったタクシー料金に対

して、タクシー会社に補てんするような形ですので、料金自体は確かに高額にはな

らない、今、多ノ郷でやっているところは人数がうんと少ない地域ということもあ

りますけれども、金額でいえば、それほどかかりませんけれども、金額の問題とい

いますか、地域の方が一番利用しやすいといいますか、望むべきような形が取れれ

ばいいのかなというふうには考えます。もちろん予算があってのことなんですけれ

ども、そこは地域の方と協議しながら進めていきたいというふうに考えています。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝あと１点。今、明徳に対して支援をしているのですけれども、留学生の

人数とかですね、どんなふうな状況でしょう。それと、最近はもうほとんどが中国

からの留学生ですよっていうようなことを聞いたんですけど、そういった国別で言

うとどんな状況に今なっているか、分かる範囲でお願いします。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝コロナ禍がありましたので、海外から来ていただく方というの

はかなり少なくなっているということを聞いております。 

 今回のこの支援につきましては、令和元年度に寄宿舎が完成したわけですけれど

も、その頃は今のようなコロナ禍ではありませんでしたので、そのときに３億円を

限度に、完成していたときに１億円、その後、年間２，０００万円ずつをというよ

うな支援の仕方を決定しております。ただ、コロナ禍等もあり、寄宿舎を構えたも

のの、それほど人数が来ない場合ということが生じてきたということもございまし

たので、令和４年度からは生徒の数に応じるような形で調整するというような決め

事も決めております。人数自体は少なくなっているというふうに、ちょっと今手元

に何人というのはようお答えしませんけれども、少なくなっているというように聞

いておりますけれども、それでも一定数は留学生もいるということでありますので、

この支援は継続して、当初の予定どおり継続しているということでございます。 

○豊島委員＝お国は、国は。 

○宮本企画情報課長＝中国とかが多かったというふうに思います。ごめんなさい、今

どこがどのくらいというのは、申し訳ない。 

○海地委員長＝よろしいですか。 

 佐々木さん。 

○佐々木委員＝すみません、簡単に。２ページの企画費のところで、すみません、集

落活動センター事業費というのは、これは安和の事業でおおむね決まっているんで

すか、この内容。 

○松浦元気創造課長＝それ、すみません、元気創造課です。 

○佐々木委員＝元気創造課かね。妙に聞いてなかったなと。 
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 それとすみません、もう一点、中土佐町廃止代替バス利用負担金、これをもうち

ょっとすみません。 

○海地委員長＝企画課長。 

○宮本企画情報課長＝高陵交通の運行している須崎の路線は土佐市須崎線と須崎梼原

線があるんですけれども、以前は中土佐町まであったんですけれども、それが廃止

になって、廃止になったときに中土佐町が困るということで、今、中土佐町が独自

で矢井賀から須崎までのバスを走らせていただいてます。それは中土佐町が運営す

るものですので、通常は須崎は飛ばして、中土佐町から須崎駅の形だけで来るんで

すけれども、せっかく須崎を通りますので、須崎の方も乗せてほしいという相談の

下、負担金といいますか、ここ近年でいえば４０万円をお支払いして利用させてい

ただいているというようなことを毎年続けているということでございます。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝それは、中土佐町の方は無料で乗せてもらっとるというふうに聞いて

ますが、須崎市の場合の乗車賃はどうなってますかね。須崎の市民の場合の乗車賃。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝運賃は忘れましたけど、無料ではなかったと思います。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝いや、中土佐町民は無料と聞いてるけど、そうじゃない。それはもう

うちの事やない外のことやき。須崎市民は無料ではないわけ。 

○宮本企画情報課長＝はい。 

○佐々木委員＝それともう２点、この生活バス路線運行維持費補助金、これ、内容ち

ょっと聞き逃した、説明したかもしれんけど。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝先ほど申しました高陵交通が走らせている現在のバスが、土佐

市から須崎線と須崎から梼原線という２本になります。この２本については、高陵

交通も人数が、利用者が減っているということで、赤字路線となっております。赤

字をずっと継続していくのは経営に無理があるということで、以前に近隣市町のほ

うで補助金を出して、補助してでも利用してくれないかということで、今、高陵交

通にお願いしながら、走っている路線というのが、土佐市須崎線と須崎梼原町線に

なっているわけであります。それで、それぞれ通る市町村で距離別と均等割という

ような形で、合意の上で補助をしているという状況でございます。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝これ、当然、高陵交通自体の負担金、自分でも負担されたのも     

と思うんですが、ある程度このままいって、一定この負担金は出して、補助金は出

した上でも、なおかつ事業者負担が無理やというところまで来る可能性はあるんで

すか。 
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○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝事業者負担はもう無理なとこへ多分来てるんで、そこの部分は

もう市町村でカバーしているのが現状で、この負担金も上がりぎみ、上がり傾向に

あるという状態です。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝ということは、事業者等、ゼロに近いということ。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝収益が当然上がりますので、ゼロではないと思いますけれども、

近隣市、少なくとも経営にはこれほど要ると言われる高陵交通の計算を、近隣市町

村で分けて補助しているような状態です。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝もう一点だけ。これは次の公共交通活性化支援事業費補助金、これ５

３０万というところまで積みあがってきちゅう。これはいろいろ説明も聞いてて、

公共交通計画は出来上がって、さらにもう取り組みが進んでるというふうに今いろ

いろ答弁があって、ちょっとその辺のところは全体像が見えてこないんやけども、

ここはそれに関連することやと思うけど、もうちょっとここの辺を。 

○海地委員長＝企画情報課長。 

○宮本企画情報課長＝ここは、活性化支援事業費とついているので、計画のことと間

違いないですけれども、計画のことじゃなくて、先ほどの高陵交通の路線を維持す

るために近隣市町で負担して補助しているということがありましたけども、それは

あくまで高陵交通の経営に対する補助でありまして、路線維持のための。高陵交通

さんが持っているバス自体が、もう１０年、２０年、３０年になっているバスでご

ざいますので、バス自体を変えなければいけない。バス自体を高陵交通が新しくす

るのであれば、経営を圧迫するのでちょっと路線を維持できないということで、古

いバスを順次更新していくという形のバスの更新の、近隣市町でこれも案分した補

助金ということです。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにありませんか。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。 

 プロジェクト推進室長。 

○國澤プロジェクト推進室長＝それでは、プロジェクト推進室所管の主なものについ

て御説明を申し上げます。 

 主要施策の実績報告書１ページをお願いいたします。まず２款１項１目一般管理

費の中ほどです。市長の公務に要する経費としまして、普通旅費で６５万４，００

０円、市長交際費で３７万７，０００円となっています。 

 ２ページをお願いいたします。１行目です。市長会負担金６６万円となっていま
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す。６目企画費の令和２年度繰越明許費のプロジェクト推進事業費２０６万１，０

００円は、東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーの実施に伴う費用で、

警備委託料が主なものの経費となっております。同じく繰越しの企業等誘致促進事

業費２，８７１万円ですが、株式会社カネエイへの立地奨励金２，５７１万円と雇

用奨励金、６人分ですが、３００万円となっております。次に、地方創生臨時交付

金事業で、カヌー合宿助成事業ですが、６５万４，０００円ですが、本市でのカヌ

ー合宿を行っていただきました県外の高等学校やカヌー協会への奨励助成金となっ

ております。 

 続いて、３ページに移ります。上段中ほどのプロジェクト推進事業費３４万７，

０００円は、企業等誘致促進審査委員会委員の報酬のほか、事務処理経費となって

おります。次に、地域おこし協力隊費のプロジェクト推進室２名分では、カヌー場

での合宿やオリンピック関連事業に携わっていただいた２人分の人件費、また家賃

等の経費で５８７万円となっています。地域おこし協力隊活動費では、海洋スポー

ツのＰＲに要した旅費や車両リース料などの活動経費で１４２万円となっておりま

す。次に、東京オリンピック・パラリンピック合宿誘致関連事業費２８７万９，０

００円では、チェコチームの事前合宿受入れに対応に要する経費で、主なものでは

会場でのモーターボートによる監視等の委託業務、また、チェコチームの事前合宿

のためのカヤックやトレーニング機器の購入費用となっております。続きまして、

野外体験施設整備事業費７億５，２３２万４，０００円ですが、ロゴスパークシー

サイド高知須崎及び浦ノ内遊具公園の整備に要する経費で、主なものでは用地測量

や設備の設計等の委託業務に２，６４４万円、また、施設整備に要する土地の造成、

施設の建築、電気等の工事費に６億３，８７５万円、土地の購入費用に１，８２１

万円、物件の移転補償に６，６００万円となっております。次に、海のまちプロジ

ェクト推進事業費７，１１２万９，０００円では、海のまちプロジェクト推進協議

会への補助金で、内容としましてはＪＲ須崎駅のリニューアルに係る工事費用６，

７００万円ですが、また、イルミネーションや駅前でのマルシェ開催に要する費用

に対する補助金となっております。次に、地方創生臨時交付金事業費１２４万２，

０００円は、合宿誘致関連事業ですが、１２４万２，０００円はカヌー場のトレー

ニング室へのトレーニング機器の購入費用となっております。 

 続いて、決算審査資料の８ページをお願いいたします。２款総務費１項総務管理

費６目企画費１８節負担金補助及び交付金の海のまちプロジェクト推進事業費１２

５万３，０００円ですが、推進協議会の補助事業費の確定による不用額となってお

ります。その下の繰越企業等誘致促進事業費１，３０７万円は予算計上しておりま

したが、企業の事業の進捗により、令和４年度交付見込みとなったもので不用とな

ったものでございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 
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○海地委員長＝説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。 

  〔「ちょっと休憩」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝では、暫時、１０分間休憩をいたします。 

 

午後 ２時０３分 休憩 

午後 ２時１２分 再開 

 

○海地委員長＝それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。元気創造課長。 

○松浦元気創造課長＝それでは、元気創造課所管分の主なものに関しまして、主要施

策の実績報告書により説明させていただきます。 

 報告書の一般会計２ページ、第２款総務費第１項総務管理費第６目企画費、令和

２年度繰越明許費のうち集落活動センター事業費４，１６６万１，０００円は、集

落活動センターあわの整備に要した費用でございます。 

 次のページ、３ページ目です。２行目、すさきがすきさ応援事業費につきまして

は、ふるさと納税に係る事業費でございまして、１０億２，２２１万７，０００円

となっております。内訳といたしましては、返礼品発送等委託料８億２，０１１万

１，０００円、返礼品の送料などその他の経費で２億２１０万６，０００円となっ

ております。次のすさきがすきさ応援基金積立金９億１，８９６万円は、ふるさと

納税による寄附金の積立金です。次の移住促進等集落維持再生事業費１，５７４万

１，０００円は、移住・定住促進のための総合的な相談業務等に係るＮＰＯ法人暮

らすさきへの委託料及び移住希望者等への借家を提供するための住宅改修に係る補

助金等となっております。次の集落支援員配置事業費５１３万６，０００円につき

ましては、安和の集落活動センター運営費で、主なものといたしまして、集落支援

員２名の人件費や机、椅子などの備品購入費となっております。集落活動センター

事業費１００万４，０００円は、集落活動センターあわのロールカーテンの購入費

となっております。須崎的文化創造戦略事業費はビジネスプランコンテスト開催経

費及び前年度に最優秀となったプランへの補助金、合わせて１５６万２，０００円

となっております。次に、すさき街角ギャラリー運営費につきましては、指定管理

に伴う委託料１，１１０万、駐車場賃借料１８万の計１，１２８万円となっており

ます。次の芸術のまちづくり事業費につきましては、現代地方譚９実施のための補

助金６００万円でございます。マスコットキャラクター事業費３，０２８万１，０

００円は、しんじょう君事業の外部委託料及びコロナの影響により中止となりまし

たが、ご当地キャラまつり実行委員会への補助金でございます。次に、３行飛ばし
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まして、地域おこし協力隊費１，３１１万９，０００円のうち、元気創造課２名分

につきましては７２４万９，０００円となっておりまして、ジビエのお肉の普及啓

発のための２名分の人件費並びに住居の借り上げ費用等となっております。地域お

こし協力隊活動費は２４７万１，０００円となっておりますが、このうち元気創造

課２名分の活動費は旅費、需用費等１０５万３，０００円となっております。第６

目、下から３行目になります地方創生臨時交付金事業費、移住定住促進事業は、移

住定住事業の推進のための効果的な移住施策展開のためのコンセプトづくりなどを

行う委託料として１５０万円を支出しております。 

 続きまして、４ページになります。第１１目コミュニティー推進事業費のうち、

コミュニティー推進事業費補助金１４０万５，０００円につきましては、川西集会

所の上水道給水管新設及びトイレ改修工事をはじめ、５件のコミュニティー施設の

修繕、改修に要した補助金となっております。 

 続きまして、１４ページをお開きください。第７款商工費第１項商工費を御説明

いたします。まず第２目商工振興費、令和２年度繰越明許費、地方創生臨時交付金

事業費、事業者経営支援給付金給付事業費３，８９４万８，０００円は、新型コロ

ナウイルス感染症の流行に伴い、事業の収益が悪化している飲食店や宿泊業、観光

バス事業者に対し、事業継続、雇用維持を支援するため給付金を支給したものでご

ざいます。同じく地方創生臨時交付金事業、商店街調査事業２４１万７，０００円

につきましては、おおむね須崎駅前から旧ゆたか店に至る商店街を調査区域とし、

空き店舗の所有者等への意向確認等を行うため、商工会議所に業務委託を行ったも

のでございます。３行下です。道の駅管理運営事業費は５２３万１，０００円とな

っておりまして、その主な内容は道の駅の清掃等の委託料や修繕料となっておりま

す。次に、２行飛ばしまして、消費生活相談体制整備事業費２０７万円は、消費生

活相談員配置に係る会計年度任用職員の雇用経費となっております。２行飛ばしま

して、次の商店街等振興計画推進事業費補助金４，０６７万６，０００円の内訳は、

須崎産業推進総合支援事業費補助金を、株式会社小島水産に対し、水産加工施設等

整備事業の実施に係る補助金として３，９６０万５，０００円、また、中心市街地

活性化協議会が実施しました商店街活性化事業に対し、補助金１０７万１，０００

円を補助、交付したものであります。続きまして、第３目観光費につきまして御説

明します。まず、令和２年度繰越明許費として、地方創生臨時交付金事業費観光拠

点等整備事業５，９３８万９，０００円につきましては、ウィズコロナ、アフター

コロナ社会における自然体験型観光資源の整備として、鳴無地区のトイレやカヌー

乗降用の桟橋の改修等を行ったものでございます。次に、観光漁業促進事業費委託

料２００万円につきましては、浦ノ内湾での新たなフィッシングスタイルの調査や

ＳＮＳを通じた情報発信のための映像撮影等を実施しております。２行飛ばしまし

て、須崎市観光協会への補助金が１，１１６万４，０００円、体験観光推進事業費



令和 ４年度 ９月定例会 総務委員会 

 

66 

の５５０万円は、教育旅行の受入れに係る観光協会への委託料となっております。

国際交流員招致事業費１７６万９，０００円は、フランス人交流員の配置に要した

経費でございますが、交流員が８月に退職をしており、それまでに要した費用とな

っております。次に、地域おこし企業人負担金５６０万円につきましては、株式会

社ＪＴＢから観光協会に出向していただいております職員に要する経費となってお

ります。次に、須崎まつり事業補助金が４７８万５，０００円、その他の経費１１

６万の主な内容といたしまして、観光漁業センター浮き桟橋連絡橋の修繕費や道の

駅、ぐるーめ、街角ギャラリーに設置をしております観光媒体の利用料、保守管理

委託料などとなっております。 

 次に、令和３年度決算審査資料のほうを御覧ください。８ページでございます。

不用額についてでございます。８ページ、一番下の行になります。第７款商工費第

１項商工費第３目観光費のうち、工事請負費につきましては、地方創生臨時交付金

観光拠点等整備事業の鳴無地区トイレ設置及び鳴無地区カヌー乗降用の浮き桟橋の

設置、また、坂内カヌー場の乗降用桟橋改修工事に係る入札減による１２９万９，

０００円の不用額でございます。また、負担金補助及び交付金１９６万８，０００

円のうち、観光費１８５万１，０００円につきましては、須崎市観光協会への補助

金の精査による減額でございます。 

 以上になります。よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。豊島さん。 

○豊島委員＝国際交流員が８月で退職されたということですが、あとはどういうふう

にこの事業を続けていくかどうかということをお聞きしたいです。 

○海地委員長＝元気創造課長。 

○松浦元気創造課長＝退職をした後、じゃあ、後任の方をということであればその方

については予定がなかったということとなっております。令和４年度に関しまして

も、そこの雇用の分の予算は計上いたしておりません。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝いや、今後この事業をやっていかれるかということです。 

○海地委員長＝元気創造課長。 

○松浦元気創造課長＝国際交流員という形で雇用をしてということは、今のところ考

えていません。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝４ページのコミュニティー推進事業費の中のコミュニティー推進

事業補助金の１４０万５，０００円、これ、例の２分の１のやつですかね。それを

ちょっと聞いときたい、すみません。 

○海地委員長＝元気創造課長。 
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○松浦元気創造課長＝おっしゃるとおりです。コミュニティーの推進事業、主に集会

所の改修等に補助金、補助交付をするものとなっております。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝いや、私のお聞きしたかったのは、同じ形で事業をこれから続けていく

つもりがないというのであればですよね、じゃあ、その国際交流員を今まで配置し

てきた、その、何ていうか、効果といいましょうか、その目的とかですよね。そし

て、どういう効果というか、そういうものがどのような状況であったかとかいうよ

うなことを分析をされて、じゃあ、次はもう国際交流員としては配置はしないとい

うふうなことなのかなと思って、ちょっとそこら辺をお聞きしたかったがです。 

○海地委員長＝元気創造課長。 

○松浦元気創造課長＝そうです、おっしゃるとおりとなります。フランス人の国際交

流員を、元気創造課に配置をしまして、主に観光、インバウンドを呼び込むという

ところでの目的だったと思いますが、コロナというところもあって、国際交流員の

方が最後おられたときは、主に仕事、業務というところがちょっと少なくなってき

たかなと思います。 

 これから、そのインバウンド、観光というところ、担当課がちょっと変わっては

きますが、そこを目的として、国際交流員ではなくて違う形での事業展開というの

を、これ、文化・スポーツのほうになるんですけれども、ということで認識してい

ます。もちろんこの国際交流員が配置をされていた間については、いろいろ料理教

室をしたりとか、いろんなフランスのことを体験できるような事業はやっていたと

思いますし、そこに対する一定の効果というのは出たと思います。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝今、ジビエがどの程度軌道に乗ってきたのかなというので、今の受け止

めですね。この事業の受け止め、現場の受け止め、どんなふうな状況になっていま

すかね。 

○海地委員長＝元気創造課長。 

○松浦元気創造課長＝ジビエ肉というところで、ちょっとやっぱりなかなか料理に取

り入れづらいというところは多分皆さん、あるんじゃないかなと思っています。こ

ういう料理を、こういう調理の方法をしたらもっとおいしいというところで、いろ

んな調理方法を紹介するパンフレットを作ったりとか、いろいろ浦ノ内のジビエで

も考えてはいただいているようです。年に数回、市の職員を対象にして販売します

ということで取りまとめをさせていただいたりとか、高知市とかの量販店に行って

イベントに参加する中で、ジビエ肉というのを普及、促進というのを活動してくれ

ています。 

 なかなかやっぱりお肉自体に対する、ちょっと好きじゃないというところもある

かもしれないので、できるだけそういうものが取り除けるような取り組みはしてい
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ただきたいなと思っています。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。税務課長。 

○森光税務課長＝それでは、税務課分の令和３年度決算について御説明をいたします。

よろしくお願いします。 

 主要施策の実績報告書、一般会計の４ページ、２款総務費２項徴税費でございま

す。 

 １目の税務総務費でございますが、決算額１億２，４２２万９，０００円から職

員の人件費を除いた７９９万８，０００円のうち、主なものについて御説明をいた

します。 

 まず、３行目の登記の追録に１６万３，０００円、土地公図修正業務委託料に２

８万円、これは法務局において変更のあった登記について、税務課所管の公図を法

務局の公図に合わせて、年２回、８月と２月に修正するもので、高知県公共嘱託登

記土地家屋調査士協会との契約でございます。次の標準宅地鑑定評価委託料につき

ましては６４７万６，０００円で、高知県不動産鑑定士協会への委託契約となって

おり、標準宅地の時点修正及び鑑定評価を実施するために必要な業務でございます。 

 ５ページ、２行目、県市町村軽自動車税運営協議会負担金は４３万３，０００円、

地方税共同機構負担金は５２万２，０００円となっております。続きまして、２目

賦課徴収費でございます。１行目の人件費につきましては、税の申告時期に雇用し

ている会計年度任用職員の雇用の経費としまして１２３万３，０００円、配当控除

に対する所得の還付申告による還付と現年度還付加算金を現年度還付金としまして

９６万４，０００円、また、過年度還付金等６７４万５，０００円は、前年度まで

に納付済みの税の還付によるものでございます。続いて、事務用品、消耗品に４８

万８，０００円、納税通知等の印刷製本費に６８万３，０００円、納税通知書等郵

送料に３４８万円、預貯金など照会手数料に１５万４，０００円、地方税電子申告

サービス利用料に８７万１，０００円、これは地方税のインターネットによる申告

受付サービス及び地方税共同機構が運営している地方税ポータルシステムｅＬＴＡ

Ｘによる公的年金の特別徴収に伴うデータ送受信サービス、国税連携機能に係るデ

ータの送受信に必要な機能を提供するサービスなどの利用料でございます。市税振

込手数料として１７万９，０００円、これは口座振替に係る手数料で、銀行等及び

にゆうちょ銀行に支払うものでございます。内訳としましては、銀行等に係る手数

料が１件１０円、ゆうちょ銀行に係る手数料が１件３０円となっております。コン

ビニ収納手数料に７８万４，０００円、軽自動車情報提供システムサービス使用料

に２６万３，０００円、地方税共通納税システム保守委託料３０万４，０００円は、

当市で扱う法人市民税や個人市県民税などの電子申告納税に対応するための地方税
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共通納税システムの年間保守委託料でございます。申告データ送信ファイル作成機

能保守業務委託料８万９，０００円につきましては、確定申告による申告データを

送信するための国税庁提供ツールへのファイル作成を既存システムに追加導入した

機能の年間保守業務委託料でございます。次に、租税債権管理機構の負担金に４４

９万７，０００円を支出しております。租税債権管理機構へは、国保健康保険特別

会計などから６８９万４，０００円を支出しており、須崎市における負担額としま

しては、合計１，１３９万１，０００円となっております。その他の経費を合わせ

て、合計２，１３３万５，０００円となっております。また、税目別決算額と徴収

率は表のとおりでございます。表の下から２行目、市税全体は徴収率９５．６％と

なっており、前年度に比べて０．３％増となっております。これにつきましては、

固定資産税の収納率が増加しております令和２年度において、新型コロナウイルス

感染症の影響により、徴収猶予した税額を令和３年度に納付されたことが主な要因

となっております。 

 次に、決算審査資料７ページを御覧ください。一般会計の１、収入未済額の内訳

でございますが、１款市税について御説明いたします。市税の収入未済額は総額で

１億１，６４９万８，１４２円で、前年度より１，１９１万円ほど減少しておりま

す。税目ごとには表に記載しているとおりでございます。また、税別の徴収率でご

ざいますが、説明欄に記載のとおり、個人市民税につきましては現年分９９．１％、

合計９７．４％で、対前年度比で０．１％増、法人市民税につきましては現年分９

９．９％、合計９９．６％で、前年度比で０．６％の増、固定資産税につきまして

は現年分９８．６％、合計９４．２％で、対前年度比で０．５％の増となっており

ます。軽自動車税につきましては、現年分９８．３％、合計９５．５％で、前年度

比では同数となっております。なお、こちらの徴収率でございますが、不納欠損額

を調定額から差し引いた徴収率となっておりますので、さきに御説明いたしました

主要施策の実績報告書のものとは若干数字に差異がございます。 

 今後とも一層の徴収率向上を目指し、滞納整理に取り組みながら未済額の減額を

図ってまいりたいと考えております。以上でございます。 

○海地委員長＝説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。ございませんか。よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。人権交流センター所長。 

○井上人権交流センター所長＝人権交流センターです。よろしくお願いいたします。 

 主要施策の実績報告書、一般会計の７ページでございます。 

 ３款民生費１項社会福祉費７目人権交流センター費の令和３年度の決算額は３，

５８３万８，０００円であります。内訳につきまして、主なものを説明させていた

だきます。まず、令和２年度繰越明許費で、人権尊重の社会づくり事業費としての
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１０７万円でございますが、「須崎の部落史」発刊に係る費用でございます。人権

交流センター運営に係る人件費につきましては、職員３人に係る給料、手当等、共

済費が１，９９６万９，０００円、会計年度任用職員の報酬等の雇用経費が６２６

万８，０００円で、人件費合計２，６２４万７，０００円の決算額となっておりま

す。次に、各種教室講師謝礼５４万円につきましては、人権交流センターが行って

いる事業として、料理教室、健康体操教室、洋裁教室等となっております。電気料

３１１万１，０００円は、人権交流センター及び街路灯分でございます。施設等修

繕料６６万８，０００円は、街路灯の修繕料、交流センターの雨漏り修繕等でござ

います。 

 次のページの上から８行目、トイレ改修工事費７２万６，０００円につきまして

は、交流センター１階トイレを洋式に改修した費用でございます。その下、７行目

の人権尊重の社会づくり事業費５９万５，０００円は、７月の部落差別をなくする

運動強調旬間中の講演会等の事業費、その下の人権啓発活動費６８万９，０００円

につきましては、１２月の人権週間中に要した費用てございまして、人権講演会に

係る費用や市内の保育園、小・中学校などに配付しています人権の花等に係る費用

でございます。 

 続きまして、９ページ、４目児童センター費につきましては、決算額は３１万７，

０００円となっています。各種教室等講師謝礼１４万６，０００円は、子供の硬筆

教室等の講師謝礼金であります。その他の経費１７万１，０００円は、児童センタ

ーの消耗備品費や児童安全共済の保険料、図書室の本の購入費等でございます。 

 次に、決算審査資料７ページでございますが、２１款諸収入貸付金元利収入のう

ち社会福祉更生資金２万６，７５０円につきましては、個々に納付催促の文書を多

くするなど償還に努めておりますが、現在においても経済的な理由等で支払いが遅

れている方の未収金であります。 

 人権交流センター分は以上です。よろしくお願いします。 

○海地委員長＝説明が終わりました。これより質疑に入ります。豊島さん。 

○豊島委員＝コロナ禍でいろんな講演会とかっていうのは、あまりやられていなかっ

たわけですけれども、やっぱり七つのテーマについて啓発をしていこうというふう

なものがあると思うので、取り組みの中には、男女共同参画に関する取り組みとい

うふうなことについては、どんな具合になっているのでしょうか。 

○海地委員長＝人権交流センター所長。 

○井上人権交流センター所長＝男女共同参画の女性の人権等については、１２月の人

権週間のときに、大体７月の「部落差別をなくする運動」強調旬間のときには同和

問題を中心に啓発を行っていくいうことにしておいて、１２月の人権週間中に女性

の人権を含めた人権全般について啓発を行っていくというふうなことでしておりま

す。 
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○海地委員長＝よろしいですか。ほかにございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。福祉事務所長。 

○嶋﨑福祉事務所長＝福祉事務所です。よろしくお願いします。 

 それでは、令和３年度の福祉事務所が所管する決算状況につきまして、主要施策

の実績報告書の内容に沿って主なものを説明させていただきます。 

 まず一般会計の６ページ、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費でござ

います。中段にあります民生委員協議会補助金は、交付要綱に基づき４７１万３，

０００円、次に、社会福祉協議会運営補助金は３，９９６万８，０００円となって

おります。それから、下段のほうにあります、あったかふれあいセンター事業費２，

４１２万円でございますが、令和３年度につきましては社会福祉協議会がサテライ

トを含め計３か所と、あと浦ノ内、安和地区でそれぞれ実施をいたしております。

それと、その下の子育て世帯等臨時特別支援事業費、非課税世帯等給付金２億９，

３１１万７，０００円でございますが、令和３年度住民税非課税世帯等に対しまし

て、１世帯につき１０万円を支給いたしておりまして、令和３年度の支給実績は２，

８８７世帯でございます。次に、２目障害者福祉費でございます。中段にあります

高幡障害者支援施設組合負担金１５６万７，０００円は、梼原みどりの家に対する

負担金です。現在、須崎市から９名の方が入所いたしております。それから、少し

飛びますが、心身障害者扶養共済補助金１１６万６，０００円は、運営主体の県へ

の補助金であり、保護者が一定の金額を納めることにより、保護者の死亡後、障害

のある方に年金として支給されるもので、２３人に支給されております。その下の

重度心身障害児者医療費４，７１８万円は、重度の心身障害者の医療費の自己負担

分の補助と審査支払い手数料等の経費で、対象者は４２０人でございます。その下

の特別障害者手当等給付費６９０万５，０００円は、身体、知的に著しい重度の障

害のため、日常生活において常時特別な介護が必要な在宅障害児者２６人に給付を

されております。その下の福祉タクシー事業費４７１万８，０００円は、タクシー

チケット２０１人、ガソリン券１２９人にチケットを交付したものの実績となって

おります。 

 次に、７ページに移ります。障害者相談支援事業費１，２６７万円、これは社会

福祉協議会への委託事業ですが、支援員７名体制で延べ４，５２０件の相談実績が

ございます。次に、３目障害者自立支援給付費でございますが、障害者の自立支援

給付につきましては、原則、費用の１割を自己負担とし、国・県・市が９割を負担

するものでございます。なお、所得に応じた自己負担の上限額の設定がございます。

まず、障害福祉サービス給付費５億３，０９６万９，０００円につきましては、障

害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、必要な介護

や訓練、通所等に係る給付であり、延べ５，０５２人の利用がありました。その下
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の補装具給付費６５０万１，０００円は、身体障害者に係る車椅子や補聴器等の購

入や修理に係る給付で、７２人への支給実績でございます。その下の障害者自立支

援医療給付費５，０６９万５，０００円は、障害を軽減したり機能を回復させたり

する育成、更生医療費の助成費であり、入院が３７件、入院外が７８件でございま

した。それから、１つ飛びますが、障害児給付費５，４４８万５，０００円は、障

害がある児童が施設等に通い、日常生活や集団生活を送るために必要な能力をつけ

るための制度で、具体的には放課後デイサービス等などに係る給付費であり、給付

件数は延べ８２７件でございます。その下の障害者療養介護医療給付費６００万３，

０００円は、医療的ケアが必要な障害者で、常に介護が必要な方に対しまして、医

療機関において機能訓練や食事、入浴などの福祉サービスをあわせて提供した場合

の給付費で、給付件数は延べ９７人でございます。次に、４目障害者地域生活支援

事業費でございますが、上から２つ目の日常生活用具給付等事業費７７９万３，０

００円は、重度障害者の自立した日常生活を支援するため、日常生活用具給付を行

うもので、８１２件の実績がございます。その下の移動支援事業費１５７万６，０

００円は、屋外での移動が困難な障害者について、外出のための支援を行うもので、

利用登録者は１２人、延べ５３２時間の利用実績となっております。それから、１

つ飛びますが、日中一時支援事業費１４０万７，０００円は、障害のある方を日常

的に介護している家族の負担を一時的に軽減するために、障害のある方に日中の活

動の場を確保するもので、サービス事業者への委託費であり、利用者は１５人でご

ざいます。 

 次に、９ページを御覧ください。３項生活保護費１目生活保護総務費でございま

す。中段にあります生活困窮者自立相談支援事業費１，１９８万２，０００円、そ

れから、その下の、１つ飛びますが、就労準備支援事業費５２１万７，０００円、

それから、家計相談支援事業費３５９万６，０００円は、いずれも社会福祉協議会

への委託費でございます。その下の被保護者就労支援事業費２３１万６，０００円

は、就労支援員の雇用賃金、それから、生活保護適正実施推進事業費２４０万８，

０００円は、年金調査員の雇用賃金でございます。それから、医療扶助適正化事業

費３３６万５，０００円は、レセプト点検業務の委託料であります。その下の新型

コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費５１５万９，０００円につ

きましては、新型コロナウイルス感染症の影響による失業、収入減により生活困窮

となった、一定の条件を満たす者に対して、給付金を支給するもので、再支給を含

め４５人の給付実績がございます。 

 続いて、２目扶助費でございますが、決算額の合計は８億４，９９７万９，００

０円であり、扶助費の内訳につきましては、９ページから１０ページの上段にかけ

て、それぞれ記載のとおりでございます。なお、本市の生活保護の状況ですが、令

和３年度末で４４５世帯、受給者数は５５０人で、保護率は２７．１パーミルでご
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ざいました。 

 次に、決算審査資料の７ページを御覧ください。７ページです。収入未済額のう

ち２１款諸収入の雑入のうち、生活保護費等返還金３，６６５万９，１８４円につ

きまして、御説明いたします。返還金の内容といたしましては、生活保護法第６３

条で、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、返還しなければならないもの

と、同法第７８条で不正手段による保護受給の場合の徴収金の２種類がございます。

６３条分が１３１件、７８条分が１３件あり、現年度が６３万円で残り過年度分が

約３，６０２万円ほどとなっております。なお、この未収金につきましては、生活

保護の受給者に対し返還を求めなければならないことから、なかなか順調な納付と

はなりませんが、引き続き収納に向けた取り組みを継続していきたいと考えており

ます。 

 以上が福祉事務所が所管いたします一般会計の決算でございます。説明は以上で

す。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。豊島さん。 

○豊島委員＝ちょっとその分からない点を教えてください。結局、この生活保護の返

還金のことですが、これは結局、過年度分３，６００万を返してもらっているとい

うことについて、それは支給する生活保護費から差し引いているということでしょ

うか、幾らかを。 

○海地委員長＝福祉事務所長。 

○嶋﨑福祉事務所長＝本人の同意をいただきまして、少額ずつではありますが、分割

という形で返還をしていただいているケースはございます。やはり基本的に生活保

護受給者なので、生活保護法に基づく最低生活は当然保障しなければならないとこ

ろであって、こちらから例えば差押えのような強制的な天引きではなくて、あくま

でも任意によるもので、少しずつでも返してくださいとお願いする中で、少額ずつ

ではありますが、毎月の保護費から納めていただいているケースは何人かございま

す。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝そしたら、結構、総額でこの金額ですけれども、減っていく、還付され

る金額というのは金額的には僅かということになりますでしょうか。年間でどれぐ

らいあるものですか。 

○海地委員長＝福祉事務所長。 

○嶋﨑福祉事務所長＝お答えします。年間の収入額がちょっと手元にはないんですけ

ども、昨年度の同時期の数字から比べたら、若干は減ってるのかなというふうなと

ころです。 

 なお、減ってる反面、現年度で新たに発生している部分もありますので、トータ

ルで言えば昨年よりは若干ですけども、減ってるような状況でございます。 
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○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝この不正受給ですよね。最初審査してよね、十分審査をした上で

支給すると思いますけど、途中でそれが分かるがですか、不正受給というのは。 

○海地委員長＝福祉事務所長。 

○嶋﨑福祉事務所長＝まず最初の段階というよりは、どちらかといえば、１つの事例

を申し上げますと、本来であれば何がしかの収入があった場合は本人が申告をしな

ければならないと。申告あった金額については、その分は生活保護費が減額になる

というふうな内容なんですけども、ここ最近で見られたのは就労していたのにもか

かわらず申告をしていなかったというのがございました。後からの調査ですね、例

えば源泉徴収が出ていたりとか、あるいは年金などではレアなケースなんですけど

も、遡及で遡って、実は本人が今まで何年も申請をしていなかったと。それが生活

保護受給中に遡って申請して、年金額をもらうんですけども、本来であればその金

額も当然申請していただいて、返還をしていただかなきゃならないんですけども、

結局、それをこちら側から、社会保険事務所ですとか調査して判明した段階では、

もう既に本人が全て使っていた、申告もせずに使用していたというふうな場合なん

かもあります。 

 いずれにしろ、こちらが調査した段階では、もう既に本人のところにあったもの

を全て使ってたっていいますか、使われてて回収できなかったというとこら辺を、

そういったケースなんかも見られます。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝本当にこの問題は、本人がどれぐらい認識しておったかみたいなことも

あるかとは思いますけど、受給者の方がですよね。一番最初、生活保護開始になっ

たときにはいろんな説明を受けているけれども、普通に順調に支給をされよって、

普通の暮らしをしよってですよね。市の職員も時々ケースワーカーが来てくれゆう

ような、そんな状況の中で、ふとそういった年金が制度が変わったみたいなときも

あったわけですけど、あのときに入ったときにですよね。別に悪意も何もないんや

けど、そのままになっているとかいうふうなこともあるのではないかなというふう

に思ったりするんですけど、だから、一旦開始になった人に対しても、やっぱりそ

ういう話を時々ケースワーカーの方がするとかですよね、そういった文書をお渡し

するとか、具体的に書いてですよね、そんなことも必要ではないかなというふうに

思います。 

○海地委員長＝福祉事務所長。 

○嶋﨑福祉事務所長＝まさに御指摘のとおりでして、今現在、取り組みしているもの

につきましては、年に１回、年度当初に一番最初に、担当ケースワーカーが替わっ

たりすることがありますので、年に一度は口頭ではなくて、生活保護のしおりとい

いまして、こういうケースの場合は必ず申告してくださいということは紙の資料と
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して本人にお渡しして、そこはもうやはり丁寧な説明をするような形の取り組みは

しております。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにありませんか。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。長寿介護課長。 

○吉本長寿介護課長＝長寿介護課です。よろしくお願いいたします。 

 長寿介護所管分の主なものについて御説明を申し上げます。主要施策の実績報告

書７ページから８ページでございます。 

 第３款民生費第１項社会福祉費第５目老人福祉費をお願いいたします。７ページ、

施設等修繕料１０６万６，０００円は、ばんだ湯の香荘に係る修繕費用となってお

りまして、浴室換気扇取替え工事に４１万１，４００円、給湯加温ポンプ交換修理

に２４万２，０００円、貯水槽外面塗り替え工事に１９万８，０００円と施設に係

る修繕費用となっております。敬老会事業費８０万１，０００円は、通常であれば

市内９地域で開催されております敬老会につきまして、令和３年度においてもコロ

ナ感染防止のため中止といたしました。その中で、令和３年９月３０日現在の年齢

が８０歳、８８歳、９５歳、１００歳以上の方にお送りした記念品に係る費用とし

て７４万６，０００円と金婚式を迎えられた方への記念品代５万６，０００円でご

ざいます。デイサービスよこなみボイラー入替え工事５６６万５，０００円、備品

購入費１０１万円につきまして内訳は、体成分分析装置購入に７９万２，０００円、

ばんだ湯の香荘食器消毒保管庫に２１万７，８００円でございます。次に、特別養

護老人ホーム葉山荘負担金９３４万７，０００円につきまして、内訳としましては、

関係市町分担金のほか、須崎市に居住しながら葉山荘に勤務している職員の児童手

当等に係る負担金、また、地方創生臨時交付金事業費として４５１万円は、感染症

対策に係る備品及び消耗品購入費等についての関係市町負担金でございます。次に、

福祉タクシー事業費２２７万５，０００円は、市役所から４キロメートル以上、か

つバス停から半径１キロメートル以上離れている７０歳以上の方で自ら車を運転さ

れない方に、５００円のチケットを年４８枚、また、介護保険の要介護４以上で介

助により車椅子に移乗する日常生活ランクの方に交付した費用等でございます。次

に、老人施設入所措置費１，８１１万１，０００円は、７人分の養護老人ホーム入

所者の措置費でございます。県福祉避難所指定促進等事業費２５０万９，０００円

は、県の２分の１補助金を活用し、指定施設及び運営訓練実施に対して必要物品等

を整備したものでございます。ちなみに令和３年度につきましては、１２月４日に

浦ノ内スポーツセンターで訓練を実施いたしております。地方創生臨時交付金事業

費３４２万３，０００円は、高齢者通所介護施設感染症対策として、指定管理施設

への感染対策備品及び衛生用消耗品等の購入費でございます。 

 次に、８ページ、第８目介護保険推進事業費をお願いいたします。介護保険特別
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会計繰出金は、保険給付費及び介護予防日常生活支援総合事業などの地域支援事業

費のほか、低所得者保険料軽減事業繰入金、職員人件費等繰出金を全体では４億２，

０４６万１，０００円となっております。中山間地域ホームヘルパー養成事業８９

万６，０００円は、地域における介護人材確保のため、市内ヘルパー事業所に委託

して実施したものでございまして、定員１５人に対し１１人が受講し、最終９人が

資格を取得しております。続きまして、第９目指定介護予防支援事業費２７６万４，

０００円につきましては、社会福祉協議会へ委託しております地域包括支援センタ

ーで、要支援者の方に介護予防プランを作成する指定介護予防支援事業に係る職員

の人件費等の支出額から、介護予防プラン作成料収入を差し引いた委託料等でござ

います。 

 次に、１２ページをお願いいたします。第５款労働費第１項労働諸費第１目労働

諸費９５９万７，０００円につきましては、須崎市中土佐町シルバー人材センター

運営補助金でございます。これは、シルバー人材センターに対する補助金を須崎市

と中土佐町の人口割により案分したものでございます。続きまして、決算審査資料

の８ページをお願いいたします。主な不用額のうち長寿介護課所管分につきまして

御説明いたします。第３款民生費第１項社会福祉費第８目介護保険推進事業費第２

７節繰出金は、介護保険特別会計の決算に伴いまして、２，３００万７，０００円

の不用となっております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明が終わりました。 

 これより質疑に入りますが、この際、１０分間休憩いたします。 

 

午後 ３時０５分 休憩 

午後 ３時１４分 再開 

○海地委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。これより質疑に入ります。豊島さ

ん。 

○豊島委員＝７ページの敬老会の記念品のことなんですけれども、ずっと敬老会自体

が中止になっているんですけど、よく記念品のことがいろいろあって、高齢者にな

ってきたらいろんな物はもうええみたいな、気持ちはいただきたいけれども、そん

な声もあるわけです。一番いいのは商品券やないかみたいなことを思うところです

けど、商品券も本当に僅かばかりですけれども、言葉を添えて郵送で送るみたいな、

そんなことももう考えてもいいんじゃないかなみたいに思いますけど、今回もはが

きを送られていますけれども、その言葉というのはとっても温かいとは思うのです

よ。だから、記念品もそんなこともよく言われます。１万円は商品券で。 

○海地委員長＝長寿介護課長。 

○吉本長寿介護課長＝記念品を送る場合もお手紙を添えて送らせてもらっていまして、
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何か残るものといって、３年度はしんじょう君をプリントしたブランケット、こん

なブランケットを送らせてもらったり、委員おっしゃるように商品券も一つなんだ

ろうと思いますけれども、取りあえず今年度もバッグにしたんです。それもしんじ

ょう君のプリントを入れた形のバッグを送らせてもらってます。 

 委員御案内の商品券も、また一つ今後考えていく材料かなと思いますけど、本来

は敬老会も開けて、直接お渡しできるのが一番だと思ってますが、参考にさせてい

ただきます。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝それ、本当にたくさんの方から聞いていることですので、また大いに議

論していただきたいなというように思います。本当に断捨離という言葉も今一般的

になってきてですよね。私なんかも本当にいろいろ頂いたものとかっていうの、銀

行から何とかの誕生日の記念品とかいうので頂いたり、年金もらってるからとか、

あんなのもいろいろあるんですけど、そんなことから考えたら、今、これだけ暮ら

しが厳しくなってきて、商品券というのはよく聞くことです。どこの商品券にする

かっていうのも、これまたこれで問題かもしれませんけれども、それとあと１点で

すね、１２ページに労働諸費のシルバー人材センターのことですけれども、これは

これでいいわけですけど、私、インボイスのことがとても気になっているんですよ。

その前の施設長、理事長かな、事務長かな、ちょっとお話をしたんですけれども、

やっぱり会員に負担してもらおうと思っていますというふうなことをお話しになっ

ていたので、そうなると結局、何ていうかね、会員の取り分が減るというようなこ

とにはしてはいけないと思うから、だから、結果的に支払うお金を増やさないとい

けないんじゃないかというふうなことも言われていて、そうなると、今、会員も非

常に少なくなってきて困っているわけでして、だから、一定そういうものを配慮し

ていく必要性が出てきているのではないかなというふうにも思っていますので、あ

る意味では会員から、今３，０００円年会費頂くわけですけど、会員から聞くと３，

０００円払ってもなかなかそれを取り戻すというか、それに見合う仕事をなかなか

いただけないと、最初のほうはね。慣れたらもう少し大きなお金を毎月もらうこと

ができるような仕事ができる人がいるかも分からないけれども、会員になってちょ

っとでも仕事が本当は欲しいんやと、年金だけでは暮らしが厳しいから。でも、そ

れを３，０００円がハードルという声もたくさんお聞きするのですよ。だから、そ

ういう意味ではシルバー人材センターにとれば、それは何やかんや言うても、この

補助金の金額が関わってくるわけですから、そこら辺はぜひ組織と、私も率直な、

インボイスがはじまるということも踏まえて、会員さんが減少していること、そし

て、市民の方からしたら頼む仕事、シルバー人材センターに頼んでいたけど、でも、

それも頼めないような状況の中で、ちょっといろんな議論を行政側とも親しくして

いただきたいなというふうに思うところですけど、いかがでしょう。 
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○海地委員長＝長寿介護課長。 

○吉本長寿介護課長＝インボイス制度については、私もそれほど詳しいわけではない

んですけれども、この件については先ほどおっしゃられるように、年会費３，００

０円の話もありますし、会員になられたのが一定収入欲しいという思いがあって仕

事されている方も多いというふうには聞いてます。この制度のことも含めて、ちょ

っとまたシルバー人材センターと話をしていきたいと考えております。以上です。 

○海地委員長＝よろしいですか。佐々木さん。 

○佐々木委員＝私この労働諸費のシルバー人材センター運営補助金のことでちょっと

お聞きしたいんですが、まさにその制度のこと。 

 ほんで、この運営補助金の財源はどうなってるのか。それはもうまさに制度です

ね、シルバー人材センターのこれも、国の全国組織やと思います。その中でこの事

業の制度について、簡単に説明してもらいたい。 

 運営補助金ですので、市がどこまで運営に関わるのか、関わっているのか、この

観点、その３点、ちょっとお願いしたいんですけどね。 

○海地委員長＝長寿介護課長。 

○吉本長寿介護課長＝補助金につきましては、シルバー人材センター、国から補助を

もらってまして、国から１，２５６万円程度もらっているんですけど、その額と同

じ額を、同額を須崎市と中土佐町の人口割で負担しているというのが現状です。 

○佐々木委員＝それと制度。 

○吉本長寿介護課長＝制度。 

○佐々木委員＝いわゆるシルバー人材センター事業、国が行っている事業の目的です

わね。それ、ちょっと。３点質問したわけですが、３点質問しましたよ、私、今。

もう補助金は分かりました。ほんで、このシルバー人材センター事業の目的、制度

について。 

○海地委員長＝長寿介護課長。 

○吉本長寿介護課長＝会員さん、６０歳を超える方が会員ということですけれども、

長年培ってきた経験、技術を社会に生かしていってもらうということでのシルバー

人材センターの事業になっております。 

 先ほど豊島委員からもあったように、年会費を頂きながら事業を受けて、公共の

事業であるとか個人からの依頼もあって、その事業の中で会員への報酬、お支払い

しているような状況です。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝だから、国の事業の目的、いわゆる国が補助金を出してやってるわけ

ですので、シルバー人材センター自体の目的、事業の目的、それ今、運用面で聞か

せてもらいましたが、社会貢献という意味で、いわゆるやりたいという、本来的に

あるわけですよね。その辺のところをどういうふうに把握されてるのか。実際どの
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ように考えておられるのか。 

○海地委員長＝長寿介護課長。 

○吉本長寿介護課長＝生涯現役といいますか、高齢になっても、仕事を辞められても、

社会とのつながりであるとか、お仕事を通して技術とか経験を、その仕事を生かし

ていただくというところが主な目的にはなっています。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝それともう一点、運営補助金ですので、それは国からのものをそのま

ま下ろしてるということでありますが、やはり補助金とはいえ、運営補助金ですん

で、市としてどこまでシルバー人材センターの運営に責任を持っているのか、どこ

まで関わっているのかという基本的な考え方をちょっと聞きたい。それはね、長寿

介護課の所見でいいですよ。どのように関わってますかということで。 

○海地委員長＝いいですか。はい、どうぞ。 

○吉本長寿介護課長＝行政としての関わりでいいますと、監査は市の職員入って、会

計、入ってます。市の職員は監査で入っています。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝その上で、今、具体的に出てきてるのは人材確保がなかなか難しい、

それから、また市内の様々な、例えば須崎市の事業に関してもどんどん今までやっ

てきたわけですね。だから、そのための人材がかなりもう、人材自体の質の確保と

人数の確保が非常に厳しくなってきている、こういう現状に対して、どのような認

識を持ってますかということですね。 

○海地委員長＝長寿介護課長。 

○吉本長寿介護課長＝現在、直近でいいますと令和４年８月末現在で２５７人の会員

数でありまして、年々やっぱり減少しているのが現実です。会員の募集につきまし

ては、広報にも、また来月号に載る予定にはなっていますけれども、その辺の人材

確保というところで、広報、啓発には協力して行っているところでございます。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにありませんか。 

  〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。健康推進課長。 

○中山健康推進課長＝健康推進課、中山です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 健康推進課所管分につきまして、御説明申し上げます。なお、説明は主な経費に

つきまして説明させていただきます。 

 それでは、主要施策の実績報告書１０ページをお願いいたします。 

 第４款衛生費第１項保健衛生費第１目保健衛生総務費の決算額は１億２，９２０

万円、前年度比１，５８６万２，０００円の増で、主な要因はコロナ感染症対策の

ため、ワクチン担当の職員を配置したことによります人件費の増によるものです。

主なものとしましては、会計年度任用職員雇用経費１８１万円は、会計年度任用職
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員としまして、歯科衛生士の雇用に係るもので、その後、６行ほど飛ばしていただ

きまして、幼児健康診査事業費１２４万４，０００円は、１歳６か月健診と３歳児

健診に係る医師や病院への報償費、委託料等でございます。母子保健事業費１，５

８９万６，０００円は、妊婦健診、産婦健診、乳児健診、一般及び特定不妊治療費

助成金、妊産婦健診に係ります交通費の補助のほか、母乳相談、妊婦教室、離乳食

教室等に係る経費となっております。主な内訳としましては、妊産婦及び乳児健診

に１，０４８万４，０００円、不妊治療助成金としまして１１０万２，０００円、

妊産婦健診に係る交通費の補助としまして３４２万２，０００円となっています。

なお、出生の状況でございますが、出生数は３年度８９人で、４年連続１００人を

下回るような状況となっております。次に、健康づくり事業費５０９万６，０００

円は、後期高齢者健診等に係る健診の委託料４４３万９，０００円、健康づくり推

進協議会の補助金３４万円、健診の案内等を送ります役務費としまして１８万６，

０００円、ほか自殺対策強化事業費として３万円などとなっております。子育て世

代包括支援センター事業費３２１万３，０００円は、妊産婦の相談及び訪問に従事

する助産師等の報償費２３２万５，０００円、産前産後ヘルパー派遣事業６１万円

のほか、消耗品等になっております。次のすさきファーストウッド事業費１１１万

１，０００円は、令和元年度から開始しました事業でございまして、乳児健診時に

木のおもちゃをプレゼントします事業で１０１人の方に配付をさせていただいてお

ります。次に、地方創生臨時交付金事業費の妊婦応援給付事業５５０万２，０００

円につきましては、コロナ禍で感染予防対策を充実させ、安全・安心な妊娠期を送

っていただくために、令和３年１２月までに妊娠届を出された方を対象としまして、

１人につき１０万円、５５人に対しまして給付をしたものでございます。 

 次に、第２目予防費をお願いいたします。予防費２億４，９８２万３，０００円

は、各種予防接種に係る費用でございまして、前年度比１億９，１９８万２，００

０円の増額で、要因としましては、コロナウイルスワクチン接種のための感染症対

策事業費が多く計上されたことと、地方創生臨時交付金事業を実施したことによる

ものでございます。まず、１番目でございますが、令和２年度の繰越事業としまし

て、感染症対策事業費５８１万５，０００円につきましては、コロナウイルスワク

チン接種体制構築のために計上した経費でございますが、このうち執行できなかっ

た経費を繰り越ししたものでございまして、その後、国とのやり取りによりまして、

その分を３年度に新たに請求するよう調整をしまして、全額を返還処理をしており

ます。同じく地方創生臨時交付金事業費、ワクチン接種体制強化事業費１，０００

万円につきましては、市内の医療機関にワクチン接種体制を構築していただくため

の施設の規模に応じて補助金を交付したものでございます。次に、３年度の主なも

のといたしまして、予防接種委託料４，０８４万５，０００円で、予防接種の内訳

につきましては記載のとおりでございます。また、健康管理システムの改修費とし
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まして、委託料８８万５，０００円となっております。これはマイナンバー利用に

よります情報連携システムの改修でございまして、ロタウイルスや新型インフルエ

ンザについても対応するための改修となっております。次に、先ほど申しました感

染症対策事業費１億５，７２３万７，０００円につきましては、コロナウイルスワ

クチン接種体制構築のための経費でございまして、主なものとしましては、集団接

種の際の医師や看護師の報償費及び職員の時間外手当等に２，７３８万３，０００

円、各病院へのワクチン接種委託料やコールセンター委託料としまして１億９９４

万円、接種券等の郵送料につきまして４８２万６，０００円、ほかパソコン等ＯＡ

機器のリース等に３９７万５，０００円などとなっております。次に、地方創生臨

時交付金事業費、ワクチン接種推進事業２，０３５万７，０００円につきましては、

高齢者のワクチン接種を推進するため、交通費分を助成する目的で、１人２，００

０円の商品券を配付したものでございます。また、同様にワクチン接種体制強化事

業１，３５０万円につきましては、集団接種を終了し３回目接種を含め、医療機関

で実施していただくことになったため、各医療機関に接種体制強化のため補助金を

交付したものでございます。 

 次に、１目を飛ばしていただきまして、１１ページ、第４目医療対策費をお願い

いたします。第４目医療対策費は３，３１５万３，０００円の決算額となっており

ます。まず、令和２年度の繰越事業といたしまして、地方創生臨時交付金事業費、

検査協力医療機関特別対策事業６２５万円につきましては、各医療機関でコロナウ

イルスのＰＣＲ検査を実施していただいたことに対しまして、その検査数に応じま

して補助金を交付したものでございます。次に、３年度事業としまして、数行飛ば

していただきまして、診療所整備及び維持経費２４１万６，０００円は、浦ノ内診

療所の浄化槽の管理委託料、光熱水費及び修繕料などとなってございます。次に、

在宅当番医制運営業務委託料２５１万１，０００円につきましては、主なものが須

崎市、津野町、梼原町、中土佐町、四万十町の高幡５市町の構成によりまして、休

日の昼間の診療を在宅当番によって実施しているもので、負担割合は人口割１０

０％になっておりまして、このうち須崎市の負担額は１０６万６，６９４円となっ

ております。また、本市の単独事業としまして、高岡歯科医師会に委託しまして、

１２月３１日と１月２日の歯科診療を実施しておりまして、この分が５万５，００

０円となっております。次に、病院群輪番制病院運営事業補助金でございますが、

こちらも高幡５市町で運営をしておりまして、高岡郡医師会の協力を得まして、休

日及び夜間におきます重症救急患者の入院治療や手術等に対応できる救急医療施設

の確保について、年間を通じて行っている事業でございます。高岡郡医師会のほう

へ２，０２９万６，０００円を補助をしております。負担割合は人口割が２０％、

受診者割が８０％で、このうち須崎市の負担額は６３０万４，３０５円となってお

ります。次に、医療機関等災害対策強化事業費１２７万６，０００円につきまして
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は、医療救護所で利用する医薬品を購入し、くろしお病院に流通備蓄するとともに、

医療救護所に指定しました朝ヶ丘中学校と上分小・中学校に、発電機や簡易ベッド、

ブルーシート等の医療救護に必要な物品を購入しまして備えたものでございます。 

 最後になりますが、第５目健康増進事業費１，３６６万２，０００円につきまし

ては、各種がん検診、健康教育相談、訪問指導等に係る費用でございまして、前年

度比１２０万６，０００円の増額で、要因は前年より検診を受けられた方が増えま

して、検診の委託料が増えたものでございます。経費の主なものとしましては、が

ん検診等委託料１，２７５万５，０００円で、各種がん検診に係る委託料でござい

まして、受診実績につきましては下記の表のとおりでございます。先ほど申しまし

たとおり、前年と比べますと延べ人数で４０人ほど増えております。その他の経費

につきましては、５８万円となっておりますが、がん検診の周知のための案内や結

果等の通知に係る郵送料は４２万７，０００円、事務費としまして１５万３，００

０円となっております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。髙橋祐平さん。 

○髙橋（祐）副委員長＝医療対策費の医療機関等災害対策強化事業費で、別途ですか

ね、朝中、上分小とのことでしたけど、本市のほかの小・中学校にはもうそろって

るんですか。 

○海地委員長＝健康推進課長。 

○中山健康推進課長＝医療救護所につきましては、市内で３か所設置をされています。

まず最初は、この須崎市総合保健福祉センター、一番最初に開設するところで、こ

れにつきましては大規模災害起こったとき、いわゆる医療救護所としまして医師の

派遣をしてもらうと、そういう場合多くのけが人とか出ますんで、それを対応する

ための組織づくりをしておりまして、そこで開設をします。一番最初にセンターを

開設してから、その後でやっぱり中心となります街分、これにつきましては朝ヶ丘

中学校、その後に上分小・中学校という形で、この３か所に集中して、各病院も当

然お願いしますが、連携してやるようになってます。そういったことですので、全

部のところ避難所というのではなくて、市内にはその３か所の医療救護所でござい

ます。それで対応させてもらうようにしております。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかに。佐々木さん。 

○佐々木委員＝１０ページのすさきファーストウッド事業費、これちょっとすみませ

ん、簡単に説明を。 

○海地委員長＝健康推進課長。 

○中山健康推進課長＝この事業は、先ほど申しましたとおり、子供が産まれまして、

一番最初の乳児健診、乳児健診につきましては、出産されて４か月から５か月たっ

た方、お子さん来ていただいて、順調に生育されるかというのを確認をさせてもら
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います。そのときに木のおもちゃをお渡しさせてもろてます。木がやっぱり安全な

おもちゃということでやっておりまして、これが１つが１万１，０００円ほどです。

かわいらしいしんじょう君のものだったりですね、子供が喜びそうなもの構えてお

りまして、それを毎年ちょっとデザインも変えながら行っております。年によって、

結局お渡しする数はちょっと違うてますけど、実際の出生の数そのままでなくて、

結局健診で来られたときに渡しますので、数にはちょっと差が出てきますけど、さ

っき言った出産をされる方が大体もう１００人を切ってますので、年間大体１００

人弱という形で毎年それをお渡しさせていただいております。 

○海地委員長＝よろしいですか。 

○佐々木委員＝はい。 

○海地委員長＝ほかに。豊島さん。 

○豊島委員＝コロナが、今とても感染拡大して、市民の方も心配をしたわけですけれ

ども、病院なんかにかかろうとしてもなかなか車で来てくださいとかって言われる

のですよね。外で待っていってくださいとかって、でもみんながみんな車で行ける

わけでもない、本当にどうやって病院にかかったらいいだろうみたいな状況の人も

おったりするのですけど、それとか病院なんかで、例えばこういう検査キットなん

かを、薬局か、購入してきて、それで自分の家で検査するっていうのも一つの方法

としてあって安心したり、その後の対応のことがあったりして、検査結果っていう

ものを知りたいみたいな状況もあると思うのですけれども、そういったものを、本

人がそういう、もしかしたらかかっているかも分からないみたいになったらですよ

ね、そういう行動も本当はしてはいけないことになってしまいますよね、買物に行

ってもいけないとかいうふうなことにもなってくるわけですよ。 

 でもさっき言ったような心配だから検査もしたいみたいな、そんな状況も出てく

るわけなんですけれども、もちろん知り合いに買ってきてもらうというのが一番い

いわけですけど、それができなかったりすることもあるのですけれども、こういっ

たものをですよね、須崎市としては一定数準備をしていますか。 

○海地委員長＝健康推進課長。 

○中山健康推進課長＝うちのほうで備蓄していることはありません。その代わり、そ

の対応の仕方につきましては、市民の方から問合せもいっぱいあります。そのとき

は丁寧に御案内しゆうところです。一番なかなか自分で病院に行きようがないとい

う方につきましては、県のほうが今、抗原検査の検査キットを配布しておりまして、

そちらのほうを御案内しています。それが注文しましたら、当日あるいは少なくと

も翌日に来るようになってますので、それで検査をしていただいて、その間検査で

陽性という形になりましたら、その場合実際に病院にかかっていただくことになり

ますので、そこについては、また丁寧に御案内をさせていただきまして、実際に病

院にかかりたいけどかかれない状態にならないように、県とも保健師とも連携して
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対応をしております。 

○海地委員長＝よろしいですか。豊島さん。 

○豊島委員＝そしたら、結構保健所という言い方されているわけですけども、多くの

方が保健所に電話をする。でも簡単に通じなかったりもする。そこが難儀なところ

なんですけれども、結構市のほうでも内容的には似たような対応をしてくださって

いましたか。 

○海地委員長＝健康推進課長。 

○中山健康推進課長＝お問合せがあって、うちができる対応、例えばさっき言った御

案内のことは、保健所に電話かからなければ、県の相談センターございます。そち

らが回線多くございますので、そちらに案内するとか、そういった形で連携をして

から、御案内はしております。あわせまして、そういった形もホームページでも使

いまして、また広報のほうでも載せさせていただいております。 

○海地委員長＝ほかにありませんか。 

  〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。市民課長。 

○大﨑市民課長＝市民課です。よろしくお願いいたします。 

 主要施策実績報告書一般会計の４ページでございます。第２款総務費第１項総務

管理費第９目諸費の一番下の臨時ナンバー交付等事務費でございますが、通称、仮

ナンバーと呼ばれてます臨時運行許可番号プレートの貸出しに関する事務費で１万

円を支出しております。 

 続きまして、５ページでございます。第３項戸籍住民基本台帳費、決算額８，５

４８万７，０００円でございます。このうち、人件費などを除いた主な経費といた

しまして、消耗品費４２万６，０００円、印刷製本費３６万４，０００円、郵便料

１１万８，０００円、戸籍管理システム保守委託料４１１万６，０００円、戸籍管

理システム改修委託料１４７万８，０００円、窓口備品購入費８５万３，０００円

は戸籍情報システム国保連携用サーバー一式の購入費でございます。 

 マイナンバーカード交付事務費７４７万４，０００円は、人件費、オンライン申

請補助端末購入費、通信利用料等などでございます。地方創生臨時交付金事業費、

マイナンバーカード普及促進事業につきましては、２年度繰越しの２４２万２，０

００円と３年度の３２１万円はマイナンバーカード新規所得者への配布としている

商品券の購入費などでございます。 

 次に、６ページでございます。第３款民生費第１項社会福祉費第１目社会福祉総

務費のうち、下から５番目、国民健康保険特別会計繰出金２億８，９６５万９，０

００円でございます。内容といたしましては、保険基盤安定負担金や国保に係る事

務費など、国民健康保険特別会計へ繰り出しするものでございます。 

 次に、７ページを御覧ください。第５目老人福祉費、下から７番目、県後期高齢
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者医療広域連合負担金１，３５２万９，０００円は、広域連合運営のための市町村

負担金でございます。次に、後期高齢者医療療養給付費市町村負担金４億９１９万

１，０００円につきましては、後期高齢者の医療に係る負担金でございます。後期

高齢者医療特別会計繰出金１億２，６２１万８，０００円につきましては、保険基

盤安定負担金及び事務費分としての支出でございます。次に、６目国民年金費、決

算額１１万１，０００円のうち、消耗品費３万円、印刷製本費に２万８，０００円、

郵送料５万３，０００円でございます。 

 続きまして、決算の不用額について御説明いたします。決算審査資料を御覧くだ

さい。８ページでございます。市民課分について御説明いたします。第３款民生費

第１項社会福祉費第１目社会福祉総務費２７節繰出金は、国民健康保険特別会計の

決算に伴いまして、５７７万７，０００円が不用となったものでございます。第５

目老人福祉費２７節繰出金は、後期高齢者医療特別会計の決算に伴いまして、５０

０万４，０００円が不用になったものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。ありませんか。 

  〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に進みます。環境保全課長。 

○森光環境保全課長＝環境保全課です。よろしくお願いいたします。 

 環境保全課所管分のうち、主なものについて御説明いたします。 

 主要施策の実績報告書の１０ページ、第４款衛生費第１項保健衛生費第３目環境

衛生費からでございます。まず、上から２番目のアサリ貝等分析業務委託料５５万

円は、クリーンセンター横浪前のアサリ貝の分析委託でございます。次に、降下ば

いじん分析業務委託料５１万７，０００円は、住友大阪セメントの公害防止の関係

で、押岡地区と串ノ浦地区の６か所におきまして、２か月に１回の割合で降下ばい

じんの分析業務を委託しているものでございます。 

 次に、１１ページに移りまして、１１ページの上から４行目になりますが、高幡

広域市町村圏事務組合負担金４２１万円は、須崎斎場の設備改修工事に係る負担金

で、今までは基金や使用料を財源として実施してまいりましたが、令和３年度から

須崎市、津野町で一部を負担をしております。次に、浄化槽設置事業補助金７４８

万円は、合併浄化槽設置に対する補助金でございまして、事業実績は５人槽１７基、

７人槽４基の合計２１基となっております。次に、クリーンエネルギーのまちづく

り事業費４１万１，０００円は、住宅用太陽光発電システムの設置に対する補助金

として、昨年度は７件の補助を実施しております。次の猫対策事業費３９万８，０

００円は、令和３年度から開始しました猫の不妊去勢手術費補助金として、５３件

８２匹に対する補助を行っております。 

 次に、中段へ移りまして、第２項清掃費第１目清掃総務費でございます。主なも
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のといたしまして、高幡東部清掃組合負担金が２億８，３０１万２，０００円、令

和３年度は梼原町の加入に伴いまして、梼原町の負担金や従前の基金を全額繰り入

れたことによりまして、前年度比約１億７，０００万円の減額となっております。

下の段に括弧書きで内訳を記載しておりますが、主なものといたしましては、塵芥

処理費が８，８８６万９，０００円、し尿処理費が２，６４９万８，０００円、ご

み固形燃料化施設基幹的設備改良事業費が１億４，６８９万１，０００円となって

おります。この基幹的設備改良事業は、平成３０年度から令和３年度までの４年間

の事業で、令和３年度末にて事業は終了しております。 

 続きまして、第２目塵芥処理費でございますが、こちらは主に一般廃棄物の収集、

運搬に関するものと、クリーンセンター横浪の運転及び維持管理に関する経費でご

ざいます。まず、一般廃棄物の収集及び運搬に関するものといたしましては、固形

燃料化ごみ収集委託料６，０３９万９，０００円、固形燃料化ごみ等巡回点検業務

委託料３７０万９，０００円、不燃物収集委託料４，１７３万６，０００円でござ

います。また、クリーンセンター横浪で処理できない不燃物に関する費用といたし

まして、指定法人再商品化委託料７万８，０００円は、容器包装リサイクル法に基

づく瓶の再商品化委託料で、そのほか廃乾電池、蛍光管処分料１３３万１，０００

円、使用済み小型家電リサイクル業務委託料４４万４，０００円でございます。 

 次に、１２ページに移りまして、クリーンセンター横浪の運転及び維持管理等に

関するものといたしまして、令和２年度から開始をしました運転維持管理等包括的

民間委託料５，２３６万２，０００円ほか、電気工作物保安管理業務委託料、浸出

水処理施設保守委託料、空調消防設備保守委託料等でございます。また、施設工事

費７２４万円は、浸出水処理施設の設備改良工事費７０８万６，０００円、リサイ

クルプラザ１階ＬＥＤ照明増設工事１５万４，０００円で、原水ポンプ水中攪拌機

給水ユニット等の更新工事を実施をしております。次に、復旧事業費３億９，７８

７万円は、令和２年９月に発生をしました火災復旧に係るもので、本火災に係る保

険給付として、災害共済金約１億１，７７０万円が支払われております。次の車両

購入費２６０万円は、クリーンセンター横浪で使用しておりますフォークリフトを

買い換えたものでございます。最後に、第３目し尿処理費は、大峰にありますし尿

貯留中間槽の借地料や、昨年は路面改修工事等を実施しております。そのほか災害

時応急し尿くみ取りなどで、合計９９万１，０００円の決算となっております。 

 次に、決算審査資料８ページをお願いいたします。主な不用額のうち、環境保全

課所管分につきまして御説明をいたします。第４款衛生費第２項清掃費第２目塵芥

処理費におきまして、需用費１１４万２，０００円が不用額となっております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。豊島さん。 

○豊島委員＝浦ノ内の火災のことですけれども、結果的にはじいていた、入るであろ
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うというような、そんな金額の保険給付があったということですかね。１億１，０

００万というのは。 

○海地委員長＝環境保全課長。 

○森光環境保全課長＝保険給付として、先ほど御説明しました約１億７，０００万が

給付として、市有物件共済会という保険に入っておりますが、こちらのほうから支

払われております。 

○海地委員長＝よろしいですか。豊島さん。 

○豊島委員＝１億７，０００万とおっしゃいましたかね。 

○海地委員長＝環境保全課長。 

○森光環境保全課長＝訂正いたします。１億１，０００万円、約で。すみません。 

災害共済金、保険につきましては１億１，７７０万２，４５１円、この金額が保

険から支払われております。以上でございます。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝それは了解いたしました。１１ページのほうに戻りまして、いろんな固

形燃料化用のごみだとか、不燃用のごみ袋のことなんですけれども、いろんなもの

が今、物価高騰しているっていうふうな中で、市民の方が４６円かな、大きいのが。

今購入していますよね。その金額について何か議論になっているようなことってあ

りますでしょうか。 

○海地委員長＝環境保全課長。 

○森光環境保全課長＝今、御質問のごみ袋につきましては、これは手数料として徴収

をしております。４６円の袋と、不燃物につきましては５０円の袋、こちらに関し

ては手数料として徴収しておるものでございまして、現時点において料金の見直し

を検討はしておりません。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝あと１点だけ。今いろんな方が少しでも家計の助けにするっていうふう

なことで、お知り合いの方から直接アルミ缶だとかペットボトルなんかを、そこに

収集に行ってあげて、来てくれるわけだから、特に高齢者の方なんかは指定日に出

さなくっていいから助かるわけなんですよね。そこの集積場所に出す必要がなくな

るわけなので、誰かが取りに来てくださったら。そのような状況の中から、須崎市

側がリサイクルする売上げっていいましょうか、例えばいろんなものをリサイクル

して販売してますよね、その金額が最近減額しているという、そんな状況になって

いるのでしょうか。その推移はどんなになっていますでしょうか。 

○海地委員長＝環境保全課長。 

○森光環境保全課長＝推移につきましては、今確認取れませんが、近年の状況で御説

明させていただきますと、金属類が高騰しておりますので、単価は大幅にアップを

しております。 
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○海地委員長＝よろしいですか。ほかに。 

  〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。農業委員会局長。 

○濱口農業委員会事務局長＝農業委員会事務局長の濱口です。よろしくお願いいたし 

ます。 

 １２ページをお開きください。中段になります６款農林水産業費１項農業費１目

農業委員会会費となっております。決算額は２，２７６万７，０００円です。内訳

ですけれど、まず、人件費が１，９６１万３，０００円でして、そのうちの職員給

が、職員２名分としまして年間１，５７９万４，０００円、農業委員会委員報酬が

３８１万９，０００円です。報酬の内訳は、会長の報酬月額が３万７，０００円、

委員の月額が１万８，０００円で、年間報酬額の合計となっております。 

 次に、普通旅費は８万２，０００円ですけれども、これは毎月の委員の活動にお

ける交通費の費用弁償となっております。消耗品費１５万円、日々の業務で使用し

ます消耗品、主に紙代、トナー代となっております。印刷製本費１万１，０００円

はコピー代です。 

 次に、農業委員会協議会負担金です。県内１１市協議会負担金と高岡郡協議会負

担金が１万４，０００円です。県農業会議負担金が１０万７，０００円、県農業委

員会職員研究協議会負担金が１万円、こうち農業委員会女性ネットワーク負担金が

６，０００円となっております。報償費５万円は農業委員の任期終了によります退

任委員への記念品を贈らせていただきました。農家台帳整備事業費は、農家台帳シ

ステムの保守委託料３３万円となっております。ここ数年、農業委員会業務を国の

方針で業務の見える化やデジタル化といった方向性に伴いまして、仕様が変更とな

ることが多く、増減が続いております。 

 次に、高知県農地集積支援事業費、これは国の補助事業で、農地法に基づきます

業務を効果的、効率的に遂行できるようにするための支援事業です。内訳は、ここ

で会計年度任用職員１名を雇用しておりまして、報酬手当、共済費合わせて２２４

万１，０００円、消耗品費９万７，０００円で、合計で２３３万８，０００円の事

業費となっております。 

 最後になりますけれども、その他の経費５万６，０００円、これは主に郵便料が

５万２，０００円と、残りは駐車場代、その他となっております。 

 以上が農業委員会の主要施策と説明となっております。よろしくお願いいたしま

す。 

○海地委員長＝説明が終わりました。これより質疑に入ります。よろしいですか。 

 ないようですので、次に移ります。農林水産課長。 

○岡田農林水産課長＝御説明させていただきます。令和３年度主要施策の実績報告書、

一般会計１２ページからでございます。 



令和 ４年度 ９月定例会 総務委員会 

 

89 

 ６款農業水産業費１項農業費２目農業総務費４，７３２万７，０００円につきま

しては、人件費でございます。次の３目農業振興費３億１，１５１万２，０００円

については、それぞれの団体協議会等への負担金と、それ以外では産地パワーアッ

プ事業、低コスト耐候性ハウス３棟９，３３０万円、地方創生臨時交付金事業、農

業経営継続補助事業、ショウガの洗浄機６，０２７万円、農産物集出荷施設等整備

事業、ミョウガパック自動包装の高度化に１，３６６万６，０００円、農業次世代

人材投資事業に１，１３７万２，０００円、農業用ハウス強靱化緊急対策事業１，

１２２万１，０００円の補助を行っております。 

 続きまして、４目農地費１億３，０７４万１，０００円については、令和２年度

の繰越しで地域農業水利施設ストックマネジメント事業費２，０６１万８，０００

円は、池ノ内排水機場の整備費でございます。次に、地域農業水利施設ストックマ

ネジメント事業費７，８２６万５，０００円は、池ノ内第一排水機場の屋根開閉施

設の整備工事費でございます。 

 次に、５目排水機維持費１，７０３万１，０００円については、それぞれの排水

機場の修繕費、水道料、電気料、燃料費等、維持管理費に伴うものでございます。 

 次に、２項の林業費１目林業総務費４，１３９万３，０００円でございますが、

人件費とその他の経費、そして、主なものとしまして、鳥獣被害防止総合対策交付

金事業１７３万５，０００円、鳥獣被害防止総合対策事業費７８４万５，０００円

でございます。令和３年度の実績としまして、鹿が２５頭、イノシシについては狩

猟期も補助対象としまして、周年実績で１，０３２頭、カラスが２０羽でございま

す。そして、森林環境譲与税基金積立金が２，１７６万２，０００円となっており

ます。 

 次に、２目の林業振興費７，７８６万円でございますが、環境先進企業との協働

の森事業費が１００万円、これは協働の森の事業で、間伐、そして協定においての

森林整備事業や体験の間伐等の交流事業を実施しております。次に、森林整備地域

活動支援推進事業費２，１６１万円は、森林経営管理計画策定事務に係る経費でご

ざいます。続いて、森林整備林業活性化支援事業費２５０万円は、高齢林の間伐を

促進するための上乗せ補助でございます。そして、高性能林業機械導入事業費は１

７４万円でございます。 

 次に、３目林道費の８４８万円は、林道の補修に係る経費でございます。 

  〔「８０４万８，０００円」と呼ぶ者あり〕 

○岡田農林水産課長＝８４８万円でございます。 

  〔「８４万」と呼ぶ者あり〕 

○岡田農林水産課長＝すみません。８４万８，０００円でございます。すみません。 

 次に、３項水産業費１目の水産業総務費の４，０９１万９，０００円でございま

すが、人件費が３，１８０万４，０００円、漁業集落排水事業特別会計への繰出金
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９１１万５，０００円でございます。 

 続いて、２目水産業振興費８，０８５万２，０００円でございますが、地方創生

臨時交付金事業としまして、漁業事業持続化事業として４，６９４万３，０００円、

こちらのほうは各漁港が行う漁場量、水揚げ奨励金、イセエビの陸上水槽、魚市場

の移動整備に係る補助でございます。そして、水産資源保護増殖事業費は９１３万

１，０００円で、主にアユ、イサキ、ヒラメ、アワビ、キジハタ等の種苗購入費と

中間育成施設の管理費、委託費を合わせたものでございます。次に、魚市場建設事

業費として１，４９０万５，０００円で、魚市場建設に係る実施設計委託でござい

ます。 

 次に、３目漁港管理費１億１，０２８万８，０００円でございますが、２年度繰

越分の水産物供給基盤機能保全事業費３４６万７，０００円、安和漁港海岸高潮対

策事業費９，３２０万３，０００円でございます。次に、３年度の主な事業費とし

ては、安和漁港海岸高潮対策事業費で６９０万円。海岸堤防等老朽化対策事業費３

０４万７，０００円。その他の経費につきましては、漁港の維持管理費に１４６万

１，０００円となっております。 

 次に、２３ページに移りまして、１１款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費

１目現年発生補助災害復旧費の１，５５１万２，０００円ですが、令和２年度繰越

分現年発生補助災害復旧費、施設が３件、農地が２件で１，１０１万５，０００円、

３年度現年発生補助災害復旧費、施設が４件、農地が３件で４３１万６，０００円

でございます。続いて、２目現年発生単独災害復旧費３０５万円は、令和２年度繰

越分１件、３６万円、３年度１件、２６９万円の災害復旧でございます。続いて、

３目過年発生補助災害復旧費１４４万円ですが、施設が３件、農地が１件の災害復

旧でございます。 

 次に、決算審査資料の７ページを御覧ください。２１款諸収入の貸付金元利収入

の未済額２億１，５５７万１，７５０円でございますが、そのうち漁業経営安定資

金２億１，３５４万５，０００円が未収となっております。 

 次に、不用額について、８ページでございます。６款農林水産費１項農業費３目

農業振興費１８節負担金補助及び交付金３億４，３２３万５，０００円でございま

すが、事業実施による精算及び農産物集出荷施設設備事業費の繰越し、地方創生交

付金事業費農業経営継続補助事業費の繰越しの不用額３，２７４万６，０００円で

あります。１１款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費１目現年発生補助災害復

旧費４，６１２万１，０００円については、繰越しに伴い６２３万円の不用、３目

過年発生補助災害復旧費５７６万５，０００円については、４３２万５，０００円

の不用となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○海地委員長＝暫時の間、１０分間休憩いたします。 
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午後 ４時１３分 休憩 

午後 ４時２０分 再開 

 

○海地委員長＝それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。これより質疑に入りま

す。豊島さん。 

○豊島委員＝この漁業経営安定資金、これは未済額なんですけれども、どんなふうな

返済の状況になっていますか。今というか、今後も含めて。 

○海地委員長＝農林水産課長。 

○岡田農林水産課長＝この資金につきましては、委員も御承知のとおり思いますが、

堤防建設に係る補償金の上乗せ補助でございまして、一旦は各漁協とも理解をして

いただきまして、年間百五十数万円の返済をしていただいてたんですが、近年、こ

の不漁に伴い、なかなか経営状況も厳しいということで、数万円、３万円から１万

円、１万円から３万円、多いときで１０万円を不定期に入れていただいております。

この安定資金につきましては、毎年３月に各漁協を回りまして返済をしていただき

たいというお願いをしていっております。ただ、今の状況なので、毎年入れてくれ

るっていうことにはなかなかならないかもしれませんが、農業水産課としては、で

きるだけ入れていただくような努力はさせていただいております。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝これはあくまでも貸付金であって、補償金の上積みっていうふうなこと

になると、話が全然変わってくるのでしょうね。 

○海地委員長＝農林水産課長。 

○岡田農林水産課長＝もちろんそのとおりでございます。 

○大﨑（宏）委員＝１点だけ。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝鳥獣被害の関係ですけど、鹿、イノシシ、カラスという順番で出

てまいりましたけど、去年は実績、猿とかはないですか。 

○海地委員長＝農林水産課長。 

○岡田農林水産課長＝猿は対象とはしておりません。 

○大﨑（宏）委員＝外か。それは失礼しました。ごめんなさい、以上です。 

○海地委員長＝ほかに。佐々木さん。 

○佐々木委員＝ちょっと確認なんやけど。廃船処理事業は令和３年度からはじまった

のかね。 

○海地委員長＝農林水産課長。 

○岡田農林水産課長＝令和３年度は、それに伴う調査事業でございます。 

○佐々木委員＝調査事業やったがか。 
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○海地委員長＝よろしいですか。ほかに。よろしいですか。 

  〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。建設課長。 

○楠瀬建設課長＝よろしくお願いします。 

 主要施策実績報告書の１４ページからでございます。８款土木費１項土木管理費

１目土木総務費４，１６６万円の主な経費としまして、令和２年度繰越明許費、県

工事負担金、急傾斜地崩壊対策事業費９４万８，０００円は、上分田野、多ノ郷宮

ノ川内下で実施しました工事負担金でございます。次に、がけくずれ住家等防災対

策事業費６４０万３，０００円は、多ノ郷妙見町で実施しました工事費でございま

す。続いて、令和３年度は人件費を除く、崖崩れ住家等を防災対策事業費で、３地

区６８３万１，０００円、県工事負担金、急傾斜地崩壊対策事業費で２地区９９万

８，０００円などとなっております。次に、２目地籍調査事業費１億１，６９３万

９，０００円は、令和３年度調査区分の業務委託料と事務費などでございます。続

いて、２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費６，１６３万６，０００円は、

人件費と各種期成会等の負担金となっております。 

 次に、２目道路維持費３，３８８万９，０００円について、道路維持に係ります

委託料２８１万円、修繕費が６４０万５，０００円、土砂取り除き等手数料が８０

３万３，０００円となっております。また、工事請負費で１，００１万７，０００

円、その他電気料などでございます。 

 続きまして、３目道路新設改良費３億７，０９２万１，０００円のうち、令和２

年度繰越明許費としまして、県工事負担金ほか社会資本整備総合交付金事業費２，

６２２万１，０００円では、市道南谷４号線１号橋の補修工事ほか、落合１号線１

号橋、河原中ノ島線中ノ島大橋上部工などの補修、補強工事でございます。次に、

辺地対策事業費の１，８１５万円は、市道下中山長崎線、福良１号線の道路改良工

事となっております。次に、道路更新防災対策事業費の２，３４２万７，０００円

につきましては、中ノ島大橋上部工の補修、補強工事などでございます。続いて、

令和３年度の市単道路整備事業費の６，５０９万３，０００円は、市道山手町１３

号線の道路改良工事や市道古浜２号線横断暗渠改良工事のほか、市道路面補修工事

などとなっております。次の１９７万円につきましては、県道須崎仁ノ線の県工事

負担金でございます。 

 次に、社会資本整備総合交付金事業費の３，９６７万８，０００円の内訳としま

して、市道下中山長崎線道路測量設計委託業務のほか、市道鯛ノ川１号線、宮ノ川

内１号線の道路改良工事などとなっております。次に、辺地対策事業費の７７８万

８，０００円は、市道池ノ浦１号線の道路改良工事でございます。次に、須崎総合

高校新設道路建設工事費の１，９９７万４，０００円は、進入路詳細設計委託業務

で、須崎総合高校通学路整備推進基金積立金が７４２万９，０００円となっており
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ます。そして、道路メンテナンス費用費の１億６，０７８万円は市道橋梁の定期点

検や補修設計費、押岡４号線１号橋補修や中の島大橋の補修補強工事などとなって

おります。次に移りまして、３項河川海岸費１目海岸保全費５４０万１，０００円

は、令和２年度繰越明許費としまして、県工事負担金で１６７万２，０００円、令

和３年度は協議会等会費で７万円と県工事負担金で３６５万９，０００円となって

おります。次に、４項港湾費１目港湾費１億４７９万１，０００円の主なものとし

まして、国直轄港湾改修事業負担金１億１２１万１，０００円、県工事負担金の港

湾海岸単独改良事業で８５万５，０００円、須崎港港湾施設改良で２２１万３，０

００円となっております。続きまして、５項都市計画費１目都市計画総務費３億５，

６４２万４，０００円は、人件費のほか、下水道特別会計への繰出金に３億５，２

２５万８，０００円が主なものとなっております。次に、２目公園費１，８２０万

７，０００円は、公園維持管理費で１，３６９万５，０００円はシンボルロード維

持費で４５１万２，０００円となっております。 

 次に、２４ページへ移りまして、１１款災害復旧費２項公共土木施設災害復旧費

１目現年発生補助災害復旧費５，２４３万２，０００円の内訳は、令和２年度繰越

事業で、道路が２件、河川で３件、１，５９５万円。令和３年度は道路１０件、河

川１件で３，３７２万４，０００円でございます。次に、２目現年発生単独災害復

旧費６４０万２，０００円の内訳は、令和２年度繰越事業で、道路２件、１０４万

２，０００円、令和３年度は、道路３件で１３４万となっております。そのほか修

繕料が１５６万２，０００円、土砂取り除き等手数料で２４６万円となっておりま

す。続いて、３目過年発生補助災害復旧費４０２万円は、河川１件で３８６万１，

０００円でございます。 

 次に、決算審査資料の９ページをお願いいたします。主な不用額につきまして、

８款土木費１項土木管理費１目土木総務費１４節工事請負費は、がけくずれ住家等

防災対策費８６７万５，０００円は、事業費の確定により不用となっております。

続いて、５項都市計画費１目都市計画総務費２７項繰出金７６５万５，０００円に

つきましても、職員給料、手数料、公債費利子の確定による不用となっております。

続いて、１１款災害復旧費２項公共土木施設災害復旧費１目現年発生補助災害復旧

費１４節工事請負費９９０万２，０００円につきましても、事業費の確定によるも

のでございます。 

 以上、決算の説明を終わります。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。佐々木さん。 

○佐々木委員＝ちょっと確認なんですが、この１６ページのところの公園費のところ

で、例えば公園の植栽とか、立ち木の剪定なんかですよね、これの管理には、例え

ばそういう費用は、ここの中のどこに含まれてますか。 

○海地委員長＝建設課長。 
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○楠瀬建設課長＝１６ページ、この中で言いますと、公園の維持管理業務の委託料と

か、そういったものに、役務費とかに含まれております。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝それで、例えば、いわゆるそういう剪定とか、そういった事業では大

体どこへ発注というか委託というか、主にされているのですかね。 

○海地委員長＝建設課長。 

○楠瀬建設課長＝それぞれ単価がございますが、一番単価が安いとされてますシルバ

ー人材センターで剪定を主にお願いをしてるところです。以上です。 

○海地委員長＝佐々木さん。 

○佐々木委員＝それで、私も市民の方からちょっといろいろ聞く中で、どうしてもシ

ルバー人材センターのほうに委託というか、コスト的にそちらのほうへ頼むことに

よって、どうしても造園業者が、なかなか立ち行かなくなったというのが１点。そ

れと、こういう人材難の時代になって、シルバー人材センター自体が、こういう人

材枠を、人数の確保も大変な状態になって、まさにそういう剪定に関する技術的な、

素養のある方もだんだん少なくなってて、実際に市内の、県道は別としてね、シン

ボルロードとか、市道沿いであるとか、公園なんかの言うたら、風情のある並木と

いうか、こういったものが十分管理されてないのではないか。こういった声をよく

聞くんですが、この辺のところはどのような。 

○海地委員長＝建設課長。 

○楠瀬建設課長＝剪定の仕方は、当然、造園業者なんかは非常に庭の木はやったりと

かされると思うんですけど、今現在、先ほど委員言われるように、人手不足という

こともありまして、何とか草を剪定するには限界がありまして、そこにとどまって

いるという状況でございますので、これは公園に限らず道路もそうなんですけど、

まずは支障を来さない状態に何とか保っていくっていうところが、建設課の公園管

理として最低限度できる費用かなというふうに感じています。以上です。 

○海地委員長＝松田さん。 

○松田委員＝実は昨日の１４号の台風の影響のときに、緑町の県道沿いは見事に樹木

がきれいに葉っぱが刈られていて、市道のところは木が、電柱とか電線にも影響し

ちゅうような、樹木が張っちょって。実は、スパークしよったと、夜。ばちばち火

花が見えよったというお話を具体的に聞いています。それ確かに電力のほうに、普

通の地域の田舎だったら、もう管理者が分からんような地元でそういったことない

けど、あっこは明らかに市の管理がまだまだ十分してないなということと、以前か

ら申し上げてるように、歩道の縁石に根っこがもうすごい悪い影響をなしゆう、も

う地域住民と話し合って、やっぱり樹木の対応をどうするかっていうことを、毎年

毎年この樹木のことを議論するやったら、もうああいった交通量も減ってきたり、

子供の通学路にもなっちゅうので、逆に視界の広いほうが安全な道として歩道も使



令和 ４年度 ９月定例会 総務委員会 

 

95 

えるんじゃないかなと思うので、今回のスパークのことは明らかに住民からの通報

だったので、ぜひ、おっしゃられてましたけど、樹木の管理も建設課も大変だと思

いますが、３年度の予算とはちょっと異なりますけども。 

○海地委員長＝建設課長。 

○楠瀬建設課長＝昨日の台風の対応も結構そういう樹木が電線に当たっていうところ

で、停電の原因になってるようなことも話も聞きましたんで、既決の予算の中で何

とかそういう支障を来さないような、通行に支障を来さないような形で管理をさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○松田委員＝お願いします。 

○海地委員長＝ほかに。高橋さん。 

○髙橋（立）委員＝せっかくなんで、関連するんですけれど、公園管理とか市道の話

もされてました。非常にシルバー人材センターに頼んでも、先ほど度々言われおっ

た状況もあって、やりたい時期にやれんというふうな、草刈りができないとか、そ

ういう事態が発生してる、ここ何年か。そういうことで、私なんかも町内の公園と

か、ほかの地域の、市道の草刈りの件でも、そういうことで聞いて、やっぱりせっ

つかれたり、町内でも言われたんで、いつやってくれるって、どうしてもそういう

ふうになってしまうのは市民の感情なんですが、先ほど言われよったような安全と

か景観とか、優先せないかんところがどこかっていうこともなかなか難しい問題や

と思うので、何ていうか、割と専門的な知識を持っちゅう人らあにもう頼ってもい

いんじゃないかというふうなことも時々思うんです。総合的な公園管理みたいなの。

そういったこともこれから、あんまり大きい予算でもつけれる話ではないとは思う

んですが、そういったことも考えてみたらいいんじゃないかなというふうに思って

ますが。 

○海地委員長＝建設課長。 

○楠瀬建設課長＝確かにマンパワー不足がここにも出てきてると、作業する労力が当

然減ってきてますんで、何とか効率を図れる方法と安全担保できるような管理体制

を内部でも検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○海地委員長＝ほかにありませんか。 

  〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝よろしいですか。ないようですので、次に移ります。住宅・建築課長。 

○小野住宅・建築課長＝住宅・建築課所管分について御説明いたします。 

 住宅管理費につきまして御説明申し上げます。主要施策の実績報告書、一般会計

の１６ページを御覧ください。歳入歳出決算書では１３２ページからになります。

第８款土木費第６項住宅費第１目住宅管理費の決算額は１億１，７４３万４，００

０円となっております。人件費の職員給除きまして、市営住宅入居選考委員の出務

報酬６万円、また、市営住宅補修工事費は３，７３３万８，０００円となっており、
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住宅の修繕工事や退去補修工事、ガス管補修工事、水道メーター交換、浄化槽ブロ

ア取替えの工事費などに要した費用でございます。次に、市営住宅維持管理経費１，

０６５万７，０００円につきましては、住宅を維持管理していくために必要な消耗

品、電気料、水道料などに要する需用費、住宅周辺の除草や配水管などの詰まりに

よる高圧洗浄、浄化槽の法定検査などの役務費、貯水槽の清掃や消毒などの維持管

理に要する委託料、ＮＴＴ借り上げ住宅などに係る不動産の賃借料、多ノ郷市営住

宅などへの移転補償費として、補償補填費及び賠償金、そして、公用車車検時の重

量税として公課費などとなってございます。その他の経費といたしまして、消耗品

費、印刷製本費、郵送料や口座振替手数料など合わせて６３万６，０００円となっ

ています。 

 次に、住宅管理費の財源となります住宅使用料につきまして、歳入歳出決算書で

御説明させていただきます。決算書の２８ページ、２９ページになります。第１款

使用料及び手数料第１項使用料第５目土木使用料第３節住宅使用料でございますが、

収入済額は１億８８８万９，８４０円となっており、収入未済額は９，７１６万４，

９２１円となっております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。豊島さん。 

○豊島委員＝ＮＴＴの借り上げ住宅のことですけれども、まだちょっと全員     

退去ということにはなっていないんですけど、その辺についてはどんなふうに、こ

れから先、計画がなっていますか。 

○海地委員長＝住宅・建築課長。 

○小野住宅・建築課長＝現在、ＮＴＴの借り上げ住宅として借入れが続いております

のは、東川内の借り上げ住宅になっております。これは、全戸数が８戸ございまし

て、順次退去、移転をしていただいてる状態で、今１世帯だけ残っており、現時点

でもう引っ越しの準備をしているということなので、この９月の下旬をめどに完全

退去ができる予定で動いております。その後、今、ＮＴＴとも調整をしておりまし

て、９月末で返還ができればということで調整をしてる最中でございまして、おお

むね返還が年内に進むものであるというふうに考えております。 

○海地委員長＝ほかに。よろしいですか。ないようですので、次に移ります。子ども・

子育て支援課長。 

○久保子ども・子育て支援課長＝それでは、子ども・子育て支援課所管分の令和３年

度実施事業の決算について御説明をいたします。 

 主要施策実績報告書に基づきまして、主なものについての御報告となります。一

般会計の８ページ目をお開きをお願いいたします。３款民生費２項児童福祉費１目

児童福祉総務費でございます。上から７行目の通園バス委託料１，１４６万２，０

００円につきましては、上分、浦ノ内、おひさま、３か所の保育園への通園バス運
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行に係る委託料となっております。３年度利用者は３園合わせまして３０人となっ

ております。４つほど下へ飛びまして、子育て支援金給付費３６０万円は、３人目

以降の出産に対しまして１人当たり１５万円給付するものでございます。３年度に

つきましては２４人分でございました。１つ飛ばしまして、児童扶養手当事業費は、

１８歳以下の児童を扶養する独り親世帯に支給される手当といたしまして７，１４

８万円、その下、病児・病後児保育事業費としまして、くろしお病院への委託料２

４６万８，０００円の決算額となっております。２つ飛ばして、子育て医療応援事

業費４，９６８万４，０００円は、中学校卒業までの子供への医療費助成です。次、

独り親家庭医療費につきましては、７４３万７，０００円の決算額となっておりま

す。次の母子生活支援施設保護事業費４２２万２，０００円につきましては、ＤＶ

被害等の状況にある母と児童を保護し、自立を支援するための母子生活支援施設へ

の費用でございまして、令和３年度は１世帯入所をしております。４つほど飛びま

して、子ども・子育て支援法による施設型給付事業費５，７３４万１，０００円で

ございますが、こちらは市内の公立保育園や市外の広域業者の公立保育園に係る給

付費でございます。次の地域型給付事業費２，５１５万７，０００円は、小規模保

育事業所に係る給付費となっております。あゆみ乳児保育園が対象となります。次

に、養育支援訪問事業費４５２万６，０００円ですが、養育支援や相談業務を実施

いただく家庭児童相談員の報酬や、育児支援ヘルパーの委託料などの費用となって

おります。続いて、保育所副食費補助事業費１，０３１万６，０００円につきまし

ては、教育・保育の無償化に伴い、その対象外となっております副食費、給食費の

補助でございます。続きまして、子育て世帯への臨時特別給付事業２億３，２６１

万９，０００円でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て

世帯支援としまして、基準内所得額世帯の１８歳以下のお子さん１人につき１０万

円、対象人数２，３０５人への給付金及び事務費となっております。その下、子育

て世帯生活支援特別給付金事業の独り親世帯分１，１６３万８，０００円及びその

他世帯分１，６３８万３，０００円につきましては、コロナウイルス感染症の影響

により、独り親世帯及び低所得の子育て世帯への支援としまして、子供１人につき

５万円、対象人数が独り親世帯が２１３人、その他世帯は２６０人分の給付金及び

事務費となっております。その下、地方創生臨時交付金事業の新生児育成応援給付

金事業７１５万２，０００円ですが、コロナ禍での育児支援としまして、新生児１

人当たり１０万円、対象人数７１人の給付金及び事務費となっております。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。２目の児童措置費でございます。ま

ず、児童運営委託料（保育協会）３億５，８７１万９，０００円は、市内５つの民

間保育園と広域入所の保育所に対しまして、児童の保育に係る経費を支出している

ものでございます。下の保育協会補助金は、須崎市保育協会の運営に係る費用とい

たしまして１億５，４６１万円、児童手当給付費は、中学校卒業までの児童に対す
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る給付で２億２，０２３万円でございます。少し下の表で、５つの民間保育園の決

算状況についてお示しをいたしておりますので、こちらのほうはお読み取りお願い

いたします。続きまして、３目保育園費でございます。上から７行目の安和保育園

管理運営委託料４，７３８万円、次、吾桑保育園管理運営委託料４，１７５万１，

０００円は指定管理に係る経費でございます。主な経費は人件費や給食費、材料費

等となっております。次、地方創生臨時交付金事業といたしまして、保育所業務効

率化事業４９９万９，０００円は、保育所へのパソコン整備と保育所等感染症対策

事業１９９万８，０００円は、保育所や幼稚園、子育て支援センターなどに空気清

浄機やマスクなど、衛生用品等を整備した費用となっております。その少し下の表

ですが、吾桑と安和両保育園の交付税算定基礎となる決算額となっております。ま

た御確認をお願いいたします。 

 少し飛びますが、１７ページをお開きお願いいたします。１０款教育費１項教育

総務費２目事務局費のうち、幼稚園に係る事業の主なものについて御説明いたしま

す。事務局費の中ほどより、ちょっと下のほうでございますが、子ども・子育て支

援法による施設型給付事業費２，６９３万６，０００円ですが、こちらは私立幼稚

園に支出したものとなっております。対象は、市内市外の３園となっております。 

 また飛びまして、２１ページをお願いいたします。４項社会教育費１目社会教育

総務費でございます。２１ページの上から３つ目の放課後児童クラブ推進事業費５，

３２８万９，０００円は、市内６か所の放課後児童クラブの運営につきまして、須

崎市放課後児童クラブ連絡協議会に委託をしておりまして、その委託料や利用児童

及び指導員の保険料等の決算額となっております。次の放課後子ども教室推進事業

費３９１万５，０００円につきましては、市内５か所で行っていただいてます放課

後子ども教室への指導員への報酬等でございます。 

 その下の同じく、２１ページ、３目青少年対策費でございます。青少年育成セン

ターの運営に係る費用となっておりまして、主なものといたしましては、人件費と

しまして、補導員やセンターママの出務報酬として５６万５，０００円等となって

おります。 

 では、続きまして、令和３年度決算審査資料につきまして御説明をいたします。

決算審査資料のほうの７ページをお開きお願いいたします。１、収入未済額のうち、

１３款分担金及び負担金の児童福祉費負担金収入未済額２８万２，９００円ですが、

民間保育園の保育料といたしまして、現年分８万６，２００円、過年分１９万６，

７００円でございます。未納者は過去１名分となっております。その下の１４款使

用料及び手数料、児童福祉使用料の収入未済額５万６，２００円ですが、こちらは

公立保育園の過年分保育料となっております。こちらも未納者１名分でございます。

続きまして、その下、２１款諸収入、雑入の子ども・子育て支援課所管分といたし

ましては、独り親家庭医療費返納金１３万８，５６１円、児童手当返還金１３万円、
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児童扶養手当返還金４万４，２９０円となっております。こちらは全て過年分とな

っており、対象者の所在不明や破産決定等により、収納困難な状態でございます。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。不用額でございます。１０款教育費

の４項社会教育費１目社会教育総務費の委託料、放課後児童クラブ推進事業費９４

万２，０００円につきましては、決算額確定による不用額となっております。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。髙橋祐平さん。 

○髙橋（祐）副委員長＝課長、通園バスの委託料なんですけれども、先日、静岡県で

通園バスで女の子が死亡するという、本当悲しい事件が起きたばかりなんですけれ

ども、あの事件を受けて、業者と通園バスの在り方ですか、そういったことに対し

て協議はされておりますか。 

○海地委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○久保子ども・子育て支援課長＝協議といいますか、こちらの須崎市で運行を委託を

お願いしている事業者は一般の旅客の許可をいただいている事業者を、しんじょう

ハイヤー、横浪交通に、今委託をお願いしておりまして、もともと二重、三重のチ

ェックを運行をお願いをいたしておりますので、今回の事件を受けてっていうこと

で、特別何かをしたということはないんですが、もちろん国からの通知は来ており

ましたので、注意喚起といいますか、注意喚起のほうはさせてはいただいておりま

す。それは、保育園に対しても同じでございます。 

○海地委員長＝よろしいですか。 

○髙橋（祐）副委員長＝その注意喚起というのはブザーなんですか。 

○海地委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○久保子ども・子育て支援課長＝こういう痛ましい事件があったことを受けて、なお

一層管理の徹底にというか、注意徹底というか、そういう国からの通知が来ていた

ことに対して、こういう通知も来ていますのでっていうことで、なお、管理の確認

の徹底をお願いしたいですというようなことでございます。 

○海地委員長＝髙橋祐平さん。 

○髙橋（祐）副委員長＝報道で見ておりましたんですが、もちろんこういったことが、

注意の徹底もそうですし、注意喚起も当たり前なんですよね。当たり前とした上で

ですよ、最悪当たり前とした上で、いざというときに、通園バスに、あったらなら

んですけれども、子供が取り残された場合にクラクションを打ち鳴らせる練習させ

てる報道を見まして、もちろんあったらいかんのですけれども、もしもあった場合

のときに、やっぱりその命って本当にもう大切なものでございますので、さらにそ

ういった徹底をお願いしたいなと思います。 

○海地委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○久保子ども・子育て支援課長＝委託会社及び園のほうとも、そちらはちょっと協議
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をさせていただきたいと思います。 

○髙橋（祐）副委員長＝よろしくお願いします。 

○海地委員長＝よろしいですか。大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝収入未済額の件で、結局、その言いよった児童福祉負担金の現年

分の８万６，２００円の過年分とか、それから、公立保育園の使用料ありますよね。

これ徴収できない状態で、これは当事者がおるということよね、こっちに。 

○海地委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○久保子ども・子育て支援課長＝今の時点では、おります。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝そういった場合の、今回コロナ関係、独り親世帯とか、言うたら

配りましたよね、子供に対してね、そういうなんでやっぱりそれを渡すことによっ

て差し引きして取っていかんと、集金せんとよね、ずっと置いたままになってくる

きよね、何か向こうに収入があるときによね、その辺上手にやっぱり差引きやらん

とよねいかんと思います。そういうような工夫とかしなかったんでしょうか。 

○海地委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○久保子ども・子育て支援課長＝保育料の収納につきましては、平成２４年度から保

護者の同意に基づいて児童手当のほうから引去りさせていただくことができるよう

にはなっているので、この今の方もやってはいるんですけれど、なかなか保育料に

児童手当額追いついていっていないというのが今現状で。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝いやいや、今回コロナの関係でひとり親世帯の今説明あったやん

か、配ったっていう、ほら。そういうのからもう天引きしたらええんと違いますか。 

○海地委員長＝子ども・子育て支援課長。 

○久保子ども・子育て支援課長＝天引きをするというのが、制度としてできるのかは、

私も今勉強不足ですので、できるようであるかはちょっと確かめたいと思います。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝そうやってほら、なかなか家庭の事情もあろうかと思いゆうけん

ど、利用をして、使ったものやきよね、みんなやっぱり平等にやっていかんといか

んとこがありますので、そこで、国からのいろんな援助が来たときには、その家庭

に、ほら、それは一時金で入ってくるやきよね、それはそれでやっぱりこういうこ

とで徴収して回すというふうな発想もないとね、その家庭にとってもやっぱししん

どい思いしていく、ずっとね。だから、工夫のほうよろしくお願いします。 

○海地委員長＝よろしいですか。豊島さん。 

○豊島委員＝今、大﨑委員が言われた、このお金の中身は保育料としたものですか。

今あんまり保育料っていうの要らないんですよね。 

○海地委員長＝子ども・子育て支援課長。 
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○久保子ども・子育て支援課長＝保育料がかかるのがゼロ歳から２歳までのお子さん

で、同時にお二人以上お子さんが通ってない方については、その収入によっては保

育料がかかってきますので、その方の分になってきます。それ以上、２子以上行か

れている場合とかは減免になっちゃいますけれども。 

○海地委員長＝いいですか。ほかにありませんか。 

  〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。学校教育課長。 

○中西学校教育課長＝それでは、学校教育課の主なものを御説明させていただきます。 

 実績報告書１７ページでございます。１０款教育費１項教育総務費１目教育委員

会費２３１万円は、教育委員会委員に係る報酬等でございます。２目事務局費です。

令和２年度からの繰越事業として、地方創生臨時交付金を活用しまして、新型コロ

ナの感染拡大への対策として、ウエットティッシュや消毒液等の購入１９万７，０

００円でございます。次に、少し飛びまして、ＧＩＧＡスクールサポーター配置促

進事業費３６０万円でございます。小・中学校では１人１台端末の導入に伴いまし

て、タブレットが整備されました。令和３年度は２人のＩＣＴ支援員を配置をして、

各学校で支援をしておりますけれども、機器や通信環境に不具合が生じた際の対応

であったり、緊急時の対応については、ＩＣＴ支援員のお二人以外のところで対応

するということでございまして、ハード面のサポートについては専門業者にお願い

をするということになりますので、その委託費でございます。それから、総合型校

務支援システム負担金３４０万３，０００円でございますが、令和２年度から高知

県公立の小・中学校全校に導入されました校務支援システムの負担金でございます。

学資金貸付金１０８万円で、令和３年度の貸付けは大学生２名でございます。スク

ールソーシャルワーカー派遣事業費５５０万９，０００円でございます。スクール

ソーシャルワーカー３名の報酬等でございます。外国語教員推進事業費２，２９７

万９，０００円でございますが、ＡＬＴ６人の報酬や住居費用、研修費用のほか、

学校で活用する際に必要となる物品等の事業費でございます。令和元年度には令和

元年度には目標としておりました４人体制ということになりました。近年は、新型

コロナウイルスの影響もございまして、来日も遅れるということもございますが、

昨年度は６人体制ということでの実施となっております。なお、本年度８月以降は、

ＡＬＴは５人体制で、小・中学校での勤務で、お一人はＣＩＲ、国際交流員という

ことで、保育園や学校等で幅広く勤務をしているという状況でございます。次に、

学ぶ意欲を育む教育の充実事業２４８万８，０００円です。児童生徒に支出能力を

身につけること。須崎市教育目標であります、たくましく心豊かな人づくりが達成

できる教育を目指すということで、教員の資質や指導力の向上を図ることを目的に

研修を行っております。また、昨年度は浦ノ内中学校区で地域ぐるみ研究発表を行

いまして、市内の小・中学校で共有をしております。コロナ禍ということで、初の
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リモート開催としまして、指導力向上に向けて教職員が相互に研修を行ってきてお

ります。次に、使う・伝える・心をつなぐ情報教育推進事業費２７２万７，０００

円です。これは、ＩＣＴ支援員１人の報酬のほか、ＩＣＴを推進していくために設

置をしましたＩＣＴ推進本部会議という会議のアドバイザーとしまして、福岡市の

中村学園大学の山本教授にお願いをしましたので、会議に参加をしていただいた際

の報償費や旅費等の支出でございます。その他の経費、２７４万６，０００円です。

学校や教育支援センターのパソコン等の機器やネットワークに関するサポート業務

委託等でございます。 

 次に、１８ページ、２項小学校費に移ります。１目学校管理費です。令和２年度

繰越事業として、地方創生臨時交付金を活用しまして、新型コロナの感染拡大への

対策として、各学校で５６万円から１２０万円の衛生消耗品を購入しております。

次に、学校施設修繕料です。５８６万５，０００円ですが、昨年度は須崎小学校の

汚水水中ポンプの取替え、多ノ郷小学校送水管修繕や漏水修繕、浦ノ内小学校給食

棟の間仕切り修繕、スクールバスの修繕等を行っております。小学校のインターネ

ット回線の接続費として、情報回線接続費２９１万１，０００円でございます。そ

れから、スクールバス運行委託料です。浦ノ内のスクールバスですが、４１２万９，

０００円で、昨年度２つの事業所に委託をしております。小学校営繕工事費２２０

万４，０００円です。昨年度は吾桑小学校西側のフェンスの修繕工事、須崎小学校

駐輪場撤去工事等を行っております。管理用備品購入費で２８１万５，０００円で

す。上分小学校と南小学校の放送設備の更新、吾桑小学校の電話機の不具合により

まして更新などを行っております。給食用備品購入費です。２７７万円ですが、須

崎小学校、多ノ郷小学校で球根皮むき機、上分小学校では冷蔵庫、多ノ郷小学校で

回転釜、浦ノ内小学校で食器洗浄機等をそれぞれ購入しております。いずれも老朽

化による更新ということでございます。次に、学校経常運営費５８２万２，０００

円です。これは各小学校に配当予算として計上しておりまして、学校で必要となり

ます消耗品や軽微な修繕料、クリーニング代等の費用を支出をしております。学校

情報通信環境整備事業費１，０９３万１，０００円です。ＩＣＴ支援員１人の報酬

のほか、各小学校で使用をしますプログラミング教材であったり、教員に対しまし

てプログラミングの指導方法を支援していただくための委託料、タブレットを使用

して授業をする際の支援ソフトの構築業務の委託料、先生が使いますデジタル教科

書の使用料などを支出しております。次に、２目教育振興費です。令和２年度繰越

事業として、ＧＩＧＡスクール構想環境等整備事業費４００万３，０００円です。

タブレット用のプリンターやマウス、ヘッドセットなどの整備費用、遠隔授業やウ

ェブ会議で使用する際の機器の整備費用、家庭への貸出用Ｗｉ－Ｆｉルーター５台

分などの整備でございます。教授用消耗品費２１０万３，０００円です。学校の配

当予算としておりますが、先生方が授業で必要とする消耗品や特別支援学級の消耗
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品を購入をしております。 

 次に、１９ページに移りまして、要・準要保護児童扶助費でございます。要保護

世帯の給食費、学用品費、修学旅行費等で１，３２３万２，０００円でございまし

た。対象要保護が５人、準要保護が１７５人でございます。特別支援教育支援員配

置事業費３，５２７万８，０００円ですが、小学校の教育支援員１５人に係る人件

費等でございます。地方創生臨時交付金を活用してのＧＩＧＡスクール構想環境等

整備事業２９５万３，０００円です。コロナ禍を踏まえまして、タブレットの持ち

帰りを想定をして、タブレット用充電器の整備費でございます。次に、３目学校建

設費１，２０５万９，０００円です。昨年度は浦ノ内小学校プール改修工事の設計

委託、上分小学校トイレ大規模改造工事の設計委託と管理委託の委託業務を行って

おります。また、上分小学校トイレ大規模改造工事を行っております。次に、第３

項中学校費です。１目学校管理費です。令和２年度繰越事業で、地方創生臨時交付

金を活用して、新型コロナの感染拡大への対策として、各学校で４０万円から８０

万円の衛生消耗品を購入しております。学校施設修繕料は２１２万６，０００円で、

朝ヶ丘中学校体育館入り口扉の修繕や暗幕の入替え、須崎中学校トイレの修繕など

を行っております。 

 次に、２０ページに移りまして、学校経常運営費として３４２万８，０００円で

す。各中学校に対する配当予算でございまして、学校で必要な消耗品、軽微な修繕

料、役務費として支出をしております。学校情報通信環境整備事業費３６１万６，

０００円です。小学校と同じくタブレットを使って授業をする際の支援ソフトの構

築業務の委託料、指導者用のデジタル教科書の使用料、ＤＶＤの指導者用のデジタ

ル教科書の購入費でございます。それから、地方創生臨時交付金を活用しての修学

旅行支援事業でございますが、朝ヶ丘中学校と上分中学校で修学旅行のキャンセル

料が発生しましたので、２４万１，０００円の支出をしております。次に、２目教

育振興費です。令和２年度繰越事業として、ＧＩＧＡスクール構想環境等整備事業

費２１２万８，０００円です。小学校と同じくタブレット用のプリンターやマウス、

ヘッドセットなどの整備費用、遠隔授業やウェブ会議で使用する際の機器の整備費

用でございます。教授用消耗品費１３７万１，０００円は学校配当予算でございま

して、先生方が授業で必要とする消耗品、特別支援学級の消耗品を支出をしており

ます。要・準要保護生徒扶助費として６５３万８，０００円です。給食費、学用品

費、修学旅行費等を支出をしております。中学校の対象は要保護が１人、準要保護

１０６人でございました。特別支援教育支援員配置事業費１，４３１万３，０００

円は、中学校の教員支援員６人分の経費でございます。児童生徒心の居場所づくり

推進事業費１，１１９万２，０００円でございます。不登校や不登校傾向にありま

す生徒の居場所として設置をしています教育支援センターの施設の賃借料や職員の

人件費等の経費でございます。地方創生臨時交付金事業のＧＩＧＡスクール構想環
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境等整備事業費１５２万６，０００円でございます。小学校と同じくタブレットの

持ち帰りを想定しての充電器整備費でございます。部活動指導員配置促進事業費１

０２万１，０００円です。昨年度は、朝ヶ丘中学校の陸上部とソフトテニス部、上

分中学校の卓球部で、地域の方による指導を行っていただきまして、その人件費と

して支出をしております。その他の経費、１７０万６，０００円でございます。朝

ヶ丘中学校と須崎中学校の給食未実施に対する代替策として実施をしております弁

当提供事業などの経費となっております。３目学校建設費７，６５７万６，０００

円でございます。令和２年度繰越事業として、朝ヶ丘中学校トイレ大規模改造工事

の管理委託料、工事請負費、消耗品費など、６，９５８万３，０００円でございま

す。また、令和３年度事業として、上分中学校トイレ大規模改造工事設計委託及び

管理委託料、工事請負費で６９９万３，０００円でございます。 

 以上が実績報告の報告です。 

 続きまして、決算審査資料の説明でございます。７ページをお開きください。 

 収入未済額でございます。２１款諸収入の貸付金元利収入、学資金についてでご

ざいますが２００万円の未収金がございます。調定額４４７万８，０００円に対し

まして収納額が２４７万８，０００円でございまして、その差額２００万円が収入

未済額となっております。 

 次に、不用額でございます。９ページ、１０款教育費でございます。３項中学校

費３目学校建設費委託料１２５万７，０００円が不用です。繰越事業であります朝

ヶ丘中学校トイレ大規模改修工事の管理業務委託費が入札による減額ということで

不用になったものでございます。以上よろしくお願いいたします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。ありませんか。豊島

さん。 

○豊島委員＝ＧＩＧＡスクール構想で、大きく変わってきた子供たちもそれらが次第

に定着してきたというか、学校の先生方も、あるいは児童生徒も、そして教育行政

としても大変な１年になったなと思うんですが……。 

○海地委員長＝暫時休憩します。 

 

午後 ５時１５分 休憩 

午後 ５時１６分 再開 

 

○海地委員長＝引き続き会議をはじめます。 

○豊島委員＝それで、この事業をはじめて、そして今の状況を振り返ってみてですね、

どんなふうに捉えていますか。非常に大ざっぱな言い方ですけど、子供たちもいろ

んな意味で次第に慣れてきたとか、あるいはプラスの予算をして、家庭で持ち帰り

でできる充電器も購入したとか、順番にそういった整理もしながらやってきた１年
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間じゃなかったかなというふうに思うのですが、学校の先生たちも本当に大変した

んじゃないかなと思いますけど、今の状況ですね、１年より今少したっていますけ

れども、これらの事業を振り返ってみて、どんなふうに、大分落ち着いてきたなと

かですよね、効果が出てきたなとか、子供たちも結構歓迎しているなとか、いろん

な面があろうかと思いますけども、課長としての、補佐からずっとおったわけです

から、どんなふうに受け止めておられますか。 

○海地委員長＝学校教育課長。 

○中西学校教育課長＝学校を訪問して、授業を拝見もさせていただきますと、例えば

生徒が発表すると、それをほかの方々に、児童生徒に聞いてもらうというのが、我々

の子供のときの一般的な授業の風景だとは思いますが、今、そのタブレットを使っ

て発表をしつつ、前に大型モニターがありますので、それにほかの生徒の考え方を

記述をしたものが一画面で分かるようになってますので、発表しつつ、ほかの発表

してない人の考え方もみんなに一気に発表していくというような状況になってます

ので、そういう意味では、ほかの方の考えも聞くっていうようなことで、今、授業

の取り組みが出ておりますので、授業としては結構いいものにはなっているという

ふうに私は感じております。 

 先生にもお聞きしますと、須崎市がこれまでなかったもので、なかなかいきなり

どうして授業をしたらいいかっていうのがもちろん分かってないので、そこはもう

研修もしながらということで、また先生方にもお願いして、できるだけ活用してい

くようにということでお願いをしておりますし、低学年はなかなかまだ難しいとこ

ろがありつつも、やっぱり機械を触らんと、置いちょってもいけませんので、いい

ところの報告を教育委員会のほうにしていただいて、それを各学校に流しもって、

情報共有もさせていただいてますので、これからだんだんにもっと活用も広がって

いくのかなということで捉えてはおります。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝子供たちの間で、これが入ったことによっての、今までやったことがあ

る子供とか、家庭にそういう機器があって、比較的身近に感じておった子供たちと、

それから、そういうものがなかったような子供たち、いろいろあったと思いますけ

れども、その子供たちへのそういった格差っていいましょうか、そういうふうな状

況というものはあまり感じられませんか。 

○海地委員長＝学校教育課長。 

○中西学校教育課長＝それは、私自身はあんまり感じたことはないです。いわゆる一

般的なソフトとか、タブレットとは違って、授業で使うソフトでございますので、

環境でございますので、そこまで格差があるということは感じてはおりません。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにありませんか。髙橋立一さん。 

○髙橋（立）委員＝以前、自分、質問した覚えがあるんですが、部活の指導員のお願
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いする方々の、元は、例えば先生の多忙さの何ていうか、それちょっとっていうと

ころもあったと思うんですが、一方では部活の強化にもあるやろうと思いますので、

そういった意味で属人も含めた継続的な採用というか、そういったことの展望は、

今のところどういうふうな感じになっているんですかね。 

○海地委員長＝学校教育課長。 

○中西学校教育課長＝実際のところ、先ほど報告させていただいた俗人でいうと３人     

になるんですけども、から、広がりは今のところちょっとまだできてませんし、実

は今、御承知だと思いますが、土日の部活動を地域で見ていただこうということで、

文科省を含めて議論がはじまりましたので、文科省、スポーツ庁含めてはじまりま

したので、それも含めると正直なかなか厳しい状況かなということでは感じており

ます。ただ、厳しい厳しいというだけじゃなかなか進めませんので、文化・スポー

ツ観光課と、あるいはスポーツクラブとも協議もしながら、どんな取決めができる

かということで検討をしていきたいというふうには考えております。 

○海地委員長＝ほかにありませんか。 

  〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○海地委員長＝ないようですので、次に移ります。生涯学習課長。 

○岡本生涯学習課長＝それでは、２０ページをお願いいたします。 

 主要施策、４項社会教育費１目社会教育総務費１億７，１９８万４，０００円、

人件費以外の主なものとして、市民体育館用地賃借料が３１６万３，０００円でご

ざいます。 

 次、２１ページでございますが、上から２行目です。文化財保存事業費１１５万

１，０００円、国の重要文化財、鳴無神社の保存管理費補助金や各地区の花取り踊

り等保存会への補助金でございます。それから、地方創生臨時交付金事業費４５２

万７，０００円、コロナウイルス対策として消毒液、マスク等を購入したものでご

ざいます。２４９万円分購入しております。それと、公民館の網戸の設置に７５万

円、文化会館の非接触型自動水栓工事が９９万円、それから、各公民館の玄関に設

置した非接触型の体温検知器、これが２９万９，０００円等でございます。子ども

第三の居場所事業費３８１万２，０００円、てくテックすさきのプログラミング教

育の授業費でございます。次に、２目公民館費５，５３９万１，０００円、補助員、

各種教室等報償費２３０万３，０００円は、公民館の補助員や公民館事業での指導

者等への報償費でございます。情報回線接続費１３９万９，０００円、インターネ

ット接続料でございます。飛びまして、地域自主組織運営事業費２，７２３万４，

０００円、浦ノ内、上分、吾桑地区地域自主組織の運営費でございます。市民文化

施設エアコン取替え工事４６８万６，０００円、浦ノ内東部コミュニティ、浦ノ内

市民交流会館、久通交流会館凪の里の３か所の取替え工事でございます。次、４目

でございます。図書館費５，２８４万６，０００円、令和２年度繰越明許費、地方
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創生臨時交付金事業費１２４万４，０００円、図書購入費等でございます。 

 次、２２ページをお願いいたします。中ほどでございます。令和３年度分で、図

書館システム保守委託料１３６万６，０００円、地方創生臨時交付金事業費で２６

０万６，０００円、電子書籍費として１３２万円、図書購入費として１１０万円等

でございます。図書館等複合施設整備事業費４，３５９万５，０００円、株式会社

須崎スーパーストア旧ゆたかの購入費に２，０６０万円、基本計画業務８４１万５，

０００円、基本設計業務１，３２０万円、清算人弁護士費用が４０万７，０００円

等でございます。５目文化会館運営費７，２１７万２，０００円、指定管理者への

管理運営委託料は４，７６７万３，０００円、内訳は人件費分２，２０１万１，０

００円、空調設備保守点検委託料１８７万円、管理清掃業務委託料３５３万８，０

００円、電気水道料が９０７万３，０００円、その他の経費３５３万５，０００円

は、消費税が１９９万７，０００円、窓床ワックスがけ等清掃業務が７４万３，０

００円、その他浄化槽法定検査、印紙代、振込手数料等でございます。また、指定

管理委託料以外としまして、修繕料１７８万２，０００円、内訳は自動ドア１４０

万８，０００円、合併浄化槽が３７万４，０００円でございます。備品購入費１２

４万３，０００円、大ホールの舞台幕でございます。駐車場用地賃借料３１８万１，

０００円、文化会館改修工事費１，７９３万５，０００円、内訳でございますが、

ホール、音響反射板のワイヤロープ取替え工事１，１００万円、軒天井改修工事が

６９０万８，０００円などでございます。次、５項保健体育費１目保健体育総務費

７，６２９万８，０００円。 

 ２３ページをお願いいたします。スポーツセンター大規模改修工事設計業務委託

料２２０万円、メイン、サブアリーナ、照明、外構等の改修設計業務でございます。

スポーツセンター指定管理の管理運営委託料として３，３０６万７，０００円、内

訳は人件費が１，０９１万３，０００円、電気水道ガス代が６６７万９，０００円、

施設管理委託料２５２万８，０００円は、夜間休日の施設管理費用でございます。

その他の経費でございますが、３９３万２，０００円は、消費税が１５０万１，０

００円、芝生の管理委託が８６万９，０００円、アリーナ照明保守点検６５万円、

その他船の定期点検や消防用設備の点検等でございます。また、指定管理以外で、

オープンウオータースイミング大会補助金２４０万円、海洋スポーツパーク構想推

進事業基金積立金１，９２３万３，０００円、これは体験学習施設整備に伴う県交

付金の積立てでございます。地方創生臨時交付金事業費９１６万３，０００円、多

ノ郷小学校屋外照明設備工事でございます。その他の経費、５８３万３，０００円

は、自家発電機の修繕や排煙設備等、非常用設備修繕として３２４万５，０００円、

アリーナドア修繕が１１６万２，０００円、建物共済保険料４８万８，０００円、

その他、体験学習棟の備品購入費で６２万円などでございます。  

 次に、決算審査資料で、不用額の御説明をいたします。 
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 ９ページでございます。１０款教育費４項社会教育費１目社会教育総務費１２節

委託費１１５万３，０００円のうち、放課後児童クラブ推進事業費を除く当課分に

ついて御説明いたします。人権教育総合推進事業費、子ども司書養成講座事業費、

自然体験型学習事業費については、コロナ感染拡大による事業の中止や規模縮小に

より不用となったものでございます。子ども第三の居場所事業費１２万２，０００

円は、事業確定によるものでございます。次に、２目公民館費１１節委託料で２１

４万６，０００円、公民館費２万５，０００円は、須崎公民館で夜間土日祝日の施

設管理の事業費確定によるものでございます。南公民館費２万１，０００円、須崎

公民館費２万３，０００円は、コロナに伴う事業中止によるものでございます。地

域自主組織運営事業費２０７万７，０００円は、浦ノ内、上分、吾桑の指定管理料

の実績報告に基づく不用額でございます。よろしくお願いします。 

○海地委員長＝説明は終わりました。これより質疑に入ります。大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝２３ページのスポーツセンターの管理運営委託料ですけど、説明

るるありましたが、施設管理委託料が２５２万８，０００円、清掃業務等委託料が

１３１万円と、今実績報告でありますけど、ぶっちゃけ言うと、もう非常に草が汚

い、建物の回りの。この間も利用しようと思って行ったがですけど、本当にもう県

外からの選手、家族来るのにもすごく草ぼうぼうで非常に汚いと。この予算がつい

て、委託料でやる以上はスポーツクラブも大変かもしれんけど、やってもらわない

かんです、これ。実際草刈りを。見たことありますか、副市長。 

○平井副市長＝近くを通ったぐらいですね。 

○大﨑（宏）委員＝でしょう。僕もふだん、自分自身もそんなに利用することなかっ

たんですけど、行くいうたら、いやいや保育のスカッシュバレーへ連れていかれる

ときだけであって、めったに出入りせんかったんですけど、実際行くと非常に草ぼ

うぼうで汚い。それはすみません、それをちょっと委託で受けちゅうところにもし

っかり管理してもらわんと。運営委託でしょう、運営委託、管理運営委託って言葉

ついてますからね。その辺どうお考えですか。よろしくお願いします。 

○海地委員長＝生涯学習課長。 

○岡本生涯学習課長＝おっしゃるとおり、草は生えております。何回かは実は草刈り

はやっているんですが、追いつかない状況でございまして、受託者側には受託者側

の言い分もございますが、それなりの予算が必要になってくることもございますの

で、毎年委託料の折衝をしながら、委託料が庁内でも財政係ともヒアリングして決

めているんですが、そういうことも含めて、次年度は私どもの担当課ではございま

せんが、文化・スポーツ観光課のほうにもお伝えして、そういう御意見があったと

いうことをお伝えしていきたいと思います。 

○海地委員長＝大﨑さん。 

○大﨑（宏）委員＝高知県、いや、日本一雑草の多い体育館で、もう本当にみすぼら
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しいですので、その辺またぜひ次の引き継ぐ課によろしくお伝えしていただきたい。

以上です。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝２１ページの須崎公民館、夜間祝日受付業務委託料というのがあります

けど、これはほかの公民館はこういう形にはなってなかったようにも思うのですけ

ど、これはどういうことですかね。 

○海地委員長＝生涯学習課長。 

○岡本生涯学習課長＝一つには施設の、ほかの施設は事務室のみがセコムのセキュリ

ティーが入ってございますが、あそこの施設は３階に社会福祉協議会も入っている

関係上、一番の玄関にセキュリティーが入っております。事務室もあるんですが、

玄関先もございまして、夜間に利用される場合は、そのセキュリティーの解除が必

要になってまいります。その部分について、シルバー人材センターに委託している

ものでございます。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝そしたら、誰かがおいでるということですか。そうではなくって。 

○海地委員長＝生涯学習課長。 

○岡本生涯学習課長＝施設の予約をされた場合には、必ずシルバー人材センターのほ

うに連絡が行きまして、開錠をするようになってます。 

○海地委員長＝豊島さん。 

○豊島委員＝それと、あの施設の交流スペースがありますよね。交流スペースだけの、

あれは日頃は、あそこが開いてるときには非常に皆さんが交流できて、いいですけ

れども、閉まっている日ですね。閉まっている日は、さっきのそういった管理の問

題があるんかなとは思うんですけど、あそこだけを借りたいというような声があり

まして、それはあそこを借るための条例がなってないので、今のところは貸せない

ようなことになってるよねっていう話はしたんですけど、そんなことも可能でしょ

うか。そういう希望があれば。 

○海地委員長＝生涯学習課長。 

○岡本生涯学習課長＝可能性の話をすると、不可能ではないです。ただ、予算も伴い

ますし、条例も当然議会で通してもらわないかないという話もございますので、御

要望が、声が大変強くございましたらやらなければならない部分かなとは思います

が、今言ったようにいろいろセキュリティーの問題がございますので、そこの辺り

は慎重に判断させていただきたいと思っています。 

○海地委員長＝よろしいですか。ほかにありませんか。松田さん。 

○松田委員＝文化会館の非常にコストもかかってきゆうところなんですけれども、コ

ロナ禍で非常に利用率が下がっちゅう中で、駐車場代金のことに関して、３００万

強、駐車場代の経費がかかるようですけど、そういったことは見直しをするような
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ことは、令和３年度はそのまま払うっちゅうと思うんで、４年度以降、そういった

議論はしてきていますか。 

○海地委員長＝生涯学習課長。 

○岡本生涯学習課長＝議論はしておりません。そのスペースはコロナで下がってはお

りますが、何かに使う場合にやっぱり必要だと思っています。 

○海地委員長＝よろしいですか。 

○松田委員＝いいです。 

○海地委員長＝ほかにございませんか。 

 暫時の間、休憩いたします。 

 

午後 ５時３７分 休憩 

午後 ５時３８分 再開 

 

○海地委員長＝休憩前に引き続き会議を開きます。ほかに。豊島さん。 

○豊島委員＝私は、予算が計上されたときにも意見を述べて、予算に反対をしました

けども、マイナンバーカードの予算の問題、あるいはロゴスの関係の予算などにつ

いてですよね。反対をいたしておりますから、この決算が、そこに入っていますの

で、この決算には反対します。 

○海地委員長＝分かりました。 

 それでは、御異議がございますので、挙手により採決をいたします。 

 本案は、認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○海地委員長＝挙手多数であります。よって、本案は、認定すべきものと決しました。 

 以上で当委員会で審議すべき議案は終了いたしましたが、ほかに何かありません

か。松田さん。 

○松田委員＝副市長名義で、道の駅のこういった経営の報告が、丁寧に出されている

んですけれども、よさこいケーブルネットの報告を今まで受けたことがないですし、

状況が分かるような資料を頂いたことも一切ないんですけれども、そのことに関し

て、一回も受けたことが、僕は議員になってからなくってですね、それで、第三セ

クターとして、扱いが株式と出資ということで、概念がちょっと違うので、地方自

治法の、僕らも勉強してないので、出資額が何１０％以上だから出しゆうとかいう

ことがあれば、明確にちょっとそこが非常に、よさこいケーブルネットがしっかり

社長がなんやき出てきゆうっていうことと、兼ね合いがあれば。 

○平井副市長＝ちょっと確認しますけど、２５％と、それから５０にちょっと区切り

があってですね、確かにおっしゃるとおり、道の駅のほうは報告の義務があったん

ですけど、ケーブルのほうは確かない形じゃなかったかなと思います。 
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○松田委員＝３億５，０００万の出資額で、土佐市と須崎市は合わせれば２億になる。

須崎市ということで、須崎市側が１億でなってないということ。 

○平井副市長＝出資割合だったと思います。 

○松田委員＝ですよね。 

○海地委員長＝いいですか。 

○平井副市長＝ちょっとそこなお確認します。 

○海地委員長＝いいですか。 

○松田委員＝いいです。 

○海地委員長＝それでは、これでなければ、総務委員会を散会いたします。 

 

＊～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～＊ 

○午後 ５時４１分 散会 


